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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管内データを強調するための医療処理システムの作動方法であって、
　前記医療処理システムの医療データインタフェースを介して、患者の血管に関連する血
管内データの参照セットを受信する段階であって、前記血管内データの参照セットは血管
の内部に位置されていて前記医療処理システムと通信する血管内デバイスによって得られ
たものであり、前記血管内デバイスは血管内超音波法（IVUS）トランスデューサを含む、
段階、
　前記医療処理システムのフィードバック・インタフェースを介して、強調される血管の
領域に対応する領域識別子を受信する段階であって、前記血管の領域は血管内特徴を含む
、段階、
　前記フィードバック・インタフェースを介して強調選択を受信する段階、
　前記医療処理システムのプロセッサが、前記受信された領域識別子および前記受信され
た強調選択に基づいて前記血管内データの参照セットから血管内データの目標セットを特
定する段階であって、前記血管内データの目標セットは前記血管内特徴を含む、段階、
　前記プロセッサが、前記血管内データの目標セットに関する前記強調選択に対応する強
調を実行する段階であって、前記強調は、ズーミング、解像度の増加、解像度の減少、再
サンプリング、距離の測定、面積の測定、体積の測定または前記血管内データの目標セッ
トの変化率の測定の少なくとも一を含み、前記強調は血管のIVUS画像における前記血管内
特徴の見え方を視覚的に強調する、段階、
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　前記プロセッサがディスプレイ装置を介して第１のユーザ・ディスプレイ領域において
ユーザに対して前記血管内データの参照セットを表示する段階、および
　前記プロセッサがディスプレイ装置を介して前記血管内データの参照セットを表示する
のと同時に、前記第１のユーザ・ディスプレイ領域に隣接する第２のユーザ・ディスプレ
イ領域においてユーザに対して血管内データの前記強調された目標セットを表示する段階
　を備え、
前記血管内データの参照セットおよび血管内データの前記強調された目標セットはそれぞ
れ血管の前記IVUS画像の少なくとも一部を含む、
方法。
【請求項２】
　前記第２のユーザ・ディスプレイ領域は前記第１のユーザ・ディスプレイ領域とは異な
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記強調を前記実行する段階は、
　前記領域識別子または前記強調選択の少なくとも一に基づいて処理パラメータの変更を
決定する段階、および
　前記処理パラメータに前記変更を適用する段階
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記領域識別子を前記受信する段階は、ユーザ入力装置から領域識別子入力を受信する
段階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記領域識別子を前記受信する段階は、前記医療処理システムのワークフロー・コンポ
ーネントから前記領域識別子を受信する段階を含み、
　前記領域識別子は、前記血管内データの参照セットにおける対象点に注目を引くように
構成される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記強調選択を受信する段階は、ユーザ入力装置から強調選択入力を受信する段階を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　血管内データ測定のための医療処理システムの作動方法であって、
　前記医療処理システムの医療データインタフェースを介して、患者の血管に関連する血
管内データの参照セットを受信する段階であって、前記血管内データの参照セットは血管
の内部に位置されていて前記医療処理システムと通信する血管内デバイスによって得られ
たものであり、前記血管内デバイスは血管内超音波法（IVUS）トランスデューサを含む、
段階、
　前記医療処理システムのインタフェースを介して測定選択を受信する段階、
　前記医療処理システムのプロセッサが、前記受信された血管内データの参照セットおよ
び前記測定選択に基づいて血管内データの目標セットを特定する段階、
　前記プロセッサが、血管の内部の血管内特徴の測定値を決定するように前記血管内デー
タの目標セットに関する前記測定選択に対応する測定操作を実行する段階、および
　前記プロセッサがディスプレイ装置を介して、ユーザに対して前記血管内データの目標
セット、前記測定値および前記測定値に対応する前記血管内特徴の点を示すマーカを第１
のユーザ・ディスプレイ領域において、前記血管内データの参照セットを第２のユーザ・
ディスプレイ領域において同時に表示する段階であって、前記第１のユーザ・ディスプレ
イ領域は前記第２のユーザ・ディスプレイ領域に隣接する、段階
　を備え、
前記血管内データの参照セットおよび血管内データの前記目標セットはそれぞれ血管の単
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一のIVUS画像の少なくとも一部を含む、
る方法。
【請求項８】
　前記測定操作を前記実行する段階は、距離測定、面積測定、体積測定、変化率測定また
はピンポイント測定の少なくとも一を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記測定を前記実行する段階は、複数のモダリティにわたって相互参照データをさらに
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記測定を前記実行する段階は、変換係数を受信する段階と、前記測定値を決定するよ
うに前記変換係数を用いる段階とを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザ入力装置から位置マーカを受信する段階をさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記位置マーカを前記受信する段階は、
　ユーザ入力装置からユーザ入力を受信する段階と、
　前記医療処理システムのモジュールから対象点を受信する段階と、
　前記ユーザ入力および前記対象点に基づいて前記位置マーカを決定する段階と
　を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサが実行する複数の命令を記憶する非一時的
コンピュータ可読記憶媒体を備える装置であって、前記命令は、
　第１のユーザ・ディスプレイ領域において患者の血管に関連する血管内データの参照セ
ットを表示する段階であって、前記血管内データの参照セットは血管の内部に位置されて
いて前記少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサと通信する血管内デバイスによって
得られ、前記血管内デバイスは血管内超音波法（IVUS）トランスデューサを含む、段階、
　前記血管内データの参照セットの一部の強調のためのユーザ入力を受信する段階であっ
て、前記血管内データの参照セットの前記一部は血管内特徴を含む、段階、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて前記血管内データの参照セットから血管内データ
の目標セットを決定する段階であって、前記血管内データの目標セットは前記血管内特徴
を含む、段階、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて前記血管内データの目標セットの一部を強調する
段階であって、前記強調は血管のIVUS画像における前記血管内特徴の見え方を視覚的に強
調する、段階、
　前記血管内データの参照セットを表示するのと同時に、前記第１のユーザ・ディスプレ
イ領域に隣接する第２のユーザ・ディスプレイ領域において血管内データの前記強調され
た目標セットをユーザに対して表示する段階、および
　前記血管内データの目標セットの強調された一部のトランザクション記録を記憶する段
階を実行する
　ためのものであり、
前記血管内データの参照セットおよび血管内データの前記強調された目標セットは血管の
前記IVUS画像の少なくとも一部を含む、
装置。
【請求項１４】
　前記媒体は、前記コンピュータ・プロセッサの以前の状態を回復させるように前記トラ
ンザクション記録を用いるための命令をさらに記憶する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記媒体は、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて後続のデータ・セットを捕捉し、
　前記血管内データの目標セットに前記後続のデータ・セットを含める
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　ための命令をさらに記憶する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記媒体は、前記血管内データの目標セットからデータを選別するための命令をさらに
記憶する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記血管内データの目標セットからデータを選別するための前記命令は、前記受信され
たユーザ入力に対応する対象の領域の外部のデータを選別するように構成された、請求項
１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記媒体は、領域識別子フォーマットからデータ・フォーマットに前記ユーザ入力を変
換するための命令をさらに記憶する、請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ユーザ入力を変換するための前記命令は、スケール変換、座標変換または形状変換
のうちの少なくとも一を実行するための命令を含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記医療処理システムは、前記位置マーカを前記血管内データの参照セットにおける血
管内特徴に関係付けるよう動作可能である、請求項１１記載の方法。
【請求項２１】
　前記位置マーカを、前記第１のユーザ・ディスプレイ領域における前記データの参照セ
ットおよび前記第１のユーザ・ディスプレイ領域における前記血管内データの前記強調さ
れた目標セットにおいて表示することをさらに含む、請求項２０記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、医療装置の分野に関し、より詳細には、マルチモダリティ医療シス
テムにおけるデータ収集、操作、強調、表示および注釈付けに関する。
【背景技術】
【０００２】
　疾患の治療の成功率の診断および検証におけるイノベーションが、外部の撮像処理から
内部の診断処理に移行してきている。特に、診断装置および処理が、カテーテルなどのフ
レキシブルな細長い部材またはカテーテル法で用いられるガイドワイヤの先端部に載置さ
れた超小型センサにより血管系閉塞物および他の血管系疾患を診断するために開発されて
きた。たとえば、既知の医療検知技術として、血管造影法、血管内超音波法（ＩＶＵＳ）
、前方視ＩＶＵＳ（ＦＬ－ＩＶＵＳ）、血流予備量比（ＦＦＲ）特定法、冠血流予備能（
ＣＦＲ）特定法、光干渉断層法（ＯＣＴ）、経食道心エコー法および画像誘導治療法が挙
げられる。これらの技術の各々は、異なる診療状況のために良好に適合されてもよい。成
功裏に治療する可能性を高めるために、ヘルスケア施設は、施術中にカテーテル研究所の
手元に複数の撮像、治療、診断および検知モダリティを有してもよい。近年、複数の異な
る撮像、治療、診断および検知ツールからの医療データを収集し、マルチモダリティ医療
データを処理する処理システムが設計されてきた。そのようなマルチコンポーネント・シ
ステムは、情報およびシステム・サービスについての互いに依存するモジュールを含むこ
とが多い。
【０００３】
　既存のマルチモダリティ医療処理システムが有用であることが判明している一方、デー
タ取扱いおよび処理においては改善の必要性が残っている。たとえば、データ識別に対す
る改善は、関連データを認識、分離、索引付けおよび分類する能力を高める可能性を有す
る。統一的かつコヒーレント的に複数のモダリティにおいて収集されたデータを提示する
ための改善された方法およびインタフェースによって、オペレータが正確な診断の結論を
出すことを可能にするかもしれない。さらなるインタフェースの改善は、オペレータがモ
ダリティにおいて収集されたデータをより良好に精緻化、強調および測定することを可能
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にするかもしれない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示の実施形態は、マルチモダリティ処理システムにおけるデータの強調および測定
のための強化された方法およびインタフェースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムにおいて医療データを強調する方法が提供
される。この方法は、医療処理システムにより医療データの参照セットを受信することを
含む。強調されるべき領域に対応する領域識別子が受信され、強調選択も受信される。デ
ータの目標セットは、受信された領域識別子および受信された強調選択に基づいて特定さ
れ、医療処理システムは、データの目標セットに、強調選択に対応する強調を施す。この
方法はまた、第１のユーザ・ディスプレイに医療データの参照セットを表示することと、
第１のユーザ・ディスプレイとは異なる第２のユーザ・ディスプレイに強調されたデータ
の目標セットを表示することとを含んでもよい。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムにおけるデータ測定方法が提供される。こ
の方法は、医療処理システムにより医療データの参照セットを受信することを含む。医療
データの参照セットおよび測定選択に関連する位置マーカが受信され、データの目標セッ
トが、受信された医療データの参照セット、位置マーカおよび測定選択に基づいて特定さ
れる。医療処理システムは、測定値を決定するように、データの目標セットに、測定選択
に対応する測定操作を施す。医療データの参照セットは第１のモダリティに対応してもよ
く一方、データの目標セットは、第１のモダリティと異なる第２のモダリティに対応する
データを含んでもよい。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサによる実行のた
めの複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含む装置が提供される。
この装置は、第１のユーザ・ディスプレイに医療データの参照セットを表示し、医療デー
タの参照セットの一部の強調のためのユーザ入力を受信し、受信されたユーザ入力に基づ
いてデータの目標セットを決定し、受信されたユーザ入力に基づいてデータの目標セット
の一部を強調し、第２のユーザ表示に強調されたデータの目標セットを表示するための命
令を含む。様々な実施形態では、第１および第２のユーザ表示は、第１および第２のディ
スプレイ装置、表示環境またはデスクトップの第１および第２の部分、ならびに第１およ
び第２の時点での表示に対応する。この装置は、データの目標セットの一部の強調のトラ
ンザクション記録を記憶し、以前の強調に基づいて後のデータ・セットを強調するように
そのトランザクション記録を使用するための命令を含んでもよい。
【０００８】
　本開示のシステムおよび方法は、マルチモダリティ環境において医療データをオンデマ
ンド強調および測定を実行する。いくつかの実施形態では、オペレータは、強調する領域
または情報を選択して、より大きい、より明瞭な、かつより正確なビューを作成してもよ
い。この強調されたデータおよび参照データは、単一の表示の別個の部分にまたは別個の
ディスプレイ装置に表示されてもよい。これは、ユーザ入力がタッチスクリーン用途など
の表示の一部を不明瞭にし得る用途で特に有用であってもよい。オペレータは、単一のビ
ューにおける複数の異なるモダリティから収集されたデータを結合し、ゆえに、有意味で
分かり易くより多くの情報を提示してもよい。一部の実施形態では、選択された強調は、
さらなるデータの収集に導く。オペレータの命令に加えて、処理システムは、オペレータ
の注意を引くように、対象のデータをハイライトおよび強調してもよい。この処理システ
ムは、オペレータが重要な構造を迅速に位置付けるのに役立ち、オペレータに条件を進展
させることを促してもよい。処理システムは、過負荷情報に対して追加の安全装置を備え
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てもよい。いくつかの実施形態は、オペレータの要求において正確な測定を可能にするこ
とにより表示されている豊富なデータについての有意味なコンテキストを提供する。必要
に応じて、強調および測定を実行することにより、計算資源（コンピューティングリソー
ス）が確保されて、システムのコスト、大きさおよび消費電力の低減をもたらし、ならび
にシステムの応答性の改善をもたらしてもよい。もちろん、上記の有利点は単に例示であ
り、特定の有利点が任意の特定の実施形態に対して必須でないことが理解される。
【０００９】
　本開示の実施形態は、マルチモダリティ処理システムにおいて医療データのセットをナ
ビゲートする強調されたシステムおよび方法を提供する。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムにおいてユーザ入力を翻訳（解釈）する方
法が提供される。この方法は、医療処理システムにより医療データの参照セットを受信す
ることを含み、医療データは、ＦＦＲ、ｉＦＲ、圧力、流れ、ＩＶＵＳおよびＯＣＴから
成るモダリティの群から選択された第１のモダリティに対応する。医療処理システムは、
ナビゲーション・コマンドも受信する。データの参照セットの強調およびサブセットは、
ナビゲーション・コマンドに基づいて特定される。医療処理システムは、サブセットの選
択された強調を実行し、強調されたサブセットが表示される。そのような実施形態の１つ
では、ナビゲーション・コマンドは、第１のモダリティとは異なる第２のモダリティに対
応する医療データの追加セットを指定する。そのような他の実施形態では、強調を実行す
ることは、サブセットに単一軸ズームを実行することを含む。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、装置が開示される。この装置は、少なくとも１つのコンピュ
ータ・プロセッサによる実行のための複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記
憶媒体を含み、複数の命令は、ＦＦＲ、ｉＦＲ、圧力、流れ、ＩＶＵＳおよびＯＣＴから
成るモダリティの群から選択された第１のモダリティに対応する医療データの参照セット
を受信し、ナビゲーション・コマンドを受信し、ナビゲーション・コマンドにより特定さ
れた参照セットのサブセットへの強調を実行し、強調されたサブセットに表示を与えるた
めのものである。そのような一つの実施形態では、ナビゲーション・コマンドの受信のた
めの命令は、第２のタッチベースの入力と同時の第１のタッチベースの入力を示すユーザ
入力シーケンスを受信し、ユーザ入力シーケンスをナビゲーション・コマンドに翻訳する
ための命令を含む。上記実施形態では、ナビゲーション・コマンドは、第１のタッチベー
スの入力に対応するサブセットの第１の境界と、第２のタッチベースの入力に対応するサ
ブセットの第２の境界とを指定する。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムが開示される。医療処理システムは、医療
データの参照セットおよびナビゲータ・エンジンを受信するように構成された医療データ
・インタフェースを含む。ナビゲータ・エンジンは、制御器からナビゲーション・コマン
ドを受信し、ナビゲーション・コマンドに基づいて実行する強調を特定し、ナビゲーショ
ン・コマンドに基づいて強調する医療データの参照セットのサブセットを特定し、特定さ
れたサブセットにおいて特定された強調を実行し、強調されたサブセットに表示を与える
ように構成される。そのような一つの実施形態では、ナビゲータ・エンジンは、ナビゲー
ション・コマンドに基づいて医療データの参照セットの表示のための更新を提供するよう
にさらに構成される。
【００１３】
　本開示のシステムおよび方法は、マルチモダリティ環境において医療データのオンデマ
ンド強調および測定を実行する。いくつかの実施形態では、オペレータは、強調する領域
または情報を選択して、より大きい、より明瞭な、かつより正確なビューを作成してもよ
い。いくつかの実施形態では、医療データのサブセットに単一軸ズームを適用することに
より強調されるビューが与えられる。単一軸ズームは、第２軸に沿ってデータを必ずしも
再スケーリングすることなく、データが第１軸に沿って再スケーリングされることを可能
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にする。これは、時間または距離の範囲にわたってプロットされるデータ値を含む医療デ
ータ・セットに特に有用であるが、これに限定されることなく、ここでは、データ値は周
期的である。そのようなデータにおいて、一の軸に沿ったピーク・ツー・ピーク極値は、
第２の軸のスケーリングが調整されるにつれて、実質的に変化しなくてもよい。単一軸ズ
ームは一強調に過ぎず、その単一ズームにより、本開示の実施形態は、基礎をなすデータ
の性質に対応した形で、データ・セットをナビゲートおよび操作するための改善されたイ
ンタフェースを提供する。もちろん、上記の有利点は単に例示であり、特定の有利点が任
意の特定の実施形態に対して必須でないことが理解される。
【００１４】
　本開示の実施形態は、マルチモダリティ処理システムにおける適応ジェスチャ認識のた
めの強化された方法およびインタフェースを提供する。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムにおいてユーザ入力を翻訳する方法が提供
される。この方法は、医療処理システムの動作モードに対応する状態指示子を受信するこ
とを含み、この動作モードは、ＩＶＵＳ、ＯＣＴ、圧力および流れから成る群から選択さ
れたモダリティを表す値を含む。アクティブ・コマンドのリストは、受信された状態指示
子に基づいて生成される。ユーザ入力シーケンスは、１つまたは複数のユーザ入力装置か
ら受信される。医療処理システムは、ユーザ入力シーケンスとアクティブ・コマンドのリ
ストのコマンドとを相互に関係付け、そのコマンドは、システムのコンポーネントの動作
を制御するのに用いられる。アクティブ・コマンドのリストは、複数のモダリティに共通
のコマンドのサブセットを含んでもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムを制御する方法が提供される。この方法は
、ユーザ・ディスプレイ装置に医療データを表示することを含み、医療データのセットは
医療処理システムのアクティブ・モダリティに対応する。アクティブ・モダリティは、医
療処理システムの複数のモダリティから選択される。アクティブ・コマンドのリストは、
アクティブ・モダリティに基づいて決定される。医療処理システムは、１つまたは複数の
ユーザ入力装置からユーザ入力シーケンスを受信する。ユーザ入力シーケンスは、アクテ
ィブ・コマンドのリストから選択されたコマンドに適合され、選択されたコマンドは、医
療処理システムのコンポーネントの動作を制御するのに用いられる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサによる実行のた
めの複数の命令を記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含む装置が提供される。
この装置は、医療処理システムのモダリティに対応する、医療処理システムの動作モード
を決定し、その動作モードに基づいてアクティブ・コマンドのリストを生成し、１つまた
は複数のユーザ入力装置からユーザ入力シーケンスを受信し、そのユーザ入力シーケンス
とアクティブ・コマンドのリストのコマンドとを相互に関係付け、医療処理システムの挙
動を制御するコマンドを用いるための命令を含む。そのような１つの実施形態では、アク
ティブ・コマンドのリストは、複数のモダリティに共通のコマンドのサブセットを含む。
【００１８】
　したがって、本開示のシステムおよび方法は、いくつかの実施例ではジェスチャと称せ
られるオペレータショートカットを、マルチモダリティ医療データの収集および操作を制
御するためのコマンドに変換する。ジェスチャは、入力装置を変えること、アクティブ・
ウィンドウを変えることまたは複雑なメニュー構造をナビゲートすることなどの、ＧＵＩ
オーバーヘッドなしでオペレータがコマンドを選択することを可能にすることにより、マ
ルチモダリティ処理システムを迅速かつ正確に制御するための直観的機構を提供する。ジ
ェスチャベースのインタフェースは、不必要なステップを減らし、コマンドアイコンおよ
びディープメニューツリーのバンクを置き換えることによりＧＵＩクラッタを減らす。ジ
ェスチャの自然な流れは、特に、ＧＵＩをナビゲートすることに比べて、さらに手続き時
間および効率を改善してもよい動作スーツにおいては、妨害および中断をより少なくする
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。さらに、いくつかの実施形態は、異なるモダリティにわたって共通であるコマンドのサ
ブセットを含む。この共通化は、必要なジェスチャの数を減らし、さらには、オペレータ
の流暢さおよび正確さを改善する。もちろん、これらの有利点は単に例示であり、特定の
有利点が任意の特定の実施形態に対して必須でないことが理解される。
【００１９】
　本開示の実施形態は、マルチモダリティ処理システムにおけるデータラベル付けのため
の強化された方法およびインタフェースを提供する。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、医療処理システムにおけるラベル付け方法が提供される。こ
の方法は、医療処理システムによりラベル付けされる医療データを受信することを含む。
医療データに対応する第１のセットのラベルがディスプレイ装置で提示される。第１のセ
ットのラベルからの第１ラベルの選択がインタフェース装置から受信される。この方法は
、ディスプレイ装置で医療データに対応する第２のセットのラベルを提示することも含み
、第２のセットのラベルは第１ラベルに基づく。第２のセットのラベルからの第２ラベル
の選択がインタフェース装置から受信される。医療データは、第１および第２ラベルに基
づいてラベルを割り当てられる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、マルチモダリティ医療処理システムにおける索引付方法が提
供される。この方法は、ラベル付けされる、モダリティに対応する医療データをマルチモ
ダリティ医療処理システムにより受信することを含む。ラベルのセットは、モダリティに
基づいてポピュレートされる。ラベルのセットはユーザに提示され、ユーザ入力は、提示
されたラベルのセットに基づいて受信される。ラベルは、受信されたユーザ入力に基づい
て医療データに割り当てられ、医療データは、ラベル付けされた医療データが割り当てら
れたラベルに基づいて索引付けされるように、記憶される。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、データ処理システムにおいてデータをラベル付けする方法が
提供される。この方法は、データ処理システムによりラベル付けされる医療データを受信
することを含む。手続き情報が第１のデータベースから検索される。医療データのための
ラベルのセットが第２のデータベースから検索され、ラベルのセットは手続き情報に基づ
く。ラベルのセットがユーザ・ディスプレイ装置でユーザに提示され、ユーザ入力が提示
されたラベルのセットに基づいてユーザ・インタフェースから受信される。この方法は、
受信されたユーザ入力に基づいて医療データに最終ラベルを割り当てることも含む。
【００２３】
　本開示のシステムおよび方法は、複数のモダリティにわたる医療データにラベルを選択
して割り当てるための機構を提供する。これらのラベルは、オペレータが、関連患者デー
タに注釈付けおよび索引付けすることを可能にし、したがって、検索および取り出しを含
むデータ処理を改善する。たとえば、割り当てられたラベルは、医療データのどの一部が
記憶、保持またはアーカイブされるかの判断で用いられてもよい。ラベルは、冗長である
または診断で重要でないデータが容易に特定されることを可能にする。割り当てられたラ
ベルは、重要なデータの迅速かつ有効な取り出しのための検索可能な索引を作成するのに
も用いられてもよい。そのため、標準化されたラベルのリストを提供することにより、本
開示のいくつかの実施形態は、標準化された用語の使用を推奨する一方、オペレータが特
別な場合をカバーするのにリスト以外の用語を選択することも可能にする。これは、過度
に限定しない検索性を促進する。オペレータを圧倒することを回避するように、いくつか
の実施形態は、前の選択、手続き情報、患者情報、他の医療データおよび／または他の基
準に従ってリストを精緻化する。これは、オペレータが最も関連性の高いラベルを認識す
ることを可能にし、それにより、ラベル付け速度および正確性を改善してもよい。もちろ
ん、上記の有利点は単に例示であり、特定の有利点が任意の特定の実施形態に対して必須
でないことが理解される。
【００２４】
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　本開示のさらなる側面、特徴および有利点については、以下の詳細な説明から明らかに
なるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システムを含
む医療システムを示す模式図である。
【図２】図２は、マルチモダリティ処理システムの実施形態で実行する処理フレームワー
クを含む、図１の医療システムの一部の機能ブロック図である。
【図３】図３は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態による医療データ
をラベル付けおよび／または索引付けするユーザ・インタフェース・コンポーネントを含
む、図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図である。
【図４】図４は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるラベル構築
のための例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図５】図５は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム内の
医療データに対してラベルを決定して付ける方法のフロー図である。
【図６】図６は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム内の
ラベル付け手続きに対する中断を処理する方法のフロー図である。
【図７】図７は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態による医療データ
のオンデマンドデータ強調を実行するユーザ・インタフェース・コンポーネントを含む、
図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図である。
【図８】図８は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるオンデマン
ドデータ強調のための例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図９】図９は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるデータ測定
のための例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図１０】図１０は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム
内のオン・デマンド・データ強調方法のフロー図である。
【図１１】図１１は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム
内のデータ測定方法のフロー図である。
【図１２】図１２は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるユーザ
入力を区別するユーザ・インタフェース・コンポーネントを含む、図１および２の医療シ
ステムの一部の機能ブロック図である。
【図１３】図１３は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるジェス
チャベースのユーザ入力シーケンスを表示する例示としてのユーザ・インタフェースの図
である。
【図１４】図１４は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるジェス
チャベースのユーザ入力シーケンスを表示する例示としてのユーザ・インタフェースの図
である。
【図１５】図１５は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態による翻訳さ
れた命令を表示する例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図１６】図１６は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるジェス
チャベースのユーザ入力シーケンスを表示する例示としてのユーザ・インタフェースの図
である。
【図１７】図１７は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態による翻訳さ
れた命令を表示する例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図１８】図１８は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム
内のジェスチャ認識方法のフロー図である。
【図１９】図１９は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態による医療デ
ータのセットをナビゲートするユーザ・インタフェース・コンポーネントを含む、図１お
よび２の医療システムの一部の機能ブロック図である。
【図２０】図２０は、マルチモダリティ処理システムのいくつかの実施形態によるデータ
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・ナビゲーションおよび強調のための例示としてのユーザ・インタフェースの図である。
【図２１】図２１は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム
内の医療データのセットをナビゲートおよび強調する方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本開示の原理の理解を促進する目的で、以下で図に示している実施形態が参照され、実
施形態を表すのに特定のことばが用いられている。それにも拘わらず、本開示の範囲に対
して何ら限定が意図されていないことが理解される。説明された装置、システムおよび方
法に対する何れかの代替およびさらなる変形、ならびに本開示の原理の何らかのさらなる
適用が、十分に考えられ、それらの適用は、本開示が関連する当業者が通常思い描くよう
な本開示の範囲内に含まれる。特に、一実施形態に関して記載されている特徴、コンポー
ネントおよび／またはステップが、本発明の他の実施形態に関して記載されている特徴、
コンポーネントおよび／またはステップと組み合わされてもよいと、十分に考えられる。
しかし、簡潔のために、これらの組み合わせの多数の繰り返しについては、別個には記載
されていない。
【００２７】
　図１は、本開示の一実施形態によるマルチモダリティ処理システム１０１を含む医療シ
ステム１００を示す模式図である。一般に、医療システム１００は、人間の生物学的生理
および形態学的情報を取得して翻訳し、種々の条件の処理を調整するのに用いられる様々
な方法に敏感であるように設計された取得および処理要素の複数の形態のコヒーレント一
体化および統合を提供する。より具体的には、システム１００において、マルチモダリテ
ィ処理システム１０１は、マルチモダリティ医療センシング・データの取得、制御、翻訳
および表示のための一体化された装置である。一実施形態では、処理システム１０１は、
マルチモダリティ医療データを取得、処理および表示するハードウェアおよびソフトウェ
アを備えたコンピュータシステムであるが、他の実施形態では、処理システム１０１は、
医療データを処理するように動作可能な何れかの他の種類の計算システムであってもよい
。処理システム１０１がコンピュータ・ワークステーションである実施形態では、このシ
ステムは、少なくとも、マイクロコントローラまたは専用中央処理装置（ＣＰＵ）などの
プロセッサと、ハードドライブ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）および／または
コンパクト・ディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）などの非一時的コンピュータ
可読記憶媒体と、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（ＧＰＵ）などのビデオ・
コントローラと、イーサネット（登録商標）・コントローラまたは無線通信コントローラ
などのネットワーク通信装置とを含む。その点において、いくつかの特定の実施例では、
処理システム１０１は、本明細書で説明するデータ取得および分析に関連するステップを
実行するようにプログラムされる。したがって、データ取得、データ処理、機器制御、な
らびに／もしくは本開示の他の処理または制御態様に関連する何れかのステップが、処理
システムによりアクセス可能な非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶された対応する
命令を用いて処理システムにより実施されてもよい。いくつかの実施例では、処理システ
ム１０１は可搬型（たとえば、携帯、ローリング・カート（ｏｎ　ａ　ｒｏｌｌｉｎｇ　
ｃａｒｔ））である。さらに、いくつかの実施例では、処理システム１０１は複数の計算
装置（コンピューティング・デバイス）を含むことが理解される。その点において、本開
示の異なる処理および／または制御態様は、複数の計算装置を用いて、別個にまたは所定
のグループ内で実施されてもよいことが特に理解される。複数の計算装置にわたって以下
で説明する処理および／または制御態様の何れかの分割および／または組み合わせは、本
開示の範囲内にある。
【００２８】
　図示された実施形態では、医療システム１００は、管理室１０４を有するカテーテル研
究室１０２に、管理室内に位置する処理システム１０１と共に配置される。他の実施形態
では、処理システム１０１は、カテーテル研究室１０２、医療設備内の集中領域またはオ
フサイト場所（すなわち、クラウド（ｃｌｏｕｄ）内）などの他の場所に位置付けられて
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もよい。カテーテル研究室１０２は、一般に手続き領域を取り囲む滅菌領域を含むが、そ
の関連管理室１０４は、ある手続および／または医療施設の要求に応じて、滅菌性であっ
てもまたはそうでなくてもよい。カテーテル研究室および管理室は、血管造影法、血管内
超音波法（ＩＶＵＳ）、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｈｉｓｔｏｌｏｇｙ（ＶＨ）、前方視ＩＶＵＳ
（ＦＬ－ＩＶＵＳ）、血管内光音響（ＩＶＰＡ）造影法、血流予備量比（ＦＦＲ）特定法
、冠血流予備量能（ＣＦＲ）特定法、光干渉断層法（ＯＣＴ）、コンピュータ断層撮影法
、心腔内心エコー法（ＩＣＥ）、前方視ＩＣＥ（ＦＬＩＣＥ）、血管内パルポグラフィ（
Ｉｎｔｒａｖａｓｃｕｌａｒ　Ｐａｌｐｏｇｒａｐｈｙ）、経食道心エコー検査、または
当該技術分野で周知の任意の他の医療センシング・モダリティなどの任意の数の医療セン
シング手続きを患者に実行するように、使用されてもよい。さらに、カテーテル研究室お
よび管理室は、ラジオ波焼灼治療法（ＲＦＡ）、凍結治療法、アテローム切除法、または
当該技術分野で周知の任意の他の医療手術手続きなどの１つまたは複数の手術または治療
手続きを患者に対して実行するように、使用されてもよい。たとえば、カテーテル研究室
１０２において、患者１０６は、単一の手続きとして、もしくは１つまたは複数のセンシ
ング手続きを組み合わせて、マルチモダリティ手続きが実行されてもよい。何れの場合も
、カテーテル研究室１０２は、患者１０６から種々の異なる医療センシング・モダリティ
において医療センシング・データを収集してもよい医療センシング装置を含む複数の医療
機器を含む。
【００２９】
　図１に示す実施形態では、機器１０８および１１０は、患者１０６についての医療セン
シング・データを取得するように、臨床医が用いてもよい医療センシング装置である。特
定の実施例では、装置１０８は一のモダリティにおいて医療センシング・データを収集し
、装置１１０は異なるモダリティにおいて医療センシング・データを収集する。たとえば
、機器は各々、圧力、流れ（速度）、画像（超音波（たとえば、ＩＶＵＳ）、ＯＣＴ、熱
および／または他の撮像技術を用いて得られる画像を含む）、温度、ならびに／もしくは
それらの組み合わせの一を収集してもよい。装置１０８および１１０は、血管内に位置付
けられる、患者の外部に取り付けられる、またはある距離から患者が走査されるように、
大きさ決めおよび形状化された、任意の形式の装置、機器またはプローブであってもよい
。
【００３０】
　図１に示す実施形態では、機器１０８は、ＩＶＵＳセンシング・データを収集するよう
に、フェーズド・アレイ・トランスデューサなどの１つまたは複数のセンサを含んでもよ
いＩＶＵＳカテーテル１０８である。いくつかの実施形態では、ＩＶＵＳカテーテル１０
８は、ＩＶＵＳおよびＩＶＰＳセンシングなどのマルチモダリティ・センシングを可能に
してもよい。さらに、図示された実施形態では、機器１１０は、ＯＣＴセンシング・デー
タを収集するように構築された１つまたは複数の光センサを含んでもよいＯＣＴカテーテ
ル１１０である。いくつかの実施例では、ＩＶＵＳ患者インタフェース・モジュール（Ｐ
ＩＭ）１１２およびＯＣＴ　ＰＩＭ１１４はそれぞれ、ＩＶＵＳカテーテル１０８および
ＯＣＴカテーテル１１０を医療システム１００に結合させる。特に、ＩＶＵＳ　ＰＩＭ１
１２およびＯＣＴ　ＰＩＭ１１４は、ＩＶＵＳカテーテル１０８およびＯＣＴカテーテル
１１０により患者１０６から収集された医療センシング・データをそれぞれ受信するよう
に動作可能であり、管理室１０４の処理システム１０１に受信されたデータを送信するよ
うに動作可能である。一実施形態では、ＰＩＭ１１２および１１４はアナログ・デジタル
（Ａ／Ｄ）変換器を含み、デジタルデータを処理システム１０１に送信するが、他の実施
形態では、ＰＩＭが処理システムにアナログデータを送信する。一実施形態では、ＩＶＵ
Ｓ　ＰＩＭ１１２およびＯＣＴ　ＰＩＭ１１４は、Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＰＣＩｅ）データ・バス接続にお
いて医療センシング・データを送信するが、他の実施形態では、それらは、ＵＳＢ接続、
サンダーボルト（Ｔｈｕｎｄｅｒｂｏｌｔ）（登録商標）接続、ファイヤ・ワイヤ（Ｆｉ
ｒｅＷｉｒｅ）（登録商標）接続、または他のある高速データ・バス接続においてデータ
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を送信してもよい。他の実施例では、ＰＩＭは、ＩＥＥＥ８０２．１１Ｗｉ－Ｆｉ規格、
超広帯域（ＵＷＢ）規格、無線ファイヤ・ワイヤ、無線ＵＳＢ、または他の高速無線ネッ
トワーキング規格を用いた無線接続により処理システム１０１に接続されてもよい。
【００３１】
　さらに、医療システム１００において、心電（ＥＣＧ）装置１１６は、心電信号または
他の血液動態データを患者１０６から処理システム１０１に送信するように動作可能であ
る。いくつかの実施形態では、処理システム１０１は、ＥＣＧ１１６からのＥＣＧ信号を
用いて、カテーテル１０８および１１０により収集されたデータの同期をとるように動作
可能である。さらに、血管造影システム１１７は、患者１０６のＸ線、コンピュータ断層
撮影（ＣＴ）または磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）を収集し、それらを処理システム１０１に送
信するように動作可能である。一実施形態では、血管造影システム１１７は、アダプタ装
置を介して処理システム１０１に通信可能に結合されることが可能である。そのようなア
ダプタ装置は、データを独自仕様の第三者フォーマットから処理システム１０１により使
用可能なフォーマットに変換してもよい。いくつかの実施形態では、処理システム１０１
は、血管造影システム１１７からの画像データ（たとえば、Ｘ線データ、ＭＲＩデータ、
ＣＴデータなど）をＩＶＵＳカテーテル１０８およびＯＣＴカテーテル１１０からのセン
シング・データとコレジストレーションする（ｃｏ－ｒｅｇｉｓｔｅｒ）ように動作可能
であってもよい。この一特徴として、コレジストレーションは、センシング・データを用
いて三次元画像を生成するように実行されてもよい。
【００３２】
　ベッドサイド・コントローラ１１８も、処理システム１０１に通信可能に結合され、患
者１０６を診断するように用いられる特定の（１つまたは複数の）医療モダリティのユー
ザ制御を提供する。本実施形態において、ベッドサイド・コントローラ１１８は、単一の
表面にユーザ制御および診療画像を提供するタッチスクリーン・コントローラである。し
かし、代替の実施形態では、ベッドサイド・コントローラ１１８は、非相互作用ディスプ
レイと物理的ボタンおよび／またはジョイスティックなどの別箇の制御器の両方を含んで
もよい。一体化された医療システム１００において、ベッドサイド・コントローラ１１８
は、グラフィカル・ユーザ・インタフェース（ＧＵＩ）でワークフロー制御オプションお
よび患者画像データを提示するように動作可能である。図２に関連して詳細に説明するよ
うに、ベッドサイド・コントローラ１１８は、複数のモダリティに関連するワークフロー
が実行してもよいユーザ・インタフェース（ＵＩ）フレームワーク・サービスを含む。し
たがって、ベッドサイド・コントローラ１１８は、単一のインタフェース装置によりマル
チモダリティ医療センシング・データの取得を臨床医が制御することを可能にする複数の
モダリティのためのワークフローおよび診療画像を表示することが可能である。
【００３３】
　管理室１０４のメイン・コントローラ１２０も、処理システム１０１に通信可能に結合
され、図１に示すように、カテーテル研究室１０２に隣接している。本実施形態では、メ
イン・コントローラ１２０は、タッチスクリーンを含み、そのタッチスクリーン上で実行
するＵＩフレームワーク・サービスを介して異なる医療センシング・モダリティに対応す
る多数のＧＵＩベースのワークフローを表示するように動作可能である点で、ベッドサイ
ド・コントローラ１１８に類似している。いくつかの実施形態では、メイン・コントロー
ラ１２０は、ベッドサイド・コントローラ１１８とは異なる手続きのワークフローの側面
を同時に実行するように用いられてもよい。代替の実施形態では、メイン・コントローラ
１２０は、非インタラクティブ表示と、マウス、キーボードなどのスタンドアロン制御器
とを含んでもよい。
【００３４】
　医療システム１００は、処理システム１０１に通信可能に結合されたブーム・ディスプ
レイ１２２をさらに含む。ブーム・ディスプレイ１２２は、モニタの配列であって、各々
が医療センシング手続きに関連して異なる情報を表示することが可能である、モニタの配
列を含んでもよい。たとえば、ＩＶＵＳ手続き中に、ブーム・ディスプレイ１２２の一の
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モニタは断層像を表示してもよく、一のモニタは矢状像を表示してもよい。
【００３５】
　さらに、マルチモダリティ処理システム１０１は、データ・ネットワーク１２５に通信
可能に結合される。図示している実施形態では、データ・ネットワーク１２５はＴＣＰ／
ＩＰベースのローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）であり、しかしながら、他の実
施形態では、そのデータ・ネットワーク１２５は、Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｏｐｔｉｃ
ａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ（ＳＯＮＥＴ）などの異なるプロトコルを用いてもよく、ま
たはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）であってもよい。処理システム１０１は、ネッ
トワーク１２５を介して様々なリソースに接続してもよい。たとえば、処理システム１０
１は、ネットワーク１２５を介して、Ｄｅｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ（ＤＩＣＯＭ）システム１２６、Ｐｉ
ｃｔｕｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
（ＰＡＣＳ）１２７および病院情報システム（ＨＩＳ）１２８と通信してもよい。さらに
、いくつかの実施形態では、ネットワーク・コンソール１３０は、医師または他の医療従
事者が遠隔的に医療システム１００の態様にアクセスすることを可能にするようネットワ
ーク１２５を介してマルチモダリティ処理システム１０１と通信してもよい。たとえば、
ネットワーク・コンソール１３０のユーザは、マルチモダリティ処理システム１０１によ
り収集された診療画像などの患者医療データにアクセスしてもよく、または、いくつかの
実施形態では、リアルタイムにカテーテル研究室１０２における１つまたは複数の継続手
続きを監視または制御してもよい。ネットワーク・コンソール１３０は、ＰＣ、ラップト
ップ、スマートフォン、タブレットコンピュータもしくはヘルスケア施設の内部または外
部に位置する他のそのような装置などの、ネットワーク接続を有する任意の種類の計算装
置であってもよい。
【００３６】
　さらに、図示している実施形態では、上述のシステム１００における医療センシング・
ツールは、標準的な銅リンクまたは光ファイバリンクなどの有線接続を介して処理システ
ム１０１に通信可能に結合されるとして示されているが、代替の実施形態においては、ツ
ールは、ＩＥＥＥ８０２．１１Ｗｉ－Ｆｉ規格、超広帯域（ＵＷＢ）規格、無線ファイヤ
・ワイヤ、無線ＵＳＢ、または他の高速無線ネットワーキング規格を用いる無線接続を介
して処理システム１０１に接続されてもよい。
【００３７】
　当業者は、上述の医療システム１００は、複数の医療モダリティに関連する診療データ
を収集するように動作可能であるシステムの単なる例示としての実施形態であることを認
識するであろう。代替の実施形態では、異なるおよび／または追加のツールが、医療シス
テム１００に追加のおよび／または異なる機能性を与えるよう処理システム１０１に通信
可能に結合されてもよい。
【００３８】
　ここで図２を参照するに、マルチモダリティ処理システム１０１の実施形態で実行する
処理フレームワーク２００を含む、図１の医療システム１００の一部の機能ブロック図が
示されている。処理フレームワーク２００は、マルチモダリティ医療センシング・データ
の取得、処理および表示を含む、処理システム１０１の動作を制御する種々の独立および
非独立の実行可能なコンポーネントを含む。一般に、処理システム１０１の処理フレーム
ワーク２００はモジュール式および拡張可能である。すなわち、フレームワーク２００は
、異なる機能および医療センシング・モダリティにそれぞれ関連する独立したソフトウェ
アおよび／またはハードウェアコンポーネント（または拡張機能）から成る。このモジュ
ール式設計は、既存の機能性に影響を与えたり、または基礎をなすアーキテクチャへの変
更を必要としたりせずに、追加の医療センシング・モダリティおよび機能性を収容するよ
うにフレームワークが拡張されることを可能にする。さらに、内部メッセージング・シス
テムは、フレームワーク内のモジュール間の独立したデータ通信を容易にする。一実施例
では、処理フレームワーク２００は、処理システム１０における非一時的コンピュータ可
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読記憶媒体に記憶されたコンピュータ実行可能命令として実施されてもよい。他の実施例
では、処理フレームワーク２００は、処理システム１０１内で実行するハードウェアおよ
びソフトウェアモジュールの組み合わせであってもよい。
【００３９】
　一般に、図２に示す実施形態では、処理フレームワーク２００は、複数の医療センシン
グ装置から医療センシング・データを受信し、そのデータを処理し、メイン・コントロー
ラ１２０、ベッドサイド・コントローラ１１８または他のグラフィカル・ディスプレイ装
置を介して診療画像としてのデータを出力するように構成される複数のコンポーネントを
含む。フレームワーク２００は、処理システム１０１のコア・システム機能を管理して、
また複数のモダリティ固有コンポーネントを調整する複数のシステム・レベル・コンポー
ネントを含む。たとえば、フレームワーク２００は、患者診療データの取得および処理に
関連するハードウェアおよびソフトウェア・モジュールを含む処理フレームワーク２００
の複数の実行可能コンポーネントの立ち上げ（スタートアップ）および立ち下げ（シャッ
トダウン）を調整するシステム・コントローラ２０２を含む。システム・コントローラ２
０２はまた、たとえば、何れかのコンポーネントが予期せず実行を停止したかどうかを判
定するように、フレームワーク２０２内で実行するコンポーネントの状態を監視するよう
に構成されてもよい。さらに、システム・コントローラ２０２は、インタフェースであっ
て、そのインタフェースにより他のフレームワーク・コンポーネントがシステム構成およ
び状態情報を得てもよい、インタフェースを提供する。ソフトウェア・フレームワーク２
００はモジュール式であるため、システム・コントローラ２０２は、コンポーネントで生
じたエラーおよび変化がシステム・コントローラの実行または構造に影響を及ぼさないよ
うに管理するフレームワーク内のコンポーネントから独立している。
【００４０】
　上述のように、フレームワーク２００は、システム・アーキテクチャの変更なしに、様
々な拡張が追加および除去されてもよいように構成される。特定の実施形態では、フレー
ムワーク２００内で実行する拡張は、拡張の完全な機能を共に実行する複数の実行可能な
コンポーネントを含んでもよい。そのような実施形態では、拡張は、拡張に関連する様々
な実行可能なコンポーネントを立ち上げ、立ち下げおよび監視するように動作可能である
システム・コントローラ２０２に類似する拡張コントローラを含んでもよい。たとえば、
システム立ち上げ時に、システム・コントローラ２０２は、医療モダリティに対応する拡
張コントローラを開始してもよく、続いて、拡張コントローラは、さらに、モダリティに
関連する実行可能なコンポーネントを開始してもよい。一実施形態では、拡張コントロー
ラは、システム・コントローラ２０２がそれらを、構成ファイルなどの構成機構から取り
出されたパラメータを介して特定のモダリティまたは他のシステム・タスクに関連付ける
まで、割り当てられなくてもよい。
【００４１】
　処理フレームワーク２００は、マルチモダリティ医療センシング・ワークフロー中にフ
レームワーク２０２の実行可能なコンポーネントの実行を支配するように一般に構成され
るワークフロー・コントローラ・コンポーネント２０４をさらに含む。ワークフロー・コ
ントローラ・コンポーネント２０４は、様々な異なる方法で処理フレームワーク２００に
より実行されるワークフローを支配してもよい。
【００４２】
　処理フレームワーク２００は、処理フレームワークの種々のコンポーネントから受信さ
れるログメッセージに対して構成されるイベント・ロギング・コンポーネント２０６をさ
らに含む。たとえば、システム立ち上げ中に、システム・コントローラ２０２は、標準化
フォーマットでログファイルにメッセージをさらに書き込むイベント・ロギング・コンポ
ーネント２０６に対して開始されるコンポーネントの状態についてのメッセージを送信し
てもよい。さらに、処理フレームワーク２００は、マルチモダリティ医療センシングおよ
び／または処理ワークフロー中にフレームワーク２０２の様々な実行可能なコンポーネン
ト間での限定されたシステム・リソースの共有を管理するように構成されるリソース・ア
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ービタ・コンポーネント２０８を含む。たとえば、マルチモダリティ・ワークフロー中に
、処理フレームワーク２０２内の異なるモダリティに関連する２つまたは３つ以上のコン
ポーネントは、メイン・コントローラ１２０におけるグラフィカル表示などの同じシステ
ム・リソースを競合する可能性がある。リソース・アービタ・コンポーネント２０８は、
ロックシステム、キューシステムまたは階層的衝突管理システムなどの様々な方法におけ
る限定されたシステム・リソースの共有を調整してもよい。
【００４３】
　一実施形態では、システム・コントローラ２０２、ワークフロー・コントローラ・コン
ポーネント２０４、イベント・ロギング・コンポーネント２０６およびリソース・アービ
タ・コンポーネント２０８は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に記憶されたプロセッ
サ実行可能ソフトウェアとして実行されてもよいが、代替の実施形態では、これらのコン
ポーネントは、専用マイクロプロセッサ、Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａ
ｔｅ　Ａｒｒａｙ（ＦＰＧＡ）、マイクロコントローラ、グラフィックス・プロセッシン
グ・ユニット（ＧＰＵ）、デジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）などのハードウェ
ア・コンポーネントとして実施されてもよい。代替として、処理フレームワークのコンポ
ーネントは、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせとして実施されてもよい。実
行可能なコンポーネントがＦＰＧＡにおいて実施される特定の実施形態では、システム・
コントローラ２０２は、そのときに必要な様々な機能を実施するようＦＰＧＡ内でプログ
ラマブル・ロジックを動的に変化させるように構成されてもよい。これの態様として、処
理システム１０１は、システム立ち上げ中にシステム・コントローラにより割り当てられ
てもよい１つまたは複数の割り当てられないＦＰＧＡを含んでもよい。たとえば、処理シ
ステム１０１の立ち上げ時に、システム・コントローラが、ＯＣＴ　ＰＩＭおよびそれに
結合されたカテーテルを検出する場合、ＯＣＴ機能に関連するシステム・コントローラま
たは拡張コントローラは、ＯＣＴ医療データを受信および／または処理する機能を含むよ
うに、割り当てられていないＦＰＧＡの一内でプログラマブル・ロジックを動的に変換し
てもよい。
【００４４】
　マルチモダリティ処理システム１０１における異なるハードウェアおよびソフトウェア
・コンポーネント間でのシステム間通信を容易にするように、処理フレームワーク２００
は、メッセージ配信コンポーネント２１０をさらに含む。一実施形態では、メッセージ配
信コンポーネント２１０は、フレームワーク２０２内のコンポーネントからメッセージを
受信し、そのメッセージの意図された目的を決定し、適時にそのメッセージを配信する（
すなわち、メッセージ配信コンポーネントはメッセージの配信において能動的に参画して
いる）。そのような実施形態では、メッセージ・メタデータは、配信先情報、ペイロード
・データ（たとえば、モダリティの種類、患者データなど）、優先情報、タイミング情報
または他のそのような情報を含む送信コンポーネントにより生成されてもよい。他の実施
形態では、メッセージ配信コンポーネント２１０は、フレームワーク２０２内のコンポー
ネントからメッセージを受信し、そのメッセージを一時的に記憶し、そのメッセージがフ
レームワーク内の他のコンポーネントによって取り出すために利用できるようにする（す
なわち、メッセージ配信コンポーネントは受動的キューである）ように構成されてもよい
。いずれにしても、メッセージ配信コンポーネント２１０は、フレームワーク２００にお
ける実行可能なコンポーネント間の通信を容易にする。たとえば、システム・コントロー
ラ２０２は、システム立ち上げシーケンス中に開始するコンポーネントの状態を調べるよ
うにメッセージ配信コンポーネント２１０を用いてもよく、続いて、状態情報を受信する
ときに、ログファイルに対して書き込まれてもよいように、イベント・ロギング・コンポ
ーネント２０６に状態情報を送信するようにメッセージ配信コンポーネントを用いてもよ
い。同様に、リソース・アービタ・コンポーネント２０８は、限定されたリソースへのア
クセスを要求するコンポーネント間でリソース・トークンを渡すようにメッセージ配信コ
ンポーネント２１０を用いてもよい。
【００４５】
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　メッセージ配信コンポーネント２１０が受動的キューである例示としての一実施形態で
は、フレームワーク２００におけるコンポーネントは、入ってくる医療センシング・デー
タをメッセージにパケット化し、続いて、メッセージ配信コンポーネントのキューにその
メッセージを送信してもよく、ここでは、そのメッセージは画像データ処理コンポーネン
トなどの他のコンポーネントにより検索される。さらに、いくつかの実施形態では、メッ
セージ配信コンポーネント２１０は、ファースト・イン・ファースト・アウト（ＦＩＦＯ
）方法で受信されたメッセージを利用可能にするように動作可能であり、キューに最初に
達するメッセージは、キューから最初に取り除かれるであろう。代替の実施形態では、メ
ッセージ配信コンポーネント２１０は、たとえば、メッセージ・ヘッダに記憶された優先
値により、異なる方法でメッセージを利用可能にしてもよい。一実施形態では、メッセー
ジ配信コンポーネント２１０は、処理システム１０１におけるランダム・アクセス・メモ
リ（ＲＡＭ）で実施されているが、他の実施形態では、それは、不揮発性ＲＡＭ（ＮＶＲ
ＡＭ）、二次記憶装置（たとえば、磁気ハードドライブ、フラッシュメモリなど）、また
はネットワークベースの記憶装置において実施されてもよい。さらに、一実施形態では、
メッセージ配信コンポーネント２１０に記憶されたメッセージは、ダイレクト・メモリ・
アクセス（ＤＭＡ）を用いて処理システム１０１におけるソフトウェアおよびハードウェ
アモジュールによりアクセスされてもよい。
【００４６】
　処理フレームワーク２０２は、セキュリティ・コンポーネント２１２、マルチモダリテ
ィ案件管理（ＭＭＣＭ）コンポーネント２１４およびデータベース管理コンポーネント２
１６を含むコア・システム機能を備えた複数の追加システム・コンポーネントをさらに含
む。特定の実施形態では、セキュリティ・コンポーネント２１２は、全体的な処理フレー
ムワークにまたは個別のコンポーネントに種々のセキュリティ・サービスを備えるように
構成される。たとえば、ＩＶＵＳデータ取得ワークフローを実施するコンポーネントは、
ネットワーク接続において送信される前に、ＩＶＵＳデータを暗号化するセキュリティ・
コンポーネント２１２により露出された暗号化アプリケーション・プログラミング・イン
タフェース（ＡＰＩ）を用いてもよい。さらに、セキュリティ・コンポーネント２１２は
、認証されたユーザに対する処理フレームワークへのアクセスを制限し、また拡張可能フ
レームワーク内の信頼できないコンポーネントの拡張を防ぐ、システムレベル認証および
許可サービスなどの他のセキュリティ・サービスを提供してもよい。マルチモダリティ案
件管理（ＭＭＣＭ）コンポーネント２１４は、より容易に管理されてもよい統合された患
者記録に複数の医療モダリティに関連する診療データを調整および統合するように構成さ
れる。そのような統合された患者記録は、データベースに、より効率的に記憶されてもよ
く、およびデータのアーカイブ化および取り出しにより順応性をもってもよい。その点で
、データベース管理コンポーネント２１６は、データベース接続および管理の詳細が他の
コンポーネントから隠されるように、フレームワーク２００において他のコンポーネント
に透過的データベース・サービスを示すように構成される。たとえば、特定の実施形態で
は、データベース管理コンポーネント２１６は、フレームワーク２００のコンポーネント
に対してデータベース記憶装置および検索機能を含むＡＰＩを露出してもよい。換言すれ
ば、医療センシング・ワークフロー・コンポーネントは、データベース接続の詳細を認識
することなしにデータベース・コンポーネントを介してＤＩＣＯＭまたはＰＡＣＳサーバ
などのローカルおよび／またはリモート・データベースに診療データを送信することが可
能であってもよい。他の実施形態では、データベース管理コンポーネント２１６は、デー
タベースのアーカイブ化のための診療データを作成するデータ・フォーマット・サービス
などの追加のおよび／または異なるデータベース・サービスを実行するように動作可能で
あってもよい。
【００４７】
　上述のように、マルチモダリティ処理システム１０１の処理フレームワーク２００は、
複数のモダリティに関連する医療データを受信して処理するように動作可能である。その
点で、処理フレームワーク２００は、異なる医療センシングおよび診療モダリティにそれ



(17) JP 6235610 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

ぞれ関連する複数のモジュール式取得コンポーネントおよびワークフロー・コンポーネン
トを含む。たとえば、図２の例示としての実施形態に示すように、処理フレームワーク２
００は、ＩＶＵＳ　ＰＩＭ１１２からＩＶＵＳ医療センシング・データを受信して処理す
るようにそれぞれ構成されるＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０およびＩＶＵＳワークフ
ロー・コンポーネント２２２を含む。処理フレームワーク２００のモジュール式および拡
張可能な性質に従って、任意の数の追加の取得コンポーネントおよびワークフロー・コン
ポーネントが、モダリティ“Ｎ”ＰＩＭ２２８からデータを取得して処理するモダリティ
“Ｎ”取得コンポーネント２２４およびモダリティ“Ｎ”ワークフロー・コンポーネント
２２６で表されるフレームワークに独立して追加されてもよい。たとえば、特定の実施形
態では、処理システム１０１は、ＯＣＴ　ＰＩＭ１１４、ＥＣＧシステム１１６、血流予
備量比（ＦＦＲ）ＰＩＭ、ＦＬＩＶＵＳ　ＰＩＭおよびＩＣＥ　ＰＩＭに通信可能に結合
されてもよい。他の実施形態では、追加のおよび／または異なる医療センシング装置、処
理装置または診療装置は、当該技術分野で既知の追加のおよび／または異なるデータ通信
接続を介して処理システム１０１に結合されてもよい。そのようなシナリオでは、ＩＶＵ
Ｓ取得モジュール２２０に加えて、処理フレームワーク２００は、ＦＦＲ　ＰＩＭからＦ
ＦＲデータを受信するＦＦＲ取得コンポーネントと、ＦＬＩＶＵＳ　ＰＩＭからＦＬＩＶ
ＵＳデータを受信するＦＬＩＶＵＳ取得コンポーネントと、ＩＣＥ　ＰＩＭからＩＣＥデ
ータを受信するＩＣＥ取得コンポーネントと、ＯＣＴ　ＰＩＭからＯＣＴデータを受信す
るように動作可能であるＯＣＴ取得コンポーネントとを含み得る。これに関連して、処理
フレームワーク２００の実行可能コンポーネントと通信可能に結合された医療装置（たと
えば、ＰＩＭ、カテーテルなど）との間で通信される医療データは、センサにより収集さ
れたデータ、制御信号、パワーレベル、装置フィードバック、およびセンシング、処理ま
たは診断手続きに関連する他の医療データを含んでもよい。さらに、特定の実施形態では
、患者治療装置は、ラジオ波焼灼治療法（ＲＦＡ）、凍結治療法またはアテローム切除法
に関連する装置、そのような治療手続きに関連するＰＩＭまたは他の制御機器など、処理
システム１０１に通信可能に結合されてもよい。そのような実施形態では、モダリティ“
Ｎ”取得コンポーネント２２４およびモダリティ“Ｎ”ワークフロー・コンポーネント２
２６は、制御信号を中継し、パワーレベルを中継し、装置フィードバックを受信し、治療
装置に備えられたセンサにより収集されたデータを受信することなどにより、治療装置と
通信し、この治療装置を制御するように構成されてもよい。
【００４８】
　一実施形態では、取得コンポーネント２２０および２２４が接続された医療センシング
装置からデータを受信した場合、このコンポーネントは、システム間通信を容易にするよ
うに、データをメッセージにパケット化する。具体的には、このコンポーネントは、入っ
てきたデジタル・データ・ストリームから複数のメッセージを生成するように動作可能で
あってもよく、各々のメッセージは、デジタル化された医療センシング・データの一部お
よびヘッダを含む。メッセージ・ヘッダは、メッセージ内に含まれる医療センシング・デ
ータに関連するメタデータを含む。さらに、いくつかの実施形態では、取得コンポーネン
ト２２０および２２４は、フレームワーク２００の他の部分に送信される前に、何らかの
方法でデジタル化された医療センシング・データを操作するように動作可能であってもよ
い。たとえば、取得コンポーネントは、システム間通信をより効率的にし、正規化し、ス
ケーリングし、または後のデータの処理を支援するようデータをフィルタリングするよう
に、センシング・データを圧縮してもよい。いくつかの実施形態では、この操作はモダリ
ティ固有であってもよい。たとえば、ＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０は、後のステッ
プで処理時間を節約するよう渡される前に、冗長なＩＶＵＳデータを特定して破棄しても
よい。取得コンポーネント２２０および２２４は、データ・バス（たとえば、ＰＣＩｅ、
ＵＳＢ）によりもたらされる中断に対応して、どの医療センシング装置が処理システム１
０１に接続されているかを検出し、接続されている医療センシング装置についての情報を
取り出し、センシング装置固有のデータを記憶し、データ・バスにリソースを割り当てる
ことを含む、データの取得に関係する複数のタスクをさらに実行してもよい。上述のよう
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に、データ取得コンポーネントは、互いに独立していて、他のコンポーネントによるデー
タ取得を乱すことなく、設置されてもよく、または取り外されてもよい。さらに、取得コ
ンポーネントは、基礎をなすデータ・バス・ソフトウェア・レイヤ（たとえば、ＡＰＩを
使用して）から独立していて、したがって、第三者の医療センシング装置からのデータの
取得を容易にするように第三者により生成されてもよい。
【００４９】
　ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント２２２などの処理フレームのワークフロー・コ
ンポーネントは、メッセージ配信コンポーネント２１０を介してそれぞれの取得コンポー
ネントから未処理の医療センシングおよび／または診療データを受信する。一般に、ワー
クフロー・コンポーネントは、計算した時間にデータ収集を開始および停止し、取得して
処理した患者データを表示し、臨床医が取得した患者データの分析を容易にすることなど
により、医療センシング・データの取得を制御するように構成される。この態様としては
、ワークフロー・コンポーネントは、患者から収集した未処理の医療データを、臨床医が
患者の状態を評価することを可能にする診療画像または他のデータ・フォーマットに変換
するように動作可能である。たとえば、ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント２２２は
、ＩＶＵＳ　ＰＩＭ１１２から受信したＩＶＵＳデータを翻訳して、このデータを人間可
読ＩＶＵＳ画像に変換してもよい。一実施形態では、フレームワーク内のソフトウェア・
スタックは、ＡＰＩのセットを露出させ、そのＡＰＩのセットを用いて、フレームワーク
内のワークフロー・コンポーネント２２２および他のワークフロー・コンポーネントが、
計算リソース、メッセージ配信コンポーネント２１０、および通信リソースなどのシステ
ム・リソースにアクセスするように呼び出してもよい。取得したデータを処理した後、モ
ダリティ中心ワークフロー・コンポーネントは、メッセージ配信コンポーネント２１０を
介してフレームワーク２００内の他のコンポーネントに処理したデータを含む１つまたは
複数のメッセージを送信してもよい。いくつかの実施形態では、そのようなメッセージを
送信する前に、それらのコンポーネントは、メッセージが処理したデータを含むことを示
すフラグをヘッダに挿入してもよい。さらに、いくつかの実施形態では、医療センシング
・データを処理した後、それらのコンポーネントは、局所的に取り付けられた大容量記憶
装置またはネットワークベースのＰＡＣＳサーバ１２７などのアーカイブ化システムに処
理したデータを送信するようにデータベース管理コンポーネント２１６を用いてもよい。
処理フレームワーク２００のモジュール式アーキテクチャに従って、ワークフロー・コン
ポーネント２２２および２２６は、互いに独立していて、他のコンポーネントを乱すこと
なく、設置または取り外しされてもよく、第三者により書き込まれてもよい。さらに、そ
れらの独立性のために、それらは、複数の医療センシング装置からの信号データおよび画
像データを同時に処理するように動作可能であってもよい。
【００５０】
　処理フレームワーク２００は、任意の数のデータ収集ツール２３４からデータを取得し
て、それらを処理し、その取得したデータをフレームワーク内の他の取得コンポーネント
の一により取得されたデータとともにコレジストレーションするように構成されるコレジ
ストレーション・インタフェース・コンポーネント２３０およびコレジストレーション・
ワークフロー・コンポーネント２３２をさらに含む。より詳細には、コレジストレーショ
ン・インタフェース・コンポーネント２３０は、図１のＥＣＧ装置１１６またはアンギオ
グラフィ・システム１１７などの任意の数のモダリティに関連する医療データ取得ツール
と通信可能にインタフェースするように動作可能であってもよい。特定の実施形態では、
インタフェース・コンポーネント２３０は、処理システム１０１により取得された他のセ
ンシング・データとともにコレジストレーションされてもよいように、入ってくるモダリ
ティ・データを標準化および／または変換するように動作可能であってもよい。医療デー
タがコレジストレーション・インタフェース・コンポーネント２３０により取得されてい
るため、コレジストレーション・ワークフロー・コンポーネント２３２は、医療センシン
グ装置間でのデータ収集を空間的または時間的に同期させ、空間的または時間的レジスト
レーション・マーカに基づいて２つまたは３つ以上の取得したデータセットを整列させ、
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臨床医が患者の状態を評価することが可能であるコレジストレーションした診療画像また
は他の人間可読データを生成することなどにより、異なるモダリティからのデータのコレ
ジストレーションを容易にするように構成される。さらに、他の実施形態では、コレジス
トレーション・ワークフロー・コンポーネント２３２は、前に生成された二次元（２Ｄ）
画像または三次元（３Ｄ）モデルを用いて、２Ｄまたは３Ｄ空間におけるカテーテル収集
データを空間的にコレジストレーションするように動作可能であってもよい。たとえば、
カテーテルベースのセンシング・ツールは、センシング手続き中に位置データを生成する
ように追尾される基準を含んでもよく、コレジストレーション・ワークフロー・コンポー
ネント２３２は、前に取得されたＭＲＩデータに対してこの位置データをレジストレーシ
ョンしてもよい。さらに、コレジストレーション・ワークフロー・コンポーネント２３２
は、ＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０およびモダリティ“Ｎ”取得コンポーネント２２
４などのフレームワーク２００内の本来の取得コンポーネントにより取得されたマルチモ
ダリティ・データのコレジストレーションを容易にしてもよい。さらに、いくつかの実施
形態では、リアルタイム・クロックが、コレジストレーション・ワークフロー・コンポー
ネント２３２に一体化されてもよい。発明の名称が「ＤＩＳＴＲＩＢＵＴＥＤ　ＭＥＤＩ
ＣＡＬ　ＳＥＮＳＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」である米国特許仮出願
第６１／４７３，５９１号明細書において、時間的に同期する医療センシング・データ収
集について詳細に開示されていて、その開示全体が参照より本明細書に含まれる。
【００５１】
　図１に関連して上述しているように、処理システム１０１を用いる臨床医は、メイン・
コントローラ１２０およびベッドサイド・コントローラ１１８を介してワークフローを制
御して、診療画像を見てもよい。メイン・コントローラ１２０およびベッドサイド・コン
トローラ１１８は、複数のユーザ・インタフェース（ＵＩ）拡張（またはコンポーネント
）を支援するユーザ・インタフェース（ＵＩ）・フレームワーク・サービス２４０および
２４２をそれぞれ含む。一般に、ＵＩフレームワーク・サービス２４０および２４２によ
り支援されるＵＩ拡張は、医療センシング・モダリティにそれぞれ対応し、処理されたセ
ンシング・データの関連付けられた取得ワークフローおよび表示の制御のためのユーザ・
インタフェースをレンダリングするように動作可能である。処理フレームワーク２００と
同様に、ＵＩフレームワーク２４０および２４２は、互いに独立しているＵＩ拡張をそれ
らが支援する点で、拡張可能である。すなわち、そのモジュール式設計は、基礎をなすＵ
Ｉアーキテクチャに対して既存のユーザ・インタフェースに影響することまたはそれに対
する変化を必要とすることなく、ＵＩフレームワーク２４０および２４２が追加の医療セ
ンシング・モダリティ・ユーザ・インタフェースを収容するように拡張されることを可能
にする。図示された実施形態では、メイン・コントローラ１２０は、コア・システム制御
部および構成オプションを含むユーザ・インタフェースをレンダリングするシステムＵＩ
拡張部２４４を含む。たとえば、臨床医は、システムＵＩ拡張部２４４によりレンダリン
グされるユーザ・インタフェースを用いて処理システム１０１を立ち上げ、立ち下げまた
は管理してもよい。一実施形態では、メイン・コントローラ１２０のコンポーネントにお
いては、処理フレームワーク２００の一部が考慮されてもよい。ＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２
４６および２４８は、メイン・コントローラ１２０およびベッドサイド・コントローラ１
１８のそれぞれのためにユーザ・インタフェースをレンダリングする。たとえば、ＩＶＵ
Ｓ　ＵＩ拡張部２４６および２４８は、ＩＶＵＳワークフローを制御するように用いられ
るタッチ・スクリーン・ボタンをレンダリングおよび表示してもよいし、または、ＩＶＵ
Ｓワークフロー・コンポーネント２２２により生成されたＩＶＵＳ診療画像をレンダリン
グおよび表示してもよい。同様に、モダリティ“Ｎ”ＵＩ拡張部２５０および２５２は、
モダリティ“Ｎ”ワークフローに関連する制御および画像をレンダリングする。
【００５２】
　一実施形態では、ＵＩフレームワーク・サービス２４０および２４２は、ルック・アン
ド・フィール・ツールボックスおよびエラー処理リソースなどのシステム・リソースにア
クセスするようにＵＩ拡張部が呼び出してもよいＡＰＩを露出してもよい。ルック・アン
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ド・フィール・ツールボックスＡＰＩは、異なるモダリティ・ワークフローのための共通
のボタン、パラレル・ワークフロー形式およびデータ提示スキームにより標準化されたユ
ーザ・インタフェースをＵＩ拡張部が提示することを可能にする。このように、臨床医は
、追加のユーザ・インタフェース訓練なしで、取得モダリティ間でより容易に切り替えて
もよい。さらに、コレジストレーションＵＩ拡張部は、複数のモダリティから処理された
画像または信号データを提示しても、および／または組み合わせてもよい。たとえば、Ｕ
Ｉ拡張部は、ＩＶＵＳ画像データに隣接して心電図（ＥＣＧ）波形を表示してもよく、ま
たは、ＯＣＴ画像上に以前の描かれている境界に重畳してＩＶＵＳ画像を表示してもよい
。さらに、いくつかの実施形態では、ＵＩフレームワーク・サービス２４０および２４２
は、既存のＵＩ拡張部を同時に調節するようにマルチタスク・フレームワークを含んでも
よい。たとえば、処理システム１０１が、２つ以上のモダリティに関連するデータを同時
に取得している場合、ＵＩフレームワーク・サービス２４０および２４２は、モダリティ
選択画面をユーザに提示してもよく、その画面上で、所望のユーザ・インタフェースが選
択されてもよい。
【００５３】
　ＵＩフレームワーク・サービス２４０は、メッセージ配信コンポーネント２１０を介し
て処理フレームワーク２００のコンポーネントと通信する。図２の例示としての実施形態
に示すように、ベッドサイド・コントローラ１１８は、ネットワーク接続２５４を介して
処理フレームワーク２００に通信可能に結合されてもよい。ネットワーク接続２５４は、
イーサネット接続またはＩＥＥＥ　８０２．１１　ＷｉＦｉ接続などの任意の種類の有線
または無線ネットワーク接続であってもよい。代替として、メイン・コントローラ１２０
およびベッドサイド・コントローラ１１８の一または両方が（ＰＣＩｅ）データ・バス接
続、ＵＳＢ接続、サンダーボルト接続、ファイヤ・ワイヤ接続、または他のある高速デー
タ・バス接続などのローカル・バス接続を介して処理フレームワーク２００と通信しても
よい。さらに、図２の例示としての実施形態では、ベッドサイド・コントローラは、ベッ
ドサイド・コントローラ１１８におけるＵＩ拡張部と処理フレームワーク２００における
コンポーネントとの間のメッセージベースの通信を容易にするように構成されたメッセー
ジ配信コンポーネント２５６を含む。特定の実施形態では、メッセージ配信コンポーネン
ト２５６は、診療画像データがネットワーク接続２５４に到達するために、ネットワーク
通信パケットから診療画像データを抽出してもよい。
【００５４】
　処理フレームワーク２００は、マルチモダリティ処理システム１０１で実行するワーク
フローに臨床医がアクセスし、および／またはそれを制御することを可能にする追加のコ
ンポーネントを含む。たとえば、フレームワーク２００は、処理フレームワーク２００に
ネットワーク・コンソール１３０（図１）を通信可能に結合するリモート・アクセス・コ
ンポーネント２６０を含む。一実施形態では、リモート・アクセス・コンポーネント２６
０は、ネットワーク・コンソール１３０に処理システム１０１の制御機能をエクスポート
するように動作可能であり、ゆえに、ネットワーク・コンソールは、ユーザ・インタフェ
ースにおいてワークフロー制御機能を提示してもよい。特定の実施形態では、リモート・
アクセス・コンポーネント２６０は、ネットワーク・コンソール１３０からワークフロー
・コマンドを受信し、リモート・アクセス・ワークフロー・コンポーネント２６２にそれ
を転送してもよい。リモート・アクセス・ワークフロー・コンポーネント２６２は、コマ
ンドおよび診療データのセットを支配してもよく、それらのセットに、リモート・ユーザ
はネットワーク・コンソール１３０を介してアクセスしてもよい。さらに、レガシー制御
コンポーネント２６４およびレガシー制御ワークフロー・コンポーネント２６６は、レガ
シー・コンソール２６８（たとえば、ボタン・コンソール、マウス、キーボード、スタン
ドアロン・モニタ）のユーザにモダリティ・ワークフロー制御およびデータへのある水準
のアクセスを提供する。
【００５５】
　一実施形態では、処理フレームワーク２００のコア・システム・コンポーネントおよび
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モダリティ関連コンポーネントなどの追加コンポーネントは、非一時的コンピュータ可読
記憶媒体に記憶されたプロセッサ実行可能ソフトウェアとして実施されてもよいが、代替
の実施形態では、それらのコンポーネントは、専用マイクロプロセッサ、Ｆｉｅｌｄ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙｓ（ＦＰＧＡ）、マイクロコントローラ
、グラフィックス・プロセッシング・ユニット（ＧＰＵ）、デジタル・シグナル・プロセ
ッサ（ＤＳＰ）などのハードウェア・コンポーネントとして実施されてもよい。代替とし
て、処理フレームワークのコンポーネントは、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合
わせとして実施されてもよい。
【００５６】
　当業者は、図２の処理フレームワーク２００が単なる例示としての実施形態であり、代
替の実施形態では、フレームワークは、種々の医療センシング・ワークフローを実行する
ように構成された、異なるおよび／または追加のコンポーネントを含んでもよい。たとえ
ば、処理フレームワーク２００は、人間の血管の狭窄の評価のために構成された、または
コンピュータ支援手術またはリモート制御手術の制御を容易にするように構成された実行
可能コンポーネントをさらに含んでもよい。
【００５７】
　ここで図３を参照するに、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態
による医療データをラべリングおよび／または索引付するユーザ・インタフェース・コン
ポーネント３００を含む、図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図が示され
ている。種々の実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポーネント３００は、医療
データを特定するように用いられるネスト化された索引またはラベルのリストを提示する
。手術または治療中に収集されたデータの量はかなり多い可能性がある。複数のモダリテ
ィの追加はその問題を悪化させるだけである。データセットのラベル付けおよび／または
索引付関連部分は、再調査、検索、監査、統計的分析およびデータの他の使用を容易にす
る。
【００５８】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント３００は、ユーザ入力に基づいて関連ラベル
を構成し、このラベルを医療データの一部に付与するラベル・ビルダ・モジュール３０２
を含む。ラベル・ビルダ・モジュール３０２は、ラベル・ビルダ・エンジン３０６、医療
データ・インタフェース３０８、ラベル・セットのデータベース３１０および手続きデー
タベース３１２のうちの１つまたは複数を含む。手続きデータベース３１２は、手続きま
たは手術の操作可能なコース、患者識別、患者人口動態統計、患者の病歴、および／また
は処理システム１００の状態などの、実行される手続きに関連する情報を含む。いくつか
の実施形態では、ラベル・セット・データベース３１０および／または手続きデータベー
ス３１２は、ラベル・ビルダ・モジュール３０２の外部にあり、したがって、モジュール
３０２は、それぞれのデータベース３１０または３１２に結合されたデータベース・イン
タフェースを含む。
【００５９】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネントは、それ自体がユーザ入力装置３１４および
ユーザ表示装置３１６を含むコントローラ３０４を含む。適切なユーザ入力装置３１４の
例としては、キーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・ペン、タッ
チベースのインタフェース、ジェスチャベースのインタフェース、言葉および音声認識イ
ンタフェース、適応インタフェース、カメラ、動きセンシング・インタフェース、および
当業者が知っている他のユーザ入力装置が挙げられるが、それらに限定されない。
【００６０】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント３００の一部は、非一時的コンピュータ可読
記憶媒体に記憶されたプロセッサ実行可能ソフトウェアとして、および／または専用マイ
クロプロセッサ、ＦＰＧＡ、マイクロコントローラ、グラフィックス・プロセッシング・
ユニットおよびＤＳＰなどのハードウェア・コンポーネントとして、全体的にまたは部分
的に、実施されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポー
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ネント３００の一部が、図１および２を参照して説明されたマルチモダリティ処理システ
ム１００のコンポーネントに組み込まれる。たとえば、いくつかのそのような実施形態で
は、コントローラ３０４は、図１を参照して説明されたベッドサイド・コントローラ１１
８、メイン・コントローラ１２０、ブーム・ディスプレイ１２２および／またはネットワ
ーク・コンソール１３０のコンポーネントである。さらなる実施例としては、いくつかの
そのような実施形態では、ラベル・ビルダ・モジュール３０２は、図２を参照して説明さ
れた、メイン・コントローラ１２０のＵＩフレームワーク・サービス２４０、ベッドサイ
ド・コントローラ１１８のＵＩフレームワーク・サービス２４２、および／またはＩＶＵ
Ｓ　ＵＩ拡張部２４６またはＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４８などのＵＩ拡張部に組み込まれ
る。他の実施形態では、ラベル・ビルダ・モジュール３０２は、マルチモダリティ処理シ
ステム１００の別個のおよび個別のコンポーネントである。
【００６１】
　ラベル・ビルダ・モジュール３０２は、ＩＶＵＳ画像のフレーム、ＯＣＴ断層画像のセ
グメント、ＦＦＲ測定の範囲またはデータ・セットの他の部分などの医療データの単位に
適用されるラベルを構築する。いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・モジュール３
０２は、医療データ・インタフェース３０８を介してラベル付けされる医療データを受信
する。他の実施形態では、ラベル・ビルダ・モジュール３０２は、この医療データ自体を
受信することに追加してまたはそれの代替として、この医療データに対応する識別子を受
信する。たとえば、そのような一実施形態では、ラベル・ビルダ・モジュール３０２とは
別個のマルチモダリティ処理システム１００の他のコンポーネントは、ラベル・ビルダ・
モジュール３０２にそのデータを提供することなく、ユーザ・ディスプレイ装置３１６に
そのデータを表示する。他のそのような実施形態では、医療データは、ネットワークにお
いて配信される。
【００６２】
　ラベル付けされるデータは、マルチモダリティ処理システムにより実施される１つまた
は複数のモダリティにより収集される任意の適切な医療データであってもよい。いくつか
の実施形態では、医療データは、未処理の医療データであり、モダリティ取得コンポーネ
ント（たとえば、図２のＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０、前方視ＩＶＵＳ取得コンポ
ーネント、ＦＦＲ取得コンポーネント、ＣＦＲ取得コンポーネント、ＯＣＴ取得コンポー
ネントおよび／または経食道心エコー取得コンポーネント）により提供されてもよい。い
くつかの実施形態では、医療データは、処理された医療データであり、ワークフロー・コ
ンポーネント（たとえば、図２のＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント２２２、前方視
ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント、ＦＦＲワークフロー・コンポーネント、ＣＦＲ
ワークフロー・コンポーネント、ＯＣＴワークフロー・コンポーネントおよび／または経
食道心エコー・ワークフロー・コンポーネント）により提供されてもよい。いくつかの実
施形態では、医療データは、複数のモダリティから集められたものであり、図２のＭＭＣ
Ｍワークフロー・コンポーネント２１４により提供されてもよい。
【００６３】
　ラベルを構築するように、いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６
は、オペレータが選択するようにユーザ・ディスプレイ装置３１６に、分類して配置され
た有効なラベルのセットを提示する。種々の例示としての実施形態では、ラベルのセット
は、手術または手続きの名前、身体の部位、血管の名前または血管セグメントなどの解剖
学的構造、患者データ、手続きデータ、および／または他の適切な識別子から導き出され
る。提示されるラベルのセットの決定において、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、現
在の処理環境に関係する情報を決定するように、手続きデータベース３１２に、および／
または処理環境に関係するラベルを決定するように、ラベル・セット・データベース３１
０に、問い合わせてもよい。そのような一実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジンは、
現在の動作環境の状況を決定するように、手続きデータベース３１２に問い合わせ、続い
て、関連ラベルを決定するように、その状況に基づいて、ラベル・セット・データベース
３１０に、問い合わせる。いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は
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、医療データ、または他のモダリティにより収集された他の対応する医療データに基づい
て、ラベルのセットを選択する。一実施例として、ＩＶＵＳデータのためのラベルのセッ
トは、システム１００に接続された他のセンサ・モダリティにより測定された血圧または
脈拍に対応するラベルを含んでもよい。その点で、モダリティ間のデータが、マルチモダ
リティ処理システムにより、タイム・スタンプまたは他の適切な技術を用いて、調整され
る。
【００６４】
　ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、コントローラ３０４のユーザ・ディスプレイ装置
３１６を介してシステム・オペレータにラベルのセットを提示する。ユーザ入力装置３１
４を用いて、オペレータは、このセットから適切なラベルを選択する。いくつかの実施形
態では、オペレータは、このセットからのラベルの選択に追加して、またはその選択の代
替として、このセットに含まれない代替のラベルを供給してもよい。このユーザ選択は、
ラベル・ビルダ・エンジン３０６で受信され、対応するラベルが記憶される。ラベル・ビ
ルダ・エンジン３０６は、ラベルのセットを構築し、このセットを提示し、選択を受信す
ることを、複数繰り返して実行してもよい。いくつかの実施形態では、選択されたラベル
は、後続のラベル・セットの構成要素を決定する。そのような実施形態では、任意の反復
が、任意の以前の反復で受信された応答に依存してもよい。たとえば、そのような一実施
形態では、ラベルの親セットは、血管の名前から導き出され、“ＬＡＤ”（“左前下行枝
”に対応する）、“ＬＣＸ”（“左回旋枝”に対応する）および“ＲＣＡ”（“右冠状動
脈”に対応する）を含む。本実施例では、オペレータは“ＲＣＡ”を選択し、応答がラベ
ル・ビルダ・エンジン３０６で受信される。この応答に基づいて、ラベル・ビルダ・エン
ジン３０６は、対応する右冠状動脈の関連セグメントに基づいて、ラベルの従属セットを
構築する。ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、続いて、ユーザ・ディスプレイ装置３１
６を介してラベルの従属セットを提示する。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は複数の分岐従属を支援す
る。そのような実施形態では、ラベル・セットは、任意の患者セットに依存してもよく、
または何れかの患者セットに依存しなくてもよく、反復が、以前の応答に基づいて、追加
または除去されてもよい。
【００６６】
　さらに、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、以前の応答を変更して、任意の従属反復
を繰り返すように、ユーザ入力装置３１４を介して任意の時間に要求を受信してもよい。
ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、順序から外れておよび／または他の介在反復を繰り
返すことなく、従属反復を繰り返してもよい。たとえば、第２のラベルのセットに関係す
る応答に対する変更が、第１のまたは第３のラベルのセットに必ずしも変更をもたらすこ
となく、したがって、第１のまたは第３のラベルのセットが必ずしも繰り返されるように
することなく、第４のラベルのセットに変更をもたらしてもよい。
【００６７】
　ラベルの従属セットを組み込む実施形態では、選択されたラベルは記憶され、ラベルの
従属セットはラベル・ビルダ・エンジン３０６により生成される。従属セットを含む後続
のラベル・セットの生成は、親セットの生成と実質的に同様であってもよい。その点で、
後続のセットは、ラベル・セット・データベース３１０および／または手続きデータベー
ス３１２に問い合わせすることによりポピュレートされてもよい。後続のラベルのセット
は、手術または手続きの名前、身体の部位、血管の名前または血管セグメントなどの解剖
学的構造、患者データ、手続きデータ、および／または他の適切な識別子から導き出され
てもよい。いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、医療データま
たは他のモダリティにより収集された他の対応する医療データに基づいて、後続のラベル
のセットを選択する。
【００６８】
　そのような後続のセットが以前のセットから選択されたラベルにどのように依存し得る
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かと同様に、いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、他の医療デ
ータ・セットに付与されたラベルに基づいて、セットを選択およびポピュレートしてもよ
い。たとえば、第１のデータ・セットは、データが手順のある点の後で収集されたことを
示す“ＰＯＳＴ”でラベル付されてもよい。このラベルから、ラベル・ビルダ・エンジン
３０６は、データが臨界点の後にも収集されたことの前提を、したがって、“ＰＯＳＴ”
を有する後続のデータ・セットのためのラベル・セットを選択してもよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、デフォルト選択として
の所与のセットからのラベルを事前選択する。そのような実施形態では、オペレータは、
事前選択されたラベルを無視する機会が与えられてもよい。一実施例として、ラベル・ビ
ルダ・エンジン３０６は、時間関連ラベル・セットから現在の時間を事前選択してもよい
。オペレータは、続いて、代替の時間を選択する能力を有してもよい。事前選択は、シス
テム・デフォルト、手術の操作可能なコース、患者情報、ユーザ嗜好および／または他の
基準に基づいてもよい。
【００７０】
　最終反復が終了するとき、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、受信された応答に基づ
いて最終ラベルを構築する。最終ラベルはまた、ユーザ応答以外のソースから得られた他
の関連情報を含んでもよい。この情報は、手続きデータベース３１２からおよび他のソー
スから取り出されてもよく、患者の名前または他の患者識別子、患者の統計データ、オペ
レータの名前、施設識別子、追加注釈ならびに／またはは他の関連情報を含んでもよい。
いくつかの実施形態では、このラベルは、システム１００の他のモダリティにより与えら
れる医療データに基づくデータを含む。たとえば、撮像データのためのラベルは、対応す
る患者の脈拍数または血圧を含んでもよい。
【００７１】
　ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、医療データに最終ラベルを付与する。いくつかの
実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、このラベルを追加するように医療デ
ータを変更し、医療データ・インタフェース３０８を介して記憶装置に更新データを戻す
。他の実施形態では、ラベル・ビルダ・エンジン３０６は、対応する医療データを変更す
ることなく、対応する医療データとは別個のラベルを提供する。
【００７２】
　図４は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるラベル構築
のための例示としてのユーザ・インタフェース４００の図である。このユーザ・インタフ
ェース４００は、図３を参照して説明されたユーザ・ディスプレイ３１６などのユーザ・
ディスプレイに表示されてもよい。ユーザ・インタフェース４００は、マルチモダリティ
処理システム１００、具体的には、このシステムのラベル・ビルダ・モジュール３０２に
より提示された情報を表示する１つの有効な配置を示す。当業者は、代替の配置が検討さ
れて提供されることを、認識するであろう。
【００７３】
　図示された実施形態では、ユーザ・インタフェース４００は４つのラベル・セット・ペ
イン（ペイン４０２ａ、４０２ｂ、４０２ｃおよび４０２ｄ）を含むが、他の実施形態は
、任意の数のペインを組み込む。いくつかの実施形態では、ペインの数は、選択されたラ
ベルに基づいて増加または減少する。各ラベル・セット・ペインは、関連ラベル・セット
、たとえば、ラベル・セット４０４を表示し、このラベル・セットからラベルを選択する
領域および現在選択されているラベルの識別子４０６の両方を提供する。インタフェース
４００はまた、１つまたは複数の現在選択されているラベルを表示する現在選択ペイン４
０８を含んでもいてもよい。いくつかの実施形態では、現在選択ペイン４０８は、オペレ
ータがラベルを選択することを可能にする。たとえば、ペイン４０８は、タイピングまた
は他の入力の使用を可能にする。ユーザ・インタフェース４００はまた、ラベル・ビルダ
・モジュール３０２に命令を送信する１つまたは複数のコマンド要素を含んでもよい。例
示としての命令は、選択ラベルを含み、最終ラベルを適用し（すなわち、ＯＫボタン４１
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０）、現在選択されているラベルを消去し（すなわち、ＣＬＥＡＲボタン４１２）、ラベ
ルを付与することなく中断する（すなわち、ＣＡＮＣＥＬボタン４１４）。
【００７４】
　図５は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム１００内の
医療データに対するラベルを決定して、それを付与する方法５００のフロー図である。こ
の方法５００のステップの前、中および後に追加のステップが備えられることが可能であ
り、示されているステップのいくつかは、この方法の他の実施形態のために置き換えられ
得るまたは取り除かれ得ることが理解される。
【００７５】
　ブロック５０２において、ラベル付けされる医療データが、図３を参照して説明された
ラベル・ビルダ・モジュール３０２などのシステム１００のモジュールにより受信される
。いくつかの実施形態では、医療データに対応する識別子が、この医療データ自体の受信
に加えて、またはその代替として、受信される。医療データの識別子は、医療データの一
部または全部を含んでもよく、ならびに／またはは、システムのどこかに位置するまたは
ネットワークにおいて配信されたデータに対するポインタを含んでもよい。ブロック５０
４では、モジュールは、第１のラベルのセットを選択してポピュレートする。いくつかの
実施形態では、これは、ラベル・セット・データベース３１０または手続きデータベース
３１２などの１つまたは複数のデータベースに問い合わせすることを含む。種々の例示と
しての実施形態では、ラベルのセットは、手術または手続きの名前、身体の部位、血管の
名前または血管セグメントなどの解剖学的構造、患者データ、手続きデータ、および／ま
たは何れかの他の適切な識別子から、一部または全部が導き出される。ラベルのセットは
また、患者情報に関する情報、治療レジメン、統計的情報および何れかの他のコンテキス
ト情報から、一部または全部が導き出されてもよい。いくつかの実施形態では、モジュー
ルは、ラベル付けされた医療データまたは他のモダリティにより収集された他の対応する
医療データに基づいてラベルのセットを選択する。一実施例として、ＩＶＵＳデータのた
めのラベルのセットは、システム１００に接続された他のセンサ・モダリティにより測定
された血圧または脈拍に対応するラベルを含んでもよい。
【００７６】
　ブロック５０６では、モジュールは、図３を参照して説明されたユーザ・ディスプレイ
装置３１６などのディスプレイ装置に第１のラベルのセットを提示する。ブロック５０８
では、モジュールは、第１のラベルのセットに基づいて第１のラベル選択を受信する。応
答は、図３を参照して説明されたユーザ入力装置３１４などの入力装置を介して入力され
てもよい。いくつかの実施形態では、オペレータは、このセットからのラベルの選択に加
えて、またはその選択の代替として、第１のセットに含まれない代替のラベルを供給して
もよい。オペレータにより供給されたラベルは、将来のラベル・セットを報告することま
たはそのラベル・セットに含めることなどの将来の使用のために記憶されてもよい。モジ
ュールはその選択を受信し、選択されたラベルはシステム１００に記憶されてもよい。ブ
ロック５１０では、第２のラベルのセットは、ラベル・ビルダ・エンジンにより生成され
てもよい。第２のセットを含む後続のセットの構成要素は、第１のセットの構成要素と実
質的に同様であってもよい。その点で、後続のセットは、データベースから取り出されて
もよく、手術または手続きの名前、身体の部位、血管の名前または血管セグメントなどの
解剖学的構造、患者データ、手続きデータ、および／または何れかの他の適切な識別子か
ら導き出されてもよい。後続のセットはまた、さらにデータベースから取り出されてもよ
いコンテキスト情報に基づいてポピュレートされてもよい。いくつかの実施形態では、モ
ジュールは、医療データまたは他のモダリティにより収集された他の対応する医療データ
に基づいて、後続のラベルのセットを選択する。
【００７７】
　ブロック５１０をさらに参照して、モジュールはまた、医療データのための以前の選択
されたラベルに基づいて、後続のラベル・セット（たとえば、第２のセット）を選択して
ポピュレートしてもよい。たとえば、そのような一実施形態では、第１のラベルのセット
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は、血管の名前から導き出され、“ＬＡＤ”（“左前下行枝”に対応する）、“ＬＣＸ”
（“左回旋枝”に対応する）および“ＲＣＡ”（“右冠状動脈”に対応する）を含む。本
実施例では、オペレータは“ＲＣＡ”を選択し、応答が受信される。この応答に基づいて
、第２のラベルのセットが、対応する右冠状動脈の関連セグメントに基づいてポピュレー
トされる。
【００７８】
　モジュールはまた、以前の他の医療データ・セットのために選択されたまたはそのデー
タ・セットに付与されたラベルに基づいて第２のセットを選択してもよい。たとえば、以
前のデータ・セットは、患者の名前でラベル付けされたものであってもよい。いくつかの
実施形態では、モジュールは、以前のデータに付与されたラベルに基づいて、患者の名前
を含むように第２のセットをポピュレートする。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、ブロック５１２において、第２のラベルのセットからの特定
のラベルまたは値が事前選択される。特定のラベルは、システム・デフォルト、手術の慣
用フロー、患者情報および／または他の基準などの任意の適切な基準に基づいて事前選択
されてもよい。一実施例として、いくつかの実施形態では、データ取得からのタイム・ス
タンプが時間関連ラベル・セットから事前選択される。
【００８０】
　ブロック５１４では、第２のラベルのセットがディスプレイ装置に提示される。ブロッ
ク５１６では、モジュールは、第２のラベルのセットに基づいて、ユーザから第２のラベ
ル選択を受信する。図３を参照して説明されたユーザ入力装置３１４などの入力装置を介
して、応答が入力されてもよい。いくつかの実施形態では、第２のラベル選択は、事前選
択されたラベルまたは値を置き換える。
【００８１】
　ブロック５１８では、ラベル・クエリが終了したかどうかが判断される。そのラベル・
クエリが終了していない場合、ラベルのセットを構築し、そのセットを提示し、選択を受
信することの後続の反復がブロック５２０で実行されてもよい。任意の反復は、任意の以
前の反復で受信された応答に依存してもよい。もちろん、任意の反復は、何れかのまたは
全部の以前の反復から独立してもよい。いつでも、以前の応答を変更し、任意の従属反復
を繰り返すように、入力装置を介して、要求が受信されてもよい。順序から外れておよび
／または他の介在反復を繰り返すことなく、従属反復が実行されてもよい。たとえば、第
２のラベルのセットに関係する応答に対する変更が、第１のまたは第３のラベルのセット
に必ずしも変更をもたらすものではなく、したがって、第１のまたは第３のラベルのセッ
トが必ずしも繰り返されるようにすることなく、第４のラベルのセットに変更をもたらし
てもよい。
【００８２】
　ラベル・クエリが終了したとき、ブロック５２２では、最終ラベルが受信された応答か
ら構築される。最終ラベルは、患者の名前または他の患者識別子、患者の統計データ、オ
ペレータの名前、施設識別子、追加注釈ならびに／または他の関連情報などの、ユーザ応
答以外のソースから得られた他の関連情報を含んでもよい。いくつかの実施形態では、ラ
ベルは、他のモダリティにより与えられた医療データに基づくデータを含む。たとえば、
撮像データのためのラベルは、対応する患者の脈拍数または血圧を含んでもよい。
【００８３】
　ブロック５２４では、最終ラベルが医療データに付与される。いくつかの実施形態では
、医療データは、ラベルを加えるように変更され、続いて、更新されたデータが記憶およ
び／または表示される。他の実施形態では、ラベルは、対応する医療データとは別個であ
り、データの変更は実行されない。
【００８４】
　本開示のシステムおよび方法は、モダリティにおいて医療データを選択し、その医療デ
ータにラベルを割り当てるための機構を提供する。医療データにラベルを割り当てること
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は、検索および取り出しを含むデータ処理をかなり改善してもよい。いくつかの実施形態
では、この割り当てられたラベルが、医療データのどの部分が記憶され、保持され、およ
び／またはアーカイブされるかを判定する。たとえば、実施形態では、ラベル付けされて
いないデータは、ある時間が経過した後に破棄される一方、ラベル付けされたデータは保
持される。このことは、重要なデータが維持されることを可能にし、冗長データが記憶さ
れることを回避する。他の実施形態では、ラベル付けされたデータは、さらなる分析のた
めの他のデータ処理システムにアップロードされる。他の実施形態では、データ処理シス
テムは、１つまたは複数の重要な用語がラベル付けされた医療データを要求する。取り出
しをさらに容易にするように、いくつかの実施形態では、医療データの検索可能索引が、
迅速かつ効果的な取り出しのために割り当てられたラベルから生成される。有効なラベル
のリストを提供することにより、いくつかの実施形態は、標準化された用語の使用を促進
する一方、特別な場合をカバーするようリストを外部の用語をオペレータが選択すること
を尚も可能にする。オペレータを圧倒することを回避するように、いくつかの実施形態は
、以前の選択、手続き情報、患者情報、他の医療データおよび／または他の基準により、
リストを精緻化する。このことは、オペレータが殆どの関連ラベルを見ることを可能にし
、それにより、ラベル付け速度および精度を改善する。もちろん、上記の有利点は単に例
示であり、特定の有利点が任意の特定の実施形態に対して必須でないことが理解される。
【００８５】
　図６は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム１００内の
ラベル付け手続きに対する中断を処理する方法６００のフロー図である。いくつかの実施
形態では、ラベル付け手続きは、一時停止または中止などの割り込みコマンドを支援する
。他のタスクが実行されていながら、ユーザはラベル付け手続きを一時停止してもよい。
たとえば、基礎をなすウィンドウが視認されながら、表示ラベル・セットに使用されるウ
ィンドウは最小化されてもよく、また隠されてもよい。他の実施例では、処理システム１
００に接続されたモダリティは、ラベル付けが一時停止されるようにするエラー手続きの
一部としての割り込みを与える。システムまたはユーザが継続する準備ができているとき
、ラベル付け手続きを以前の状態から再開してもよい。
【００８６】
　ブロック６０２では、ラベル付けタスクを一時停止する要求が受信される。この要求は
、ユーザにより、マルチモダリティ・システム１００のコンポーネントにより、マルチモ
ダリティ・システム１００に結合したモダリティと、このシステム１００にネットワーク
された計算装置とを含む外部の装置もしくはシステムにより、または任意の他の適切なソ
ースにより与えられてもよい。いくつかの実施形態では、要求のソースがラベル付けタス
クを一時停止することを許可するかどうかが判定される。ブロック６０４では、ラベル付
けタスクの現在の状態が保存される。ブロック６０６では、ラベル付けタスクが中止され
る。ブロック６０８では、再開コマンドが受信されたかどうかが判定される。再開コマン
ドが受信されていない場合、ラベル付けタスクは、ブロック６０６では中止されたままで
ある。再開要求が受信されたとき、ラベル付けタスクがブロック６１０で再開される。ラ
ベル付けタスクの安全な割り込みのための機構を備えることにより、本方法は、データ損
失なしに、より優先度の高い事項に対してオペレータが関心をもつことを可能にする。
【００８７】
　ここで図７を参照するに、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態
による医療データのオンデマンド強調を実行するためのユーザ・インタフェース・コンポ
ーネント７００を含む、図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図が示されて
いる。強調の実施例は、ズーミング、輝度調整、不透明度調整、カラー・マスク調整、解
像度調整、再サンプリング、補間、ゲイン調整、ならびに距離、面積、体積および変化率
の測定を含む測定を含む。さらなる強調は、複数のモダリティにより収集されたデータを
組み合わせて、医療データに付与される処理パラメータを精緻化する。さらなる例示とし
ての強調は３ｄ再構成を実行する。強調はまた、図３乃至６を参照して説明されたラベル
付けなどの、医療データの一部のラベル付け、ハイライト化または注釈付けを含んでもよ
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い。他の強調が検討されて、提供される。そのようなマルチモダリティ強調は、大量のデ
ータのナビゲートにおいて、および有意味なかつ正確な診断相間を導き出すことにおいて
、オペレータを支援する。いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポー
ネント７００は、受信した位置マーカに基づいて測定判定を実行する。インタフェース・
コンポーネント７００は、ハイライト、マークおよび／または測定する点をオペレータが
特定することを可能にする。このことは、患者をデータに結び付ける、表示された画像お
よびデータについてのコンテキストをオペレータに与える。
【００８８】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント７００は、コントローラ７０４またはオペレ
ータ・インタフェースに結合した測定ズーム・モジュール７０２を含む。測定ズーム・モ
ジュール７０２は、測定ズーム・エンジン７０６、トランザクション記録を記憶するため
のメモリ装置７０８、モダリティ・フィードバック・インタフェース７１０および医療デ
ータ・インタフェース７１２のうちの１つまたは複数を含む。コントローラ７０４は、ユ
ーザ入力装置７１４および１つまたは複数のユーザ・ディスプレイ装置（第１のユーザ・
ディスプレイ装置７１６および第２のユーザ・ディスプレイ装置７１８として図示されて
いる）を含む。ユーザ入力装置７１４は、図３に関して説明されたユーザ入力装置３１４
と実質的に同様であってもよい。その点で、適切なユーザ入力装置７１４の実施例は、キ
ーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・ペン、タッチベースのイン
タフェース、ジェスチャベースのインタフェース、言葉および音声認識インタフェース、
適応インタフェース、カメラ、動きセンシング・インタフェース、および当業者が知って
いる他のユーザ入力装置が挙げられるが、それらに限定されない。
【００８９】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント７００の一部は、非一時的コンピュータ可読
記憶媒体に記憶されたプロセッサ実行可能ソフトウェアとして、および／または専用マイ
クロプロセッサ、ＦＰＧＡ、マイクロコントローラ、グラフィックス・プロセッシング・
ユニットおよびＤＳＰなどのハードウェア・コンポーネントとして、全体的にまたは部分
的に、実施されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポー
ネント７００の一部が、図１および２を参照して説明されたマルチモダリティ処理システ
ム１００のコンポーネントに組み込まれる。たとえば、いくつかのそのような実施形態で
は、コントローラ７０４は、図１を参照して説明されたベッドサイド・コントローラ１１
８、メイン・コントローラ１２０、ブーム・ディスプレイ１２２および／またはネットワ
ーク・コンソール１３０のコンポーネントである。さらなる実施例としては、いくつかの
そのような実施形態では、測定ズーム・モジュール７０２は、図２を参照して説明された
、メイン・コントローラ１２０のＵＩフレームワーク・サービス２４０、ベッドサイド・
コントローラ１１８のＵＩフレームワーク・サービス２４２、および／またはＩＶＵＳ　
ＵＩ拡張部２４６またはＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４８などのＵＩ拡張部に組み込まれる。
他の実施形態では、測定ズーム・モジュール７０２は、マルチモダリティ処理システム１
００の別個のおよび個別のコンポーネントである。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、測定ズーム・モジュール７０２は、医療データのオンデマン
ド強調を実行する。適切な強調の実施例は、ズーミング、輝度調整、不透明度調整、カラ
ー・マスク調整、解像度調整、再サンプリング、補間、ゲイン調整、ならびに距離、面積
、体積および変化率の測定を含む測定を含む。強調はまた、図３乃至６に関して説明され
たラベル付けなどの、医療データの一部のラベル付けまたは注釈付けを含んでもよい。他
の強調が検討されて、提供される。測定ズーム・モジュール７０２は、まず、医療データ
・インタフェース７１２を介して医療データの参照セットを受信する。いくつかの実施形
態では、医療データに対応する識別子が、この医療データ自体に追加して、またはその医
療データを受信するための代替として受信される。医療データの識別子は、医療データの
一部または全部を含んでもよく、ならびに／もしくは、システムのどこかに位置するまた
はネットワークにおいて配信されたデータに対するポインタを含んでもよい。参照データ
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はまた、オペレータが視認するようにコントローラ７０４のディスプレイ装置（たとえば
、第１のユーザ・ディスプレイ装置７１６）に表示されてもよい。表示およびデータ処理
の制御は、測定ズーム・モジュール７０２により、および／または測定ズーム・モジュー
ル７０２から離れたマルチモダリティ処理システム１００の他のコンポーネントにより直
接実行されてもよい。
【００９１】
　参照データは、任意の適切な医療データであってもよい。いくつかの実施形態では、医
療データは、未処理の医療データを含み、モダリティ取得コンポーネント（たとえば、図
２のＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０、前方視ＩＶＵＳ取得コンポーネント、ＦＦＲ取
得コンポーネント、ＣＦＲ取得コンポーネント、ＯＣＴ取得コンポーネントおよび／また
は経食道心エコー取得コンポーネント）により提供されてもよい。いくつかの実施形態で
は、医療データは、処理された医療データを含み、ワークフロー・コンポーネント（たと
えば、図２のＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント２２２、前方視ＩＶＵＳワークフロ
ー・コンポーネント、ＦＦＲワークフロー・コンポーネント、ＣＦＲワークフロー・コン
ポーネント、ＯＣＴワークフロー・コンポーネントおよび／または経食道心エコー・ワー
クフロー・コンポーネント）により提供されてもよい。いくつかの実施形態では、医療デ
ータは、複数のモダリティから集められたデータを含み、マルチモダリティ・コンポーネ
ントにより提供されてもよい。
【００９２】
　測定ズーム・モジュール７０２は、強調するデータ・セットまたはデータ・セットの一
部を決定するために適切な領域識別子を受信してもよい。種々の実施形態では、領域識別
子は、境界座標、ラベル、測定値および／またはブックマークされた位置のセットの形態
をとる。測定ズーム・モジュール７０２は、ユーザ入力装置７１４からのおよび／または
モダリティ・ワークフロー・コンポーネントなどの他のシステム・コンポーネントからの
領域識別子を受信する。たとえば、例示としての実施形態では、測定ズーム・モジュール
７０２は、モダリティ・フィードバック・インタフェース７１０を介してＩＶＵＳワーク
フロー・コンポーネント２２２から強調する領域の識別子を受信する。本実施形態では、
領域識別子は、ワークフロー・コンポーネントにより検出された関心のある領域をハイラ
イトし、表示し、またはその領域に注目するように構成される。たとえば、関心のある領
域は、血管壁、ステント、ならびに／またはプラークもしくは病変などの特徴付けられた
組織であってもよい。そのような自動的な強調は、システムのコンポーネントが他の点で
気が付かない可能性がある潜在的に重要なデータをオペレータに警告することを可能にす
る。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、領域識別子は初期フォーマットから変換される。たとえば、
領域識別子は、第１のディスプレイ装置７１６の画素に対応する直交座標のセットを含ん
でもよく、参照データは、異なるスケールの極座標で表されてもよい。したがって、種々
の実施形態では、モジュール７０２の測定ズーム・エンジン７０６は、初期フォーマット
から適切なデータ・フォーマットに領域識別子を変換する。このことは、スケール変換、
座標変換、形状変換および当業者が知っている他の適切な変換のうちの１つまたは複数を
含んでもよい。
【００９４】
　測定ズーム・モジュール７０２はまた、実行する１つまたは複数の強調機能を特定する
強調選択を受信してもよい。強調選択は、ユーザ入力装置７１４、および／またはモダリ
ティ・フィードバック・インタフェース７１０を介してシステムの他のコンポーネントか
ら受信されてもよい。
【００９５】
　強調選択、領域識別子および参照データのうちの１つまたは複数に基づいて、測定ズー
ム・エンジン７０６は、強調のための目標データ・セットを決定する。目標データ・セッ
トは、いくつかの実施例では、領域を特定するように用いられる参照データの一部を含む
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。目標データ・セットはまた、参照データ・セットに追加してまたは参照データ・セット
に代えて、代替のデータ・セットを含んでもよい。そのような実施形態では、目標セット
に含まれるデータ・セットは、異なるモダリティ、異なる時間の単一のモダリティ、異な
る動作モードにおける単一のモダリティ、ならびにモダリティおよび動作条件の他の組み
合わせに対応してもよい。いくつかの強調の実行において、測定ズーム・エンジン７０６
は、参照データ・セットを構成するようデータ・セットを直接的にまたは間接的に組み合
わせてもよい。したがって、一実施形態では、測定ズーム・エンジン７０６は、２つまた
は３つ以上のモダリティにより収集されたデータ・セットの少なくとも一部を組み合わせ
るようＭＭＣＭコンポーネントに命令するモダリティ・フィードバック・インタフェース
７１０でのコマンドを提供する。関連する実施形態では、測定ズーム・エンジン７０６は
、２つまたは３つ以上のモダリティにより収集されたデータ・セットを受信し、エンジン
７０６内での組み合わせを実行する。同様に、いくつかの強調の実行では、測定ズーム・
エンジン７０６は、応答性を改善するようデータ・セットを選択して、記憶装置、ネット
ワーキングおよび／または処理リソースの負荷を軽減してもよい。そのような一実施形態
では、測定ズーム・エンジン７０６は、領域識別子以外のデータを選択する。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、特定の強調はデータの収集を含む。測定ズーム・エンジンは
、目標データ・セットに追加する追加データ・セットを直接的にまたは間接的に収集して
もよい。たとえば、測定ズーム・エンジン７０６は、取り付けられた機器からデータを収
集し、後続のデータ・セットを捕捉するようマルチモダリティ処理システムに命令するモ
ダリティ・フィードバック・インタフェース７１０を介してコマンドを発行してもよい。
後続のデータ・セットは、参照データ・セットと同じモダリティに対応してもよく、１つ
または複数の異なるモダリティに対応してもよく、および／または、参照データ・セット
のモダリティを含むモダリティの組み合わせに対応してもよい。このように、測定ズーム
・エンジン７０６は、既存のデータを強調することおよび後続のデータの収集を案内する
ことができる。
【００９７】
　目標データ・セットが特定される場合、測定ズーム・エンジン７０６は、目標データの
強調を実行してもよい。強調のいくつかの実施例は、ズーミング、輝度調整、不透明度調
整、カラー・マスク調整、解像度増減、再サンプリング、補間、ゲイン調整、ならびに距
離、面積、体積および変化率の測定を含む測定を含む。いくつかの実施形態におけるさら
なる実施例として、測定ズーム・エンジン７０６は、目標データに付与される１つまたは
複数の処理パラメータを変更する。いくつかの実施形態では、測定ズーム・エンジン７０
６は、変更されたパラメータをデータに直接付与する。いくつかの実施形態では、測定ズ
ーム・エンジン７０６は、適切なシステム・コンポーネントが用いるモダリティ・フィー
ドバック・インタフェース７１０で変更をフィードバックすることにより変更されたパラ
メータをデータに間接的に付与する。いくつかの実施形態では、エンジン７０６は、変更
されたパラメータを直接的にまたは間接的に適用する。例示としての一実施形態では、測
定ズーム・エンジン７０６は、フォーカスされたＩＶＵＳデータを生成するようＩＶＵＳ
ワークフロー・コンポーネント（たとえば、図２のＩＶＵＳワークフロー・コンポーネン
ト２２２）により用いられる焦点距離パラメータを間接的に変更する。そうすることにお
いて、測定ズーム・エンジン７０６は、領域識別子に対応する領域内のデータ粒度および
解像度を増加させるように焦点距離パラメータを変更するようワークフロー・コンポーネ
ントに命令するモダリティ・フィードバック・インタフェース７１０でのコマンドを提供
する。さらなる例示としての実施形態では、測定ズーム・エンジン７０６は、動作モード
を変更し、領域識別子に対応する領域内でパワー・フロー分析（たとえば、Ｃｈｒｏｍａ
ｆｌｏ（登録商標）撮像（Ｖｏｌｃａｎｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの登録商標））を実
行するようＩＶＵＳワークフロー・コンポーネントに命令するモダリティ・フィードバッ
ク・インタフェース７１０でのコマンドを提供する。
【００９８】
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　いくつかの実施形態では、参照データおよび強調された目標データは異なるユーザ・デ
ィスプレイ装置（たとえば、第１のユーザ・ディスプレイ装置７１６および第２のユーザ
・ディスプレイ装置７１８のそれぞれ）に表示される。いくつかの実施形態では、これら
のディスプレイ装置は、異なる時点で単一の物理的ディスプレイ装置に対応する。したが
って、参照データ・セットは、第１の時点でモニタに表示されてもよく、強調されたデー
タは、後の時間にモニタに表示されてもよい。いくつかの実施形態では、これらのディス
プレイ装置は、ディスプレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”またはディスプレイ・ワ
ークスペースの領域などの表現を用いて、単一のモニタまたはディスプレイに示される単
一の表示環境の一部に対応する。いくつかの実施形態では、第１および第２のディスプレ
イ装置は、第１および第２の別個の物理的ディスプレイ（たとえば、第１および第２のモ
ニタのそれぞれ）に対応する。異なるユーザ・ディスプレイ装置に参照データおよび強調
された目標データを表示することは、タッチスクリーン用途などの、ユーザ入力がディス
プレイの一部を目立たなくしてもよい用途において特に有用であってもよい。
【００９９】
　測定ズーム・モジュール７０２はまた、トランザクション記録を記憶するためのインタ
フェースを提供してもよい。トランザクション記録は、領域識別子、強調選択、データ・
セット識別子、参照データ・セットの一部、強調された目標データ・セットの一部、変更
された処理パラメータ、および／またはトランザクションの他の適切な要素を含んでもよ
い。トランザクション記録は、図２に関連して説明されたデータベース管理コンポーネン
ト２１６などのシステムのコンポーネントによる送信および／または記憶のために、トラ
ンザクション記録データベース７０８内に記憶され、または医療データ・インタフェース
７１２に提供されてもよい。いくつかの実施形態では、トランザクション記録は、データ
・セット、領域、強調および／または他のパラメータの記述を含む強調動作の態様を記録
するブックマークを含む。このブックマークは、取り出されて、以前の状態を回復させ、
以前のデータ・セット、領域選択、強調および／またはパラメータを後続のデータ・セッ
トに適用するように用いられ得る。このブックマークは、図３乃至６に関連して上述され
ているように、索引付けのためのラベルとしての役割を果たしてもよく、またはそのよう
なラベルを含んでもよい。
【０１００】
　測定ズーム・モジュール７０２はまた、追加の詳細を提供して、それにより診療分析を
容易にするように設計されたオンデマンド測定を実行してもよい。たとえば、オペレータ
は、ピンポイント測定と称される、特定の点での詳細な測定を要求し得る。そのような実
施例では、測定ズーム・モジュール７０２は、この点を指定する位置マーカを受信し、要
求された測定を決定するように利用可能な医療データの分析を実行する。この分析は、デ
ータ補間、予測分析、モダリティにおける医療データ・セットの相互参照、および／また
はデータ分析の他の形態を含んでもよい。他の実施例では、オペレータは、２つまたは３
つ以上の参照点間の測定を要求し得る。そのような実施例では、測定ズーム・モジュール
７０２は、参照点を受信し、距離測定、体積測定、面積測定、時間測定、変化率測定、お
よび／または参照点に関連する他の適切な測定などの測定を実行する。これらの測定は、
単に例示であり、他の種類の測定が検討または提供される。
【０１０１】
　上述のように、参照データ・セットは、ユーザ・ディスプレイ装置（たとえば、第１の
ユーザ・ディスプレイ装置７１６）に表示されてもよい。測定ズーム・モジュール７０２
は、参照データに基づいて１つまたは複数の位置マーカを受信する。種々の実施形態では
、位置マーカが、ユーザ入力装置（たとえば、図７のユーザ入力装置７１４）および／ま
たはマルチモダリティ処理システムのコンポーネントから受信される。たとえば、マルチ
モダリティ・システム１００のワークフロー・コンポーネントは、オペレータに血管壁、
ステント、プラーク、病変、他の特徴付けられた組織、および／または他の対象の構造な
どの対象の診断特徴または領域を気付かせる位置マーカを指定してもよい。いくつかの実
施形態では、位置マーカは、ユーザ入力およびシステム・コンポーネント・フィードバッ
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クの組み合わせにより決定される。たとえば、ユーザは、マルチモダリティ処理システム
のコンポーネントまたはモジュールにより特定された対象の近傍点に対して調整またはス
ナップ（ｓｎａｐ）された第１の位置を特定してもよい。
【０１０２】
　測定ズーム・モジュール７０２はまた、ユーザ入力装置および／またはマルチモダリテ
ィ処理システムのコンポーネントからの測定選択を受信してもよい。測定選択は、距離測
定、面積測定、体積測定、時間測定、変化率測定、および／または参照点に関連する他の
適切な測定などの１つまたは複数の測定機能に対応してもよい。
【０１０３】
　１つまたは複数の位置マーカ、測定選択ならびに／または参照データ・セットに基づい
て、測定ズーム・エンジン７０６は、測定する目標データ・セットを特定する。いくつか
の実施形態では、目標データ・セットは参照データ・セットの一部を含む。目標データ・
セットはまた、参照データ・セットに追加してまたは参照データ・セットに代えて、他の
データ・セットを含んでもよい。そのような実施形態では、目標セットに含まれるデータ
・セットは、異なるモダリティ、異なる時間の単一のモダリティ、異なる動作モードにお
ける単一のモダリティ、ならびにモダリティおよび動作状態の他の組み合わせに対応して
もよい。
【０１０４】
　目標データが特定された場合、測定ズーム・エンジン７０６は、測定選択に対応する１
つまたは複数の測定を実行する。例示としての実施形態では、測定選択は距離測定を指定
する。本実施例では、エンジン７０６は、位置マーカ間の画素距離を決定し、この画素距
離を対応する点間の物理的距離に変換するが、距離測定を決定する他の方法が検討され、
提供される。そのようにすることにおいて、測定ズーム・エンジン７０６は、ユーザ・デ
ィスプレイ装置に関連する第１のフォーマット（たとえば、画素ベースのインクリメント
）から物理的距離に関連する第２のフォーマット（たとえば、ミリメートルベースのイン
クリメント）への変換を実行してもよく、第１の座標系（たとえば、極座標）から第２の
座標系（たとえば、直交座標）への変換を実行してもよい。したがって、測定ズーム・エ
ンジン７０６は、関連モダリティの動作パラメータに基づいて、モダリティ・フィードバ
ック・インタフェース７１０を介して変換係数を受信してもよい。例示としての本実施形
態を継続して、測定ズーム・エンジン７０６は、ミリメートル毎のサンプルの変換係数を
受信し、画素毎のサンプルの変換係数を受信する。このことから、測定ズーム・エンジン
７０６は、ミリメートル毎の画素の数を決定する。
【０１０５】
　上述のように、いくつかの実施形態では、このシステムは複数のディスプレイを含む。
したがって、参照データ、目標データ、位置マーカおよび測定値が、それらのディスプレ
イ装置のうちの任意の１つまたは複数に表示されてもよい。そのような一実施形態では、
参照データは、第１のユーザ・ディスプレイ装置７１６に表示される。オペレータは、第
１のユーザ・ディスプレイ装置７１６を重畳して、タッチ・センサ（一種のユーザ入力装
置７１４）により位置マーカを入力する。測定ズーム・エンジン７０６は、位置マーカお
よび測定値を示すアイコンにより第１のユーザ・ディスプレイ装置７１６を更新し、位置
マーカおよび測定値を示すアイコンにより第２のユーザ・ディスプレイ装置７１８も更新
する。複数のユーザ・ディスプレイ装置に位置マーカおよび測定値を表示することは、ユ
ーザ入力がディスプレイの一部を目立たなくしてもよい、たとえばタッチスクリーン・ア
プリケーションのような、アプリケーションにおいて特に有用である。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、測定ズーム・モジュール７０２は、位置マーカおよび測定値
などの測定動作の要素を記憶するインタフェースを備える。たとえば、測定ズーム・エン
ジン７０６は、位置マーカ、測定選択、測定値、参照データ・セットの一部、目標データ
・セットの一部、および／またはトランザクションの他の適切な要素に関する情報を含ん
でもよいトランザクション記録を記憶、または記憶することを提供してもよい。トランザ
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クション記録は、トランザクション記録データベース７０８内に記憶され、または図２に
関連して説明したデータベース管理コンポーネント２１６などのシステムのコンポーネン
トによる送信および／または記憶のための医療データ・インタフェース７１２に備えられ
てもよい。いくつかの実施形態では、トランザクション記録は、データ・セット、位置マ
ーカ、測定種類、測定値または他のパラメータの記述を含む測定動作の態様を記録するブ
ックマークを含む。このブックマークは、取り出されて、以前の状態を回復させ、後続の
データ・セットに以前のデータ・セット、位置マーカ、測定種類および／または他のパラ
メータを付与するように用いられ得る。このブックマークは、図３乃至６に関連して上述
されたように、索引付けするためのラベルとしての役割を果たしてもよく、またはそのよ
うなラベルを含んでもよい。
【０１０７】
　図８は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるオン・デマ
ンド・データ強調のための例示としてのユーザ・インタフェース８００の図である。ユー
ザ・インタフェース８００は、図７を参照して説明された第１および第２のユーザ・ディ
スプレイ７１６および７１８などの単一のユーザ・ディスプレイまたは複数のディスプレ
イに提示されてもよい。ユーザ・インタフェース８００は、マルチモダリティ処理システ
ム、具体的には、システムの測定ズーム・モジュール７０２により提示された情報を表示
する１つの有効な配置を示す。当業者は、代替の配置が検討され、提供されることを認識
するであろう。
【０１０８】
　インタフェース８００は、異なるディスプレイ装置、異なる時点での単一の物理的ディ
スプレイ装置、単一のディスプレイ装置における単一の表示環境の異なる部分（“ディス
プレイ”デスクトップの“ウィンドウ”またはディスプレイ・ワークスペースの領域など
の表現を用いて）、ならびに／または異なる物理的ディスプレイ（すなわち、異なるモニ
タ）に対応してもよい第１のデータ表示ウィンドウ８０２および第２のデータ表示ウィン
ドウ８０４を含む。図示された実施形態では、第１のデータ表示ウィンドウ８０２は、デ
スクトップの第１のウィンドウに参照データ・セットを提示し、第２のデータ表示ウィン
ドウ８０４はデスクトップの第２のウィンドウに強調された目標データ・セットを提示す
る。
【０１０９】
　インタフェース８００はまた、オペレータが領域またはデータ部分を指定することが可
能である領域選択ツール８０６を含んでもよい。種々の非限定的実施例では、オペレータ
は、タイプされた座標を用いて、マウス入力、タッチベース入力もしくはデジタル・ペン
入力により指定された参照点を用いて、マウス入力、タッチベース入力もしくはデジタル
・ペン入力により指定された幾何学形状、および／またはデータ・エントリの他の方法を
用いて、領域を指定し得る。その点で、領域選択ツール８０６は、オペレータが提供され
たユーザ入力を解析することにより、領域またはデータ部分を選択することを可能にする
。
【０１１０】
　このインタフェースはまた、ツールバー８０８を含んでもよい。種々の実施形態では、
ツールバー８０８は、マルチモダリティ処理システムのためのコマンドを選択するように
用いられる。例示としてのコマンドは、強調する領域の選択、実行する強調の選択、なら
びにデータ記憶およびロード・コマンドを含む。このインタフェースはまた、マルチモダ
リティ処理システムに送信するコマンドを迅速に選択するための複数のコマンド要素８１
０を含んでもよい。ツールバーから選択してもよい任意のコマンドは、コマンド要素８１
０を用いる選択のために適切である。その点で、例示としての実施形態では、インタフェ
ース８００は、実行する強調を選択するように構成されたコマンド要素８１０を含む。
【０１１１】
　図９は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるデータ測定
のための例示としてのユーザ・インタフェース９００の図である。ユーザ・インタフェー
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ス９００は、図７を参照して説明された第１および第２のユーザ・ディスプレイ７１６お
よび７１８などの、単一のユーザ・ディスプレイまたは複数のディスプレイに提示されて
よい。ユーザ・インタフェース９００は、マルチモダリティ処理システムによって提示さ
れる情報を表示するための１つの可能な配置を、より具体的には、システムの測定ズーム
・モジュール７０２を提示する。当業者は、代替の配置が企図され提供されることを理解
されよう。
【０１１２】
　多くの点で、ユーザ・インタフェース９００は、図８のユーザ・インタフェース８００
と実質的に同様である。その点で、ユーザ・インタフェース９００は、異なるディスプレ
イ装置、異なる時点での単一の物理的ディスプレイ装置、単一のディスプレイ装置におけ
る単一の表示環境の異なる部分（ディスプレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”または
ディスプレイ・ワークスペースの領域などの表現を用いて）、ならびに／または異なる物
理的ディスプレイ（すなわち、異なるモニタ）に対応する第１のデータ表示ウィンドウ８
０２および第２のデータ表示ウィンドウ８０４を含んでもよい。ユーザ・インタフェース
９００はまた、ツールバー８０８およびコマンド要素８１０を含んでもよい。ユーザ・イ
ンタフェース９００はまた、マーカ９０２、すなわち、データ測定で用いるシステムに提
供される位置マーカに対応するアイコンを含んでもよい。位置マーカは、ユーザ入力装置
１２１２を介してオペレータにより提供されてもよい。いくつかの実施形態では、オペレ
ータは、タイプされた座標を用いて、マウス入力を用いて、タッチベース入力を用いて、
および／またはデジタル・ペン入力を用いて、位置マーカを指定および提供する。位置マ
ーカはまた、オペレータにより提供された位置マーカに追加してまたはそれに代えて、モ
ジュール・インタフェース１２０８を介してシステム１００の他のコンポーネントにより
提供されてもよい。２つの位置マーカが示されているが、他の実施形態では、任意の数の
位置マーカが提供されてもよい。図示されている実施形態では、マーカ９０２は、第１の
データ表示ウィンドウ８０２および第２のデータ表示ウィンドウ８０４に表示されている
が、さらなる実施形態では、第１のデータ表示ウィンドウ８０２または第２のデータ表示
ウィンドウ８０４にこのマーカを表示する。ユーザ・インタフェースはまた、位置マーカ
に基づいて決定された測定値を表示する測定出力領域９０４を含んでもよい。いくつかの
実施形態では、測定値が、測定出力領域９０４に追加してまたはそれに代えて、第１のデ
ータ表示ウィンドウ８０２および第２のデータ表示ウィンドウ８０４のうちの１つまたは
複数において表示される。図示された測定出力領域９０４は距離を表示する一方、他の実
施形態では、測定出力領域９０４は、面積測定、体積測定、時間測定、変化率測定、およ
び／または参照点に関連する他の適切な測定などを含む、システムが用いる任意の種類の
測定を表示し得る。
【０１１３】
　図１０は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム１００内
でのオン・デマンド・データ強調方法１０００のフロー図である。方法１０００のステッ
プの前、中および後に追加のステップが提供され得、示されているステップのいくつかは
、この方法の他の実施形態では置き換えられ得るまたは取り除かれ得ることが理解される
。
【０１１４】
　ブロック１００２では、医療データの参照セットがマルチモダリティ処理システム１０
０により受信される。いくつかの実施形態では、医療データに対応する識別子は、この医
療データ自体を受信することに追加してまたはそれの代替として受信される。医療データ
の識別子は、医療データの一部もしくは全部を含んでもよく、ならびに／または、システ
ムのどこかに位置するまたはネットワークにおいて配信されたデータに対するポインタを
含んでもよい。医療データの参照セットは任意の適切な医療データであってもよい。たと
えば、医療データは、モダリティ取得コンポーネントにより提供された未処理の医療デー
タ、ワークフロー・コンポーネントにより提供された処理済みの医療データ、および／ま
たは複数のモダリティに対応しかつマルチモダリティ・コンポーネントにより提供された
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集合データを含んでもよい。ブロック１００４では、医療データの参照セットは、第１の
ディスプレイ装置に表示されてもよい。
【０１１５】
　ブロック１００６では、領域識別子が受信される。領域識別子は、医療データの参照セ
ットのサブセットに対応している。種々の実施形態では、領域識別子は、境界座標、格子
索引などの領域識別子、ジェスチャ、コマンド、ラベル、測定値、ブックマーク位置およ
び／または適切なフォーマットのセットの形態をとる。いくつかの実施形態では、領域識
別子は、図７を参照して説明されたユーザ入力装置７１４などのユーザ入力装置から受信
される。適切なユーザ入力装置の実施例としては、キーボード、キーパッド、マウス、ト
ラックボール、デジタル・ペン、タッチベースのインタフェース、ジェスチャベースのイ
ンタフェース、言葉および音声認識インタフェース、適応インタフェース、カメラ、動き
センシング・インタフェース、光ベースのセンシング機構（たとえば、赤外線センシング
）および当業者が知っている他のユーザ入力装置が挙げられるが、それらに限定されない
。いくつかの実施形態では、領域識別子は、モダリティ・ワークフロー・コンポーネント
などの他のシステム・コンポーネントから受信される。そのような一実施形態では、領域
識別子は、対象の構造をハイライトし、表示し、またはその構造に注目するように構成さ
れる。そのような自動的な強調は、システムのコンポーネントが他の点では気付かない可
能性がある潜在的に重要なデータをオペレータに警告することを可能にする。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、領域識別子は初期フォーマットから変換される。たとえば、
領域識別子は、ディスプレイ装置の画素に対応する直交座標のセットを含んでもよく、参
照データは、異なるスケールの極座標で表されてもよい。したがって、種々の実施形態で
は、領域識別子は、初期フォーマットから適切なデータ・フォーマットに変換される。こ
のことは、スケール変換、座標変換、形状翻訳および当業者が知っている他の適切な変換
のうちの１つまたは複数を含んでもよい。
【０１１７】
　ブロック１００８では、強調選択が受信される。この選択は、実行する１つまたは複数
の動作を特定し、ユーザ入力装置および／またはシステムのコンポーネントから受信され
る。
【０１１８】
　ブロック１０１０では、目標データ・セットが、強調選択、領域識別子および参照デー
タのうちの１つまたは複数に基づいて特定される。いくつかの実施形態では、目標データ
・セットは参照データ・セットの一部を含む。目標データ・セットはまた、参照データ・
セットに追加してまたは参照データ・セットに代えて、代替のデータ・セットを含んでも
よい。そのような実施形態では、目標セットに含まれるデータ・セットは、異なるモダリ
ティ、異なる時間の単一のモダリティ、異なる動作モードにおける単一のモダリティ、な
らびにモダリティおよび動作状態の他の組み合わせに対応してもよい。いくつかの実施形
態では、この方法は、目標データ・セットを構成するようにデータ・セットを直接的にま
たは間接的に組み合わせることを含む。同様に、いくつかの実施形態では、この方法は、
目標データ・セットの一部を選択することを含む。そのような一実施形態では、この方法
は、領域識別子に対応する領域以外のデータを選択することを含む。
【０１１９】
　ブロック１０１２では、システム１００により目標データ・セットにおいて強調が実行
される。種々の実施形態では、この強調は、強調選択、領域識別子および／または目標デ
ータ・セットにより決定される。強調の実施例は、ズーミング、輝度調整、不透明度調整
、カラー・マスク調整、解像度増減、再サンプリング、補間、ゲイン調整、ならびに距離
、面積、体積および変化率の測定を含む測定を含む。さらなる強調は、複数のモダリティ
により収集されたデータを組み合わせて、医療データに付与される処理パラメータを精緻
化する。たとえば、そのような一実施形態では、マルチモダリティ処理システム１００は
、領域識別子により指定された領域内で高い解像度を提供するように、システム１００の
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ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネントにより付与された焦点範囲パラメータを変更する
。他のそのような実施形態では、マルチモダリティ処理システムは、システム１００のワ
ークフロー・コンポーネントの動作モードを変更する。
【０１２０】
　強調はまた、図３乃至６に関して説明されたラベル付けなどの、医療データの一部のラ
ベル付けまたは注釈付けを含んでもよい。他の強調が検討され、提供される。
【０１２１】
　ブロック１０１４では、強調された目標データ・セットが第２のユーザ・ディスプレイ
に表示される。第１および第２のユーザ・ディスプレイは、異なるユーザ・ディスプレイ
装置（たとえば、図７の第１のユーザ・ディスプレイ装置７１６および第２のユーザ・デ
ィスプレイ装置７１８）に対応してもよい。いくつかの実施形態では、これらのディスプ
レイ装置は、異なる時点で単一の物理的ディスプレイ装置に対応する。したがって、参照
データ・セットは、第１の時点でモニタに表示されてもよく、強調されたデータ・セット
は、後にこのモニタに表示されてもよい。いくつかの実施形態では、異なるユーザ・ディ
スプレイ装置、第２のユーザ・ディスプレイは、単一のディスプレイ装置における単一の
表示環境の一部に対応する（ディスプレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”またはディ
スプレイ・ワークスペースの領域などの表現を用いて）。いくつかの実施形態では、異な
るディスプレイ装置は、第１および第２の物理的ディスプレイ（たとえば、第１および第
２のモニタのそれぞれ）に対応する。
【０１２２】
　ブロック１０１６では、強調のトランザクション記録が記憶される。種々の実施形態で
は、この記録は、領域識別子、強調選択、データ・セット識別子、参照データ・セットの
一部、強調された目標データ・セットの一部、変更された処理パラメータ、および／また
はトランザクションの他の適切な要素を含む。いくつかの実施形態では、記憶することは
、遠隔の記憶装置のためのシステム・インタフェースでトランザクション記録を提供する
ことを含む。トランザクション記録は、データ・セット、領域、強調または他のパラメー
タの記述を含む強調動作の態様を記録するブックマークを含んでもよい。このブックマー
クは、取り出されて、以前の状態を回復させて、以前のデータ・セット、領域選択、強調
および／またはパラメータを後続のデータ・セットに適用するように用いられ得る。この
ブックマークは、図３乃至６に関連して上述されたように、索引付けのためのラベルとし
ての役割を果たしてもよく、またはそのようなラベルを含んでもよい。
【０１２３】
　図１１は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム１００内
のデータ測定方法１１００のフロー図である。方法１１００のステップの前、中および後
に追加のステップが提供され得、示されているステップのいくつかは、この方法の他の実
施形態では置き換えられ得るまたは取り除かれ得ることが理解される。
【０１２４】
　ブロック１１０２では、医療データの参照セットがマルチモダリティ処理システム１０
０により受信される。いくつかの実施形態では、医療データに対応する識別子は、この医
療データ自体を受信することに追加してまたはそれの代替として受信される。医療データ
の識別子は、医療データの一部もしくは全部を含んでもよく、ならびに／または、システ
ムのどこかに位置するもしくはネットワークにおいて配信されたデータに対するポインタ
を含んでもよい。医療データの参照セットは任意の適切な医療データであってもよい。ブ
ロック１１０４では、医療データの参照セットは、第１のディスプレイ装置に表示されて
もよい。ブロック１１０６では、位置マーカが受信される。位置マーカは、図７のユーザ
入力装置７１４などのユーザ・インタフェースのコンポーネントから、またはワークフロ
ー・コンポーネントなどのマルチモダリティ・システム１００のコンポーネントから受信
されてもよい。後者の実施例としては、実施形態において、マルチモダリティ・システム
１００のワークフロー・コンポーネントは、血管壁、ステント、プラーク、病変、他の特
徴付けられた組織、および／または他の対象の構造などの関連する診断特徴をオペレータ
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に警告する位置マーカを指定する。いくつかの実施形態では、位置マーカは、ユーザ入力
およびシステム・コンポーネント・フィードバックの組み合わせにより決定される。たと
えば、ユーザは、マルチモダリティ処理システムのコンポーネントまたはモジュールによ
り特定された対象の近傍点に対して調整またはスナップ（ｓｎａｐ）された第１の位置を
特定してもよい。
【０１２５】
　ブロック１１０８では、測定選択が受信される。この選択は、実行する１つまたは複数
の測定を特定する。たとえば、この選択は、距離測定、面積測定、体積測定、変化率測定
、ピンポイント測定および／または他の適切な測定を指定してもよい。
【０１２６】
　ブロック１１１０では、目標データ・セットが特定される。目標データ・セットは、１
つまたは複数の位置マーカ、測定選択および／または参照データ・セットに依存してもよ
い。いくつかの実施形態では、目標データ・セットは参照データ・セットの一部を含む。
目標データ・セットはまた、参照データ・セットに追加してまたはそれの代替として、他
のデータ・セットを含んでもよい。そのような実施形態では、目標セットに含まれるデー
タ・セットは、異なるモダリティ、異なる時間の単一のモダリティ、異なる動作モードに
おける単一のモダリティ、ならびにモダリティおよび動作条件の他の組み合わせに対応し
てもよい。
【０１２７】
　ブロック１１１２では、測定が、目標データ・セットに関してシステム１００により実
行される。種々の実施形態では、実行された特定の測定が、測定選択、１つもしくは複数
の位置マーカ、ならびに／または目標データ・セットにより決定される。例示としての実
施形態では、この測定は距離測定であり、ユーザ・ディスプレイ装置を表す第１の座標系
（たとえば、画素ベースの座標）から物理的距離を表す第２の座標系（たとえば、ミリメ
ートルベースの座標）に変換することを含む。特定の実施形態では、ミリメートル毎のサ
ンプルの変換係数および画素毎のサンプルの変換係数が受信される。このことから、ミリ
メートル毎の画素の数が決定される。続いて、位置マーカ間の画素距離に基づいて、物理
的距離が、対応する点間で決定され得る。さらなる例示としての実施形態では、選択され
た測定動作は、ピンポイント測定、すなわち、特定の点における詳細測定である。分析は
、データ補間、予測分析、モダリティにおける医療データ・セットの相互参照、および／
またはデータ分析の他の形態を含んでもよい。ピンポイント・データ値を決定する測定処
理は、データ補間、予測分析、モダリティにおける医療データ・セットの相互参照、およ
び／またはデータ分析の他の形態を含んでもよい。ブロック１１１２の測定を参照するに
、面積測定、体積測定、変化率測定、モダリティ間測定、および当業者が知っている他の
測定を含む他の測定動作が検討され、提供される。
【０１２８】
　ブロック１１１４では、測定動作により決定された値が表示される。上述のように、い
くつかの実施形態では、システムは複数のディスプレイを含む。したがって、参照データ
、目標データ、位置マーカおよび測定値が、任意の１つまたは複数のディスプレイ装置に
表示されてもよい。ブロック１１１６では、トランザクション記録が生成されて、記憶さ
れる。トランザクション記録は、位置マーカ、測定選択、測定値、参照データ・セットの
一部、目標データ・セットの一部、および／またはトランザクションの他の適切な要素に
関する情報を含んでもよい。いくつかの実施形態では、記憶することは、遠隔の記憶装置
のためのシステム・インタフェースでトランザクション記録を提供することを含む。トラ
ンザクション記録は、データ・セット、位置マーカ、測定種類、特定値または他のパラメ
ータの記述を含む測定動作の特徴を記録するブックマークを含んでもよい。ブックマーク
は、取り出され得、以前の状態に回復されて、以前のデータ・セット、位置マーカ、測定
種類および／または他のパラメータを後続のデータ・セットに付与するように用いられ得
る。ブックマークは、図３乃至６に関連して上記で説明された索引付けするためのラベル
としての役割を果たしてもよく、またはそのようなラベルを含んでもよい。
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【０１２９】
　ここで、図１２を参照するに、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施
形態によるユーザ入力を区別するためのユーザ・インタフェース・コンポーネント１２０
０を含む、図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図が示されている。ユーザ
・インタフェース・コンポーネント１２００は、ジェスチャの形態でのオペレータ入力を
医療システムのためのコマンドに変換する。ジェスチャは、データ取得、操作および視認
を制御する直観的機構を提供する。いくつかの実施形態では、ジェスチャ認識は、入力装
置の変更なしに、アクティブ・ウィンドウを切り替えることなしに、および／または複雑
なメニュー構造をナビゲートすることなしに、オペレータがコマンドを選択することを可
能にする。さらに、いくつかの実施形態では、ジェスチャ認識は、不必要なステップを除
去し、ＧＵＩクラッタを低減する。良好な患者の結果および低減されたコストをもたらす
、効率化されたＧＵＩは、手続き時間を短縮する。
【０１３０】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント１２００は、さらに、医療システムの他のコ
ンポーネントと通信するための、ジェスチャ認識エンジン１２０４、ジェスチャ・データ
ベース１２０６およびモジュール・インタフェース１２０８のうちの１つまたは複数を含
んでもよいジェスチャ認識モジュール１２０２を含む。ユーザ・インタフェース・コンポ
ーネント１２００は、コントローラ１２１０またはオペレータ・インタフェースも含む。
コントローラ１２１０は、ユーザ入力装置１２１２および１つまたは複数のユーザ・ディ
スプレイ装置１２１４を含む。ユーザ入力装置１２１２は、図３に関して説明されたユー
ザ入力装置３１４と実質的に同様であってもよい。その点で、適切なユーザ入力装置１２
１２の実施例としては、キーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・
ペン、タッチベースのインタフェース、ジェスチャベースのインタフェース、言葉および
音声認識インタフェース、適応インタフェース、カメラ、動きセンシング・インタフェー
スおよび当業者が知っている他のユーザ入力装置が挙げられるが、それらに決して限定さ
れない。
【０１３１】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント１２００の一部は、非一時的コンピュータ可
読記憶媒体に記憶されたプロセッサ実行可能ソフトウェアとして、および／または専用マ
イクロプロセッサ、ＦＰＧＡ、マイクロコントローラ、グラフィックス・プロセッシング
・ユニットおよびＤＳＰなどのハードウェア・コンポーネントとして、全部または一部が
、実施されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポーネン
ト１２００の一部は、図１および２を参照して説明されたマルチモダリティ処理システム
１００のコンポーネントに組み込まれる。たとえば、そのようないくつかの実施形態では
、コントローラ１２１０は、図１を参照して説明されたベッドサイド・コントローラ１１
８、メイン・コントローラ１２０、ブーム・ディスプレイ１２２および／またはネットワ
ーク・コンソール１３０のコンポーネントである。さらなる実施例としては、いくつかの
そのような実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１２０２は、図２を参照して説明さ
れたメイン・コントローラ１２０のＵＩフレームワーク・サービス２４０、ベッドサイド
・コントローラ１１８のＵＩフレームワーク・サービス２４２、および／またはＩＶＵＳ
　ＵＩ拡張部２４６またはＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４８などのＵＩ拡張部に組み込まれる
。他の実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１２０２は、マルチモダリティ処理シス
テム１００の別個のおよび異なるコンポーネントである。
【０１３２】
　ジェスチャ認識モジュール１２０２は、ジェスチャ・データベース１２０６から取り出
されたルールに基づきユーザ入力を解釈して、ユーザ入力をコマンドに翻訳する。このよ
うに、モジュール１２０２は、コマンドを発行するようにオペレータがジェスチャベース
の入力を用いることを可能にする。有効なジェスチャは、身体のジェスチャおよび口頭の
コマンドを含む。身体のジェスチャは、入力装置を移動させることまたはキー押下を実行
することなどの入力装置を操作することを含んでもよく、または含まなくてもよい。ジェ
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スチャはまた、当業者が知っている他のインタフェース方法を含んでもよい。参考のため
に、ジェスチャは、キーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・ペン
、タッチベースのインタフェース、言葉および音声認識インタフェース、適応インタフェ
ース、カメラ、動きセンシング・インタフェースおよび当業者が知っている他のユーザ入
力装置を含む任意の適切なユーザ入力装置により捕捉されてもよい。
【０１３３】
　ジェスチャ認識モジュール１２０２は、１つまたは複数のユーザ入力装置１２１２から
ユーザ入力シーケンスを受信する。ユーザ入力シーケンスは、ボタン押下、キー押下、動
き、キャプチャされた音声、キャプチャされた映像および当業者が知っている他の入力デ
ータなどの、入力装置１２１２により収集されたデータを表す離散要素に分割されてもよ
い。ユーザ入力シーケンスは、デバイス識別子、デバイス状態、デバイスポーリングおよ
びデリミタを含むデータをフォーマットすることを含んでもよい。いくつかの実施形態で
は、ユーザ入力シーケンスは、複数の入力装置から収集された複数の種類のデータを組み
合わせる。そのような実施形態では、シーケンスは、キーボードおよびマウスからのデー
タを含む。他のそのような実施形態では、シーケンスは、ペンベースの入力および仮想キ
ーパッドからのデータを含む。例示としてのシーケンスは、マウス・ボタン上げイベント
が後続する、位置データが後続するマウス・ボタン下げイベントを含む。さらなる例示と
しての入力シーケンスは、タッチ開始イベント、タッチ移動イベントおよびタッチ終了イ
ベントを含む。
【０１３４】
　モジュール１２０２のジェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力シーケンスと比
較するように、アクティブ・コマンドのリストを構築する。いくつかの実施形態では、モ
ジュール１２０２は、マルチモダリティ処理システムの動作の状態またはモードに対応す
るシステム状態指示子を受信する。この状態指示子はモダリティを示してもよい。その点
で、例示としてのシステム状態指示子は、現在のデータが、ＩＶＵＳ、ＦＬ－ＩＶＵＳ、
ＦＦＲ特定法、冠血流予備量能（ＣＦＲ）特定法、光干渉断層法（ＯＣＴ）、経食道心エ
コー検査、圧力、流れおよび／または他の適切なモダリティのうち１つまたは複数に対応
することを示す。状態指示子はまた、医療データが収集またはレビューされているかどう
かのハードウェア・コンポーネントの状態、ソフトウェア・コンポーネントを実行するリ
スト、ソフトウェア・コンポーネントの状態、ソフトウェア・コンポーネントのモードお
よび／またはシステムの任意の他の適切な特性を示してもよい。
【０１３５】
　状態指示子に基づいて、ジェスチャ認識エンジン１２０４はアクティブ・コマンドを決
定し、このコマンドはシステムの現在の状態でサポートされている。アクティブ・コマン
ドのリストの構築において、エンジン１２０４は、システム状態指示子に基づいて、ジェ
スチャ・データベース１２０６に問い合わせてもよい。ジェスチャ・データベース１２０
６の記録は、コマンド名、コマンド・フォーマット、相間システム状態、コマンドを受信
するコンポーネント、関連ジェスチャの特徴の特定、および他の適切な情報のうちの１つ
または複数を含んでもよい。いくつかの実施形態では、アクティブ・コマンドのリストは
、現在の医療データのセットに対応する１つまたは複数のモダリティに依存する。たとえ
ば、特定のコマンドは、前方視ＩＶＵＳ画像（ＦＬ－ＩＶＵＳ）のためのデータの収集お
よび／またはレビューの間、アクティブであってもよい一方、他のコマンドは、ＯＣＴデ
ータの収集および／またはレビューの間、アクティブであってもよい。さらに、いくつか
の実施形態では、アクティブ・コマンドのサブセットは、複数のモビリティに共通である
。たとえば、画像を操作することに関連するいくつかのコマンドは、異なる撮像モダリテ
ィにわたって統一的であってもよい。複数のモダリティにわたって統一性を有することは
、インタフェースの簡略化の助けとなり、また、学習曲線およびオペレータの負担を低減
する。
【０１３６】
　このリストが構築されるとき、ジェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力シーケ
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ンスの１つまたは複数の要素をアクティブ・コマンドのリストに適合させる。要素は、ア
クティブ・コマンドの特徴の特定に基づいて適合されてもよい。適合が認められる場合、
そのシーケンスは、対応するコマンドまたは一連のコマンドに翻訳され、適切なコンポー
ネントにより用いられるモジュール・インタフェース１２０８で表示される。関連コマン
ドの特定に追加して、その翻訳は、ユーザ入力シーケンスの１つまたは複数の要素をコマ
ンドのパラメータに変換することを含んでもよい。たとえば、ユーザ入力シーケンスから
得られた座標のセットは、コマンドのパラメータとして渡されてもよい。これらの座標は
、続いて、図７に関して説明された測定ズーム・モジュール７０２、ＵＩフレームワーク
・サービス２４０、システムＵＩ拡張部２４４、ＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４６およびモダ
リティＵＩ拡張部２５０を含むモダリティ拡張、ならびに／またははシステム１００の他
の適切なコンポーネントなどのシステムのコンポーネントにより用いられてもよい。
【０１３７】
　非限定的な実施例として、１つのジェスチャベースのコマンド、すなわち、ポーク（ｐ
ｏｋｅ）・コマンドが単一の点を選択するように意図され、無意識の動作のための閾値未
満の移動距離が後続する選択イベントにより特徴付けられる。例示としてのポーク・コマ
ンドは、パラメータとしてのジェスチャ入力シーケンスから導き出された座標のセットを
渡す。他の例示としてのコマンド、すなわち、直径測定コマンドが、意図的でない動作の
ための閾値より大きい移動距離が後続する選択イベントにより特徴付けられ、ここで、そ
の移動は、直線的経路の閾値の許容範囲内にある。例示としての直径測定コマンドは、パ
ラメータとしてのジェスチャ入力シーケンスから導き出された開始座標および終了座標を
渡す。他の例示としてのコマンド、すなわち、面積測定コマンドは、無意識の動作のため
の閾値より大きい移動距離が後続する選択イベントにより特徴付けられ、ここで、その移
動は直線的経路の閾値の許容範囲を超える。例示としての面積測定コマンドは、パラメー
タとしてのジェスチャ入力シーケンスにより追従された経路を近似する幾何学的形状を渡
す。
【０１３８】
　翻訳が終了したとき、ジェスチャ認識エンジン１２０４は、適切なコンポーネントによ
り用いられるモジュール・インタフェース１２０８で翻訳コマンドを提示する。いくつか
の実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１２０２は、モジュール・インタフェース１
２０８でコマンドを提示する前の確認のためのコントローラ１２１０を介して、オペレー
タに翻訳されたコマンドを表示する。オペレータがそのコマンドを確認した場合、コマン
ドは、システム１００で用いるために、モジュール・インタフェース１２０８で表示され
てもよい。オペレータが翻訳されたコマンドに満足しない場合、ジェスチャ認識モジュー
ル１２０２は、オペレータの要求でコマンドをキャンセルおよび／または変更してよい。
いくつかの実施形態では、オペレータは、さらなるジェスチャおよび入力によりコマンド
の要素を変更し得る。そのようないくつかの実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１
２０２は、位置または経路を調節するようオペレータがドラッグまたは操作し得る参照点
をオペレータに提示する。他のそのような実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１２
０２は、現在のコマンドに対して示唆される変更点をオペレータに提示する。その示唆は
、システムデフォルト、ユーザ嗜好および／または他の基準に基づいてもよい。他のその
ような実施形態では、ジェスチャ認識モジュール１２０２は、オペレータが選択する代替
のコマンドのリストをオペレータに提示する。「ＭＥＤＩＣＡＬ　ＳＥＮＳＩＮＧ　ＣＯ
ＮＴＲＯＬ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ」という名称の米国特許仮出願番号第
６１／５６０，６７７号明細書はまた、ジェスチャおよびジェスチャ翻訳について開示し
ていて、全体として参照することにより本明細書に援用する。
【０１３９】
　例示としての実施形態が、図１３乃至１７を参照して記載されている。図１３は、マル
チモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるジェスチャベースのユーザ
入力シーケンスを表示する、例示としてのユーザ・インタフェース１３００の図である。
図１４は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるジェスチャ
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ベースのユーザ入力シーケンスを表示する、例示としてのユーザ・インタフェース１４０
０の図である。図１５は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態に
よる翻訳された命令を表示する、例示としてのユーザ・インタフェース１５００の図であ
る。図１６は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるジェス
チャベースのユーザ入力シーケンスを表示する、例示としてのユーザ・インタフェース１
６００の図である。図１７は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形
態による翻訳された命令を表示する、例示としてのユーザ・インタフェース１７００の図
である。
【０１４０】
　図１３をより詳細に参照するに、図示されている実施形態では、医療データのセットが
、第１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３０４に表
示される。ジェスチャ認識モジュール１２０２は、医療データのセットおよび操作モード
に対応するモダリティを特定する状態指示子を受信する。モジュール１２０２のジェスチ
ャ認識エンジン１２０４は、続いて、状態指示子に基づいてジェスチャ・データベース１
２０６に問い合わせて、アクティブ・コマンドを受信する。このアクティブ・コマンドは
、関連するジェスチャを認識するように用いられる特徴を特定するとともに、リストに追
加される。
【０１４１】
　いくつかの実施例では、ジェスチャ認識エンジン１２０４は、タッチ開始イベントを含
むユーザ入力シーケンスを受信する。図示されている実施形態では、マーカ１３１０が、
タッチ開始イベントに基づいて表示される。ユーザ入力シーケンスは、位置データおよび
タッチ終了イベントを含む（マーカ１３１２で表示されている）。マーカ１３１０および
１３１２は、図１３の第１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディス
プレイ１３０４を含む任意の１つまたは複数の適切なユーザ・ディスプレイ装置に表示さ
れてもよい。ジェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力シーケンスをアクティブ・
コマンドの特徴の特定に基づくジェスチャに適合させる。図１３の実施例では、ポーク・
コマンドは、動作が小さいまたは無意識であるように見える場合に、単一の点を選択する
ように意図され、入力装置の動きを無視する。閾値は、無意識の動作に対して確立されて
もよい。したがって、ポーク・コマンドの特徴の特定は、タッチ終了イベントが後続する
長さの閾値未満の移動距離が後続するタッチ開始イベントを含む。図示された実施形態で
は、ユーザ入力シーケンスは、ポーク・コマンドとして解釈される。
【０１４２】
　翻訳の一部として、ジェスチャ認識エンジン１２０４は、ポーク・コマンドのパラメー
タとして渡す座標のセットを決定する。種々の実施例では、これらの座標は、タッチ開始
イベントの座標、タッチ終了イベントの座標、またはタッチ開始イベントの座標とタッチ
終了イベントの座標との間の中間点に基づく。いくつかの実施形態では、これらの座標は
、システム１００により決定された位置により調整され、またはその位置にスナップされ
てもよい。たとえば、システム１００が境界検出をサポートする実施形態では、ユーザが
指定した位置は、近傍の境界およびそれに伴って決定された座標にスナップされてもよい
。医療用撮像コンテキストにおける境界検出については、「ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＰＬＡＱ
ＵＥ　ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＺＡＴＩＯＮ」という名称で２００１年３月１３日に発行さ
れた米国特許第６，２００，２６８号明細書、「ＩＮＴＲＡＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＵＬＴＲ
ＡＳＯＮＩＣ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ　ＵＳＩＮＧ　ＡＣＴＩＶＥ　ＣＯＮＴＯＵＲ　ＭＥＴ
ＨＯＤ　ＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ」という名称で２００２年４月３０日に発行された米国特
許第６，３８１，３５０号明細書、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　ＣＨ
ＡＲＡＣＴＥＲＩＺＩＮＧ　ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＴＩＳＳＵＥ」という名称で２００６年
７月１１日に発行された米国特許第７，０７４，１８８号明細書、「ＮＯＮ－ＩＮＶＡＳ
ＩＶＥ　ＴＩＳＳＵＥ　ＣＨＡＲＡＣＴＥＲＩＺＡＴＩＯＮ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　Ｍ
ＥＴＨＯＤ」という名称で２００７年２月１３日に発行された米国特許第７，１７５，５
９７号明細書、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＶＡＳＣＵＬＡＲ　Ｂ
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ＯＲＤＥＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ」という名称で２００７年５月８日に発行された米国特
許第７，２１５，８０２号明細書、「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　Ｉ
ＤＥＮＴＩＦＹＩＮＧ　Ａ　ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＢＯＲＤＥＲ」という名称で２００８年
４月１５日に発行された米国特許第７，３５９，５５４号明細書および「ＳＹＳＴＥＭ　
ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＢＯＲＤＥＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ
」という名称で２００８年１２月９日に発行された米国特許第７，４６３，７５９号明細
書に開示されていて、それらの教示は全体として参照することにより本明細書に援用され
る。
【０１４３】
　翻訳された“ポーク”コマンドは、図７に関して説明された測定ズーム・モジュール７
０２、ＵＩフレームワーク・サービス２４０、システムＵＩ拡張部２４４、ＩＶＵＳ　Ｕ
Ｉ拡張部２４６およびモダリティＵＩ拡張部２５０を含むモダリティ拡張部、ならびに／
もしくはシステム１００の他の適切なコンポーネントなどのシステムのコンポーネントに
より用いられるモジュール・インタフェース１２０８で提供される。
【０１４４】
　図１４を参照するに、図示された実施形態では、ジェスチャ認識エンジンは、第１のユ
ーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３０４に医療データの
セットを表示した後、異なるユーザ入力シーケンスを受信する。例示としてのユーザ入力
シーケンスは、タッチ開始イベント（マーカ１４１０で示されている）、位置データ（ト
レース１４１２で示されている）およびタッチ終了イベント（マーカ１４１４で示されて
いる）を含む。マーカ１４１０および１４１４ならびにトレース１４１２は、図１４の第
１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３０４を含む任
意の１つまたは複数の適切なユーザ・ディスプレイ装置１２１４に表示されてもよい。ジ
ェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力シーケンスをアクティブ・コマンドの特徴
の特定に基づくジェスチャに適合させる。図１４の実施例では、直径測定コマンドは、２
つの指定された点間の直線における距離を測定するように意図されている。したがって、
コマンドの特徴の特定は、直線的経路の閾値の許容範囲内の、無意識の移動および移動経
路についての閾値より大きい移動距離を含む。図示された実施形態では、ユーザ入力シー
ケンスは、直径測定コマンドとして解釈される。
【０１４５】
　ジェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力に基づく座標端点の決定などのさらな
る翻訳を実行してもよい。種々の実施例では、座標端点は、タッチ開始イベントの座標お
よび／またはタッチ終了イベントの座標に基づく。いくつかの実施形態では、座標端点は
、システム１００により決定された領域により調整されてもよく、またはその領域にスナ
ップされてもよい。たとえば、システム１００が境界検出をサポートする実施形態では、
ユーザが特定した位置は、近傍境界およびそれに伴って決定された座標にスナップされて
もよい。ジェスチャ認識エンジン１２０４はまた、直径測定に影響する異常を補正または
算定してもよい。
【０１４６】
　図１５を参照するに、図示された実施形態では、図１４を参照して説明した翻訳された
直径測定コマンドが、第１のディスプレイ装置１３０２および第２のディスプレイ装置１
３０４を含む１つまたは複数のユーザ・ディスプレイ装置１２１４のうちの１つまたは複
数に表示される。このことは、オペレータに翻訳を検証する機会を与える。図示された実
施形態では、第１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１
３０４は、コマンドの開始点を示すマーカ１５１０、コマンドの終了点を示すマーカ１５
１４およびコマンドの直線的経路を示すトレース１５１２を用いる。オペレータは、ユー
ザ入力装置１２１２を介して翻訳されたコマンドを確認し得る。このコマンドがオペレー
タにより確認される場合、このコマンドは、図７に関して説明された測定ズーム・モジュ
ール７０２、ＵＩフレームワーク・サービス２４０、システムＵＩ拡張部２４４、ＩＶＵ
Ｓ　ＵＩ拡張部２４６およびモダリティＵＩ拡張部２５０を含むモダリティ拡張部、なら
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びに／または、システム１００の他の適切なコンポーネントなどのシステムのそれぞれの
コンポーネントにより用いられるモジュール・インタフェース１２０８で提供される。オ
ペレータが翻訳されたコマンドに満足しない場合、ジェスチャ認識モジュール１２０２は
、オペレータの要求でコマンドをキャンセルおよび／または変更してもよい。たとえば、
ジェスチャ認識モジュール１２０２は、オペレータが端点をドラッグすることを可能にし
てもよく、オペレータが操作し得る他の参照点をオペレータに提示してもよく、現在のコ
マンドに対して示唆された変更をオペレータに提示してもよく、および／または、オペレ
ータが選択する代替のコマンドのリストを提示してもよい。
【０１４７】
　ここで、図１６を参照するに、図示された実施形態では、ジェスチャ認識エンジンは、
第１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３０４に表示
された医療データのセットに基づいて、他のユーザ入力シーケンスを受信する。例示とし
てのユーザ入力シーケンスは、タッチ開始イベント（マーカ１６１０で示されている）、
位置データ（トレース１６１２で示されている）およびタッチ終了イベント（マーカ１６
１４で示されいる）を含む。マーカ１６１０および１６１４ならびにトレース１６１２は
、図１６の第１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３
０４を含む任意の１つまたは複数の適切なユーザ・ディスプレイ装置１２１４に表示され
てもよい。ジェスチャ認識エンジン１２０４は、ユーザ入力シーケンスをアクティブ・コ
マンドの特徴の特定に基づきジェスチャに適合させる。図１６の実施例では、面積測定コ
マンドは、指定された境界内の面積を決定するように意図されている。したがって、コマ
ンドの特徴の特定は、直線的経路の閾値の許容範囲を超える、無意識の移動および移動経
路についての閾値より大きい移動距離を含む。図示された実施形態では、ユーザ入力シー
ケンスは、面積測定コマンドとして解釈される。
【０１４８】
　翻訳の一部として、ジェスチャ認識エンジンは、そのコマンドのための座標端点の決定
などのさらなる解釈を実行してもよい。種々の実施例では、座標端点は、タッチ開始イベ
ントの座標および／またはタッチ終了イベントの座標に基づく。ジェスチャ認識エンジン
１２０４はまた、対応するコマンドのために、円形、卵形、スプラインまたは多角形経路
などの滑らかな幾何学的経路を決定してもよい。幾何学的経路の位置、形状および性質は
、システム１００により検出および認識された位置および構造の一部で決定されてもよい
。例示としての実施形態では、円で表される幾何学的経路は、システム１００で決定され
た境界点を通るように大きさ変更および移動される。さらなる例示としての実施形態では
、卵形の幾何学的経路が、システムにより決定された１つまたは複数の境界点のより近傍
を通るように、円形の幾何学的経路と置き換えられる。他の例示としての実施形態では、
スプラインのブレーク・ポイントは、システムにより決定された境界点にスナップするよ
うに調整される。
【０１４９】
　図１７を参照するに、図示された実施形態では、図１６を参照して説明された、翻訳さ
れた面積測定コマンドは、翻訳を検証する機会を与える、１つまたは複数のユーザ・ディ
スプレイ装置１２１４のうち１つまたは複数に表示される。図示された実施形態では、第
１のユーザ・ディスプレイ１３０２および第２のユーザ・ディスプレイ１３０４は、その
コマンドの滑らかな幾何学的経路を示すトレース１７１２を用いる。オペレータは、ユー
ザ入力装置１２１２を介して翻訳されたコマンドを確認し得る。このコマンドがオペレー
タにより確認される場合、このコマンドは、図７に関して説明された測定ズーム・モジュ
ール７０２、ＵＩフレームワーク・サービス２４０、システムＵＩ拡張部２４４、ＩＶＵ
Ｓ　ＵＩ拡張部２４６およびモダリティＵＩ拡張部２５０を含むモダリティ拡張部、なら
びに／またはシステム１００の他の適切なコンポーネントなどのシステムのそれぞれのコ
ンポーネントにより用いられるモジュール・インタフェース１２０８で提供される。オペ
レータが翻訳されたコマンドに満足しない場合、ジェスチャ認識モジュール１２０２は、
オペレータの要求でコマンドをキャンセルおよび／または変更してもよい。たとえば、ジ
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ェスチャ認識モジュール１２０２は、オペレータが端点または中間点を調整するようにド
ラッグまたは操作し得る参照点をオペレータに提示してもよく、現在のコマンドに対して
示唆された変更をオペレータに提示してもよく、および／または、オペレータが選択する
代替のコマンドのリストを提示してもよい。
【０１５０】
　図１８は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム１００内
のジェスチャ認識方法１８００のフロー図である。方法１８００のステップ前、中および
後に追加のステップが提供され得、示されているステップのいくつかは、この方法の他の
実施形態では置き換えられ得るまたは取り除かれ得ることが理解される。
【０１５１】
　ブロック１８０２では、状態指示子が、図１２のジェスチャ認識モジュール１２０２な
どのシステム１００のコンポーネントにより受信される。この状態指示子はモダリティを
示してもよい。その点で、例示としてのシステム状態指示子は、現在のデータが、ＩＶＵ
Ｓ、ＦＬ－ＩＶＵＳ、ＦＦＲ特定、冠血流予備量比（ＣＦＲ）特定、光干渉断層撮影（Ｏ
ＣＴ）、心腔内心エコー、圧力、流れおよび／または他の適切なモダリティのうちの１つ
または複数と対応することを示す。状態指示子はまた、医療データが収集されるかレビュ
ーされるかのハードウェア・コンポーネントの状態、ソフトウェア・コンポーネントを実
行するリスト、ソフトウェア・コンポーネントの状態、ソフトウェア・コンポーネントの
モード、および／または、システムの任意の他の適切な特定を示してもよい。
【０１５２】
　ブロック１８０４では、アクティブ・コマンドのリストが構築される。いくつかの実施
形態では、アクティブ・コマンドのリストは状態指示子に基づく。たとえば、このリスト
は、モダリティに基づいてもよく、複数のモダリティを適用するアクティブ・コマンドの
サブセットを含んでもよい。いくつかの実施形態では、このリストの構築は、状態指示子
を用いて、電子データベース、すなわち、ジェスチャ・データベース１２０６に問い合わ
せることを含む。ジェスチャ・データベース１２０６の記録は、コマンド名、コマンド・
フォーマット、相間システム状態、コマンドを受信するコンポーネント、関連するジェス
チャの特徴の特定、および他の適切な情報のうちの１つまたは複数を含んでもよい。
【０１５３】
　ブロック１８０６では、ユーザ入力シーケンスが受信される。このシーケンスは、キー
ボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・ペン、タッチベースのインタ
フェース、言葉および音声認識インタフェース、適応インタフェース、カメラ、動きセン
シング・インタフェースおよび当業者が知っている他のユーザ入力装置を含む適切なユー
ザ入力装置から受信されてもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ入力シーケンスは、
複数の入力装置、たとえば、キーボードおよびマウスからの複数のシーケンスを結合させ
る。このシーケンスは、当業者が知っている任意の適切な形態をとってもよい。例示とし
ての実施形態では、このシーケンスの要素は、デバイス状態、イベント、操作データなど
の位置データ、音声サンプル、デリミタ（区切り文字）および／または他のシーケンス要
素を表す。
【０１５４】
　ブロック１８０８では、ユーザ入力シーケンスは、サポートされたコマンド・リストか
らのコマンドと相関させられる。このことは、ユーザ入力シーケンスの１つまたは複数の
シーケンス要素をアクティブ・コマンドの特徴的な基準と比較することを含んでもよい。
それはまた、対応するコマンドのパラメータに１つまたは複数のシーケンス要素をマッピ
ングすることを含んでもよい。ブロック１８１０では、ユーザ入力シーケンスにマッピン
グされたコマンドが生成される。このことは、ユーザ入力シーケンスに基づいて、このコ
マンドの１つまたは複数のパラメータの値を生成することを含んでもよい。
【０１５５】
　ブロック１８１２では、コマンドが、オペレータによる確認のためにユーザ・ディスプ
レイ装置に表示される。このことは、ユーザ入力装置１２１２を介して確認応答を受信す
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ることを含んでもよい。オペレータが翻訳されたコマンドに満足しない場合、ブロック１
８１４では、コマンドは、オペレータの要求でキャンセルおよび／または変更されてもよ
い。いくつかの実施形態では、このことは、コマンドに対する変更のためのオプションを
提示すること、および／または、適用する変更を指定するさらなるユーザ入力を受信する
ことを含む。いくつかのそのような実施形態では、オペレータが位置または経路を調整す
るようにドラッグまたは操作し得る参照点が提示される。他のそのような実施形態では、
現在のコマンドに対して示唆された修正が提示されて、選択が受信される。この示唆は、
システム・デフォルト、ユーザ嗜好および／または他の基準に基づいてもよい。他のその
ような実施形態では、代替のコマンドのリストが提示され、選択が受信される。オペレー
タがこのコマンドを確認するとき、ブロック１８１６では、このコマンドは、システムの
適切なコンポーネントによる使用のために、モジュール・インタフェース１２０８に提示
される。
【０１５６】
　図１９は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態による医療デー
タのセットをナビゲートするためのユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００を
含む、図１および２の医療システムの一部の機能ブロック図である。ユーザ・インタフェ
ース・コンポーネント１９００は、医療データの参照セットの高レベルの表示を提示し、
その参照セットから、オペレータは、詳細表示において調査するサブセットを選択し得る
。詳細表示を生成するように、いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コン
ポーネント１９００は一軸ズームを実行し、データのサブセットは、第２の軸から独立し
ている第１の軸に沿って大きさ変更される。このことは、時間または距離のある範囲にわ
たって、またはデータ値が周期的である場合に、プロットされたデータを含む医療データ
・セットに対して特に有用である。そのようなデータにおいては、一の軸に沿ったピーク
・ツー・ピーク極値は、第２の軸のスケーリングが調整されるときに、実質的に変化しな
くてもよい。
【０１５７】
　一軸ズーム強調に適切なデータ・セットの一実施例は血流予備量比（ＦＦＲ）データで
ある。ＦＦＲは、虚血による病変を含む、血管内の狭窄の重篤度を評価するために現在受
け入れられている技術である。ＦＦＲは、近位血圧測定（狭窄の近位側でとられた）に対
する抹消血圧測定（狭窄の抹消（遠位）側でとられた）の比の計算値である。ＦＦＲは、
手術が必要となるほど血管内の血流を閉塞物が制限しているかどうかに関する判定を可能
にする病変の重篤度の指標を与える。健全な血管におけるＦＦＲの正常値は１．００であ
る一方、約０．８０未満の値は、一般に重篤であるとみなされて、手術を必要とする。Ｉ
ｎｓｔａｎｔＷａｖｅ－Ｆｒｅｅ　Ｒａｔｉｏ（商標）機能データ（ｉＦＲ（登録商標）
機能）（両者はＶｏｌｃａｎｏ　Ｃｏｒｐ．の商標である）などのさらなる測定、および
、充血剤なしで使用可能な圧力比の使用について開示している、「ＤＥＶＩＣＥＳ，ＳＹ
ＳＴＥＭＳ，ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＡＳＳＥＳＳＩＮＧ　Ａ　ＶＥＳＳＥＬ
」という名称である米国特許出願第１３／４６０，２９６号明細書に記載されている測定
も、そのような強調に対して適切である。ｉＦＲ（登録商標）およびＦＦＲデータ・セッ
トは、圧力測定値、圧力比および／またはある時間範囲にわたって測定された圧力差に対
応する値を含んでもよい。圧力軸または比軸から独立した時間軸のスケーリングをオペレ
ータが調整することを可能にすることにより、ユーザ・インタフェース・コンポーネント
１９００は、ユーザに対して選択されたサブセットのより有用な表示を提供し得る。
【０１５８】
　さらに、ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００は、高度なおよび／または
詳細なビューを用いて、データ選択、データ強調およびブックマーキングを含む複数のデ
ータ操作をオペレータが指定することを可能にする。その点で、ユーザ・インタフェース
・コンポーネント１９００は、図７に関して説明された測定ズーム・モジュール７０２、
図１２に関して説明されたジェスチャ認識モジュール１２０２、および／または本明細書
で開示されたシステム１００の他のコンポーネントの機能の一部または全部を組み込んで
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もよい。したがって、種々の実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポーネント１
９００は、ズーミング、輝度調整、不透明度調整、カラー・マスク調整、解像度増減、再
サンプリング、補間、ゲイン調整、ならびに距離、面積、体積および変化率の測定を含む
測定を含むデータのサブセットに関する様々なデータ強調を実行することができる。この
ように、ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００は、基礎をなすデータの性質
に応じた態様でデータ・セットをナビゲートおよび操作する改善されたインタフェースを
備える。
【０１５９】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００は、測定ナビゲータ・モジュール１
９０２を含み、この測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、さらに、ナビゲータ・エン
ジン１９０４、医療データのセットを受信する医療データ・インタフェース１９０６、お
よびトランザクション、ブックマークおよび注釈の電子データベース１９０８のうちの１
つまたは複数を含んでもよい。ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００は、コ
ントローラ１９１０またはオペレータ・インタフェースも含む。コントローラ１９１０は
、１つまたは複数のユーザ・ディスプレイ装置１９１４およびユーザ入力装置１９１２を
含んでもよい。ユーザ入力装置１９１２は、図３に関して説明されたユーザ入力装置３１
４と実質的に同様であってもよい。その点で、適切なユーザ入力装置１９１２の実施例は
、キーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、デジタル・ペン、タッチベースの
インタフェース、ジェスチャベースのインタフェース、言葉および音声認識インタフェー
ス、適応インタフェース、カメラ、動きセンシング・インタフェースおよび当業者が知っ
ている他のユーザ入力装置を含むが、それらに決して限定されない。
【０１６０】
　ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００の一部は、非一時的コンピュータ可
読記憶媒体に記憶されたプロセッサ実行可能ソフトウェアとして、および／または専用マ
イクロプロセッサ、ＦＰＧＡ、マイクロコントローラ、グラフィックス・プロセッシング
・ユニットおよびＤＳＰなどのハードウェア・コンポーネントとして実施されてもよい。
いくつかの実施形態では、ユーザ・インタフェース・コンポーネント１９００の一部は、
図１および２を参照して説明されたマルチモダリティ処理システム１００のコンポーネン
トに組み込まれる。たとえば、いくつかのそのような実施形態では、コントローラ１９１
０は、図１を参照して説明されたベッドサイド・コントローラ１１８、メイン・コントロ
ーラ１２０、ブーム・ディスプレイ１２２および／またはネットワーク・コンソール１３
０の内のコンポーネントである。さらなる実施例としては、いくつかのそのような実施形
態では、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、図２を参照して説明されたメイン・コ
ントローラ１２０のＵＩフレームワーク・サービス２４０、ベッドサイド・コントローラ
１１８のＵＩフレームワーク・サービス２４２、および／またはＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２
４６またはＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４８などのＵＩ拡張部に組み込まれる。他の実施形態
では、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、マルチモダリティ処理システム１００の
別個および個別のコンポーネントである。
【０１６１】
　測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、医療データ・インタフェース１９０６を介し
て医療データの参照セットを受信する。いくつかの実施形態では、医療データに対応する
識別子は、この医療データの受信自体に追加してまたはそれの代替として受信される。医
療データの識別子は、医療データの一部または全部を含んでもよく、および／または、シ
ステムのどこかに位置するまたはネットワークにおいて配信されたデータに対するポイン
タを含んでもよい。参照データ・セットはまた、オペレータが見るコントローラ１９１０
のディスプレイ装置（たとえば、ユーザ・ディスプレイ装置１９１４）に表示されてもよ
い。ディスプレイの制御およびデータ操作は、測定ナビゲータ・モジュール１９０２によ
って直接、および／または、測定ナビゲータ・モジュール１９０２とは別個のマルチモダ
リティ処理システム１００の他のコンポーネントによって、実行されてもよい。いくつか
の実施形態では、参照データは、タイムラインまたは距離に基づくプロットなどのグラフ
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として提示されるが、データを表示する他の形式が、二次元画像および三次元画像を含め
て検討される。
【０１６２】
　医療データの参照セットは任意の適切な医療データであってもよい。いくつかの実施形
態では、医療データは未処理の医療データを含み、モダリティ取得コンポーネント（たと
えば、血流予備量比取得コンポーネント、ｉＦＲ取得コンポーネント、圧力取得コンポー
ネント、流れ取得コンポーネント、図２のＩＶＵＳ取得コンポーネント２２０、前方視Ｉ
ＶＵＳ取得コンポーネント、ＦＦＲ取得コンポーネント、ＣＦＲ取得コンポーネント、Ｏ
ＣＴ取得コンポーネント、および／または経食道心エコー取得コンポーネント）により提
供されてもよい。いくつかの実施形態では、医療データは処理された医療データを含み、
ワークフロー・コンポーネント（たとえば、血流予備量比ワークフロー・コンポーネント
、ｉＦＲワークフロー・コンポーネント、圧力ワークフロー・コンポーネント、流れワー
クフロー・コンポーネント、ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント、前方視ＩＶＵＳワ
ークフロー・コンポーネント、ＦＦＲワークフロー・コンポーネント、ＣＦＲワークフロ
ー・コンポーネント、ＯＣＴワークフロー・コンポーネント、および／または経食道心エ
コー・ワークフロー・コンポーネント）により提供されてもよい。いくつかの実施形態で
は、医療データは複数のモダリティから収集されたデータを含み、マルチモダリティ・ワ
ークフロー・コンポーネントにより提供されてもよい。
【０１６３】
　測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、医療データの参照セットの一部を示すデータ
選択、強調選択、ブックマーク・コマンド、ズームインおよびズームアウトコマンドなら
びに他の適切なナビゲーション・コマンドなどの１つまたは複数のナビゲーション・コマ
ンドも受信する。ナビゲーション・コマンドおよび／または医療データの参照セットに基
づいて、ナビゲータ・エンジン１９０４は、強調する参照医療データのサブセットを決定
する。このサブセットは、参照セットの全て、または一部を含んでもよい。このサブセッ
トはまた、参照データ・セットに追加してまたは参照データ・セットに代えて代替のデー
タ・セットを含み得る。そのような実施形態では、サブセットに含まれるデータ・セット
は、異なるモダリティ、異なる時間の単一のモダリティ、異なる動作モードにおける単一
のモダリティ、ならびにモダリティおよび動作条件の他の組み合わせに対応してもよい。
いくつかの種類のデータ選択コマンドに関して、ナビゲーション・コマンドは、初期フォ
ーマットからデータ・フォーマットに変換されてもよい。たとえば、ナビゲーション・コ
マンドは、ユーザ・ディスプレイ装置１９１４の画素に対応する直交座標のセットを含ん
でもよい。したがって、一実施形態では、モジュール１９０２のナビゲータ・エンジン１
９０４は、画素座標をデータ値に変換する。このことは、スケール変換、座標変換、形状
翻訳および当業者が知っている他の適切な変換などの１つまたは複数の変換を含んでもよ
い。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、ナビゲーション・コマンドはオペレータ・コマンドであり、
ユーザ入力装置１９１２を介して受信される。そのような一実施形態では、ユーザ入力装
置１９１２および測定ナビゲータ・モジュール１９０２と通信するジェスチャ・インタフ
ェース（たとえば、図１２のジェスチャ認識モジュール１２０２）は、ユーザ入力装置１
９１２からジェスチャを受信し、このジェスチャをナビゲーション・コマンドに翻訳し、
このナビゲーション・コマンドを測定ナビゲータ・モジュール１９０２に提供する。さら
なるそのような実施形態では、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、ジェスチャ認識
モジュール１２０２の一部または全部を組み込む。ナビゲーション・コマンドはまた、モ
ダリティ・ワークフロー・コンポーネントなどの他のシステム・コンポーネントから受信
されてもよい。たとえば、例示としての実施形態では、測定ナビゲータ・モジュール１９
０２は、ＦＦＲワークフロー・コンポーネントから医療データの一部を示すデータ選択を
受信する。このデータ選択は、ピークのＦＦＲ値、閾値を超える値、および／またはセン
サ異常を示す値などのそのワークフロー・コンポーネントにより検出された対象の値をハ
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イライトし、表示し、および／またはその値に注目するように構成されてもよい。他の例
示としての実施形態では、測定ナビゲータ１９０２は、ＦＦＲワークフロー・コンポーネ
ントからブックマークを受信する。このブックマークは、ワークフロー・コンポーネント
により検出された対象の値を迅速に特定するための参照点を提供するように構成されても
よい。そのような挙動は、このシステムのコンポーネントが、オペレータに、注目されな
い可能性のある潜在的に重要なデータに注目させることを可能にする。
【０１６５】
　上述のように、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、実行する１つまたは複数の強
調機能を指定するナビゲータ・コマンドを受信してもよい。適切な強調の実施例は、ズー
ミング、輝度調整、不透明度調整、カラー・マスク調整、解像度増減、再サンプリング、
補間、ゲイン調整、ならびに距離、面積、体積および変化率の測定を含む測定を含む。強
調はまた、図３乃至６に関して説明されたラベル付けなどの、医療データの一部のラベル
付けまたは注釈付けを含んでもよい。他の適切な強調は一軸ズームを含む。二軸ズームと
異なり、ナビゲータ・エンジン１９０４は、圧力軸または速度軸などの第２の軸から独立
して、時間軸などの第１の軸に沿ってデータをサイズ変更し、再サンプリングし、または
強調してもよい。そのような一実施形態では、ＦＦＲ測定に対応する参照データ・セット
は、ある時間の範囲にわたって複数の圧力データ点を含む。オペレータは、一軸ズームを
実行するよう選択し、開始および終了時間境界と、それに伴う新しい範囲を指定する。こ
れに応じて、ナビゲータ・エンジン１９０４は、時間軸に沿って新しい範囲によって示さ
れるデータのサブセットをスケーリングするが、圧力軸に沿っては必ずしもそうではない
。それに代えて、例示としての実施形態では、圧力軸は、新しい範囲における最大および
最小圧力値に基づいてサイズ変更される。関連する実施形態では、ナビゲータ・エンジン
１９０４は、時間軸に沿ってデータのサブセットをスケーリングするが、参照セットのそ
れから圧力軸をスケール変更しない。実施形態のさらなるセットでは、測定ナビゲータ・
エンジン１９０４は、ｉＦＲ（登録商標）撮像データの一軸ズームを実行する。オペレー
タは、一軸ズームならびに開始および終了時間境界を選択する。ナビゲータ・エンジン１
９０４は、時間軸に沿った開始および終了時間境界により表されるサブセットをスケール
変更するが、種々の実施形態では、圧力軸を独立してスケール変更し、または、参照セッ
トに対して圧力軸をスケール変更しない。二軸操作に追加してまたはそれに代えて、一軸
操作をサポートすることにより、ナビゲータ・エンジン１９０４は、特定のモダリティに
対応する特定の種類のデータのより有用な表現を提供する。その点で、種々の実施形態で
は、一軸操作は、強調されたデータのより有用な表現を提示するように、ＦＦＲデータ、
ｉＦＲデータ、圧力データ、流れデータおよび／または他の適切なデータ・セットに関し
て実行される。
【０１６６】
　データ指定コマンドと同様に、なされる種類の強調を指定するコマンドはまた、ユーザ
入力装置１９１２からおよび／またはシステムの他のコンポーネントから受信されてもよ
い。指定された強調は、測定ナビゲータ・モジュール１９０２、ならびに／または、測定
ズーム・モジュール７０２、ＵＩフレームワーク・サービス２４０、システムＵＩ拡張部
２４４、ＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部２４６およびモダリティＵＩ拡張部２５０を含むモダリテ
ィ拡張部および／若しくはシステム１００の他の適切なコンポーネントなどのシステムの
他のコンポーネントにより実行されてもよいため、測定ナビゲータ・モジュール１９０２
は、強調選択コマンドを適切なシステム・コンポーネントに転送してもよい。たとえば、
いくつかの強調の実行では、ナビゲータ・エンジン１９０４は、サブセットを構成するよ
う複数のデータ・セットを直接的にまたは間接的に組み合わせてもよい。したがって、一
実施形態では、ナビゲータ・エンジン１９０４は、２つまたは３つ以上のモダリティによ
り収集されたデータ・セットを組み合わせるようＭＭＣＭコンポーネントに命令するコマ
ンドを提供する。関連する実施形態では、ナビゲータ・エンジン１９０４は、２つまたは
３つ以上のモダリティにより収集されたデータ・セットを受信して、エンジン１９０４内
で組み合わせる。同様に、いくつかの強調の実行では、ナビゲータ・エンジン１９０４は
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、応答性を改善するようデータ・セットを選択し、ならびに／または、記憶装置、ネット
ワーキングおよび／もしくは処理リソースにおける負荷を低減してもよい。そのような一
実施形態では、ナビゲータ・エンジン１９０４は、選択されたサブセットの外部のデータ
を選択する。
【０１６７】
　実行されるべき種類の強調が決定された場合、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は
、続いて、ナビゲーション・コマンドにより命令された医療データのサブセットに関する
強調を実行してもよい。その後、強調されたサブセットはユーザ・ディスプレイ装置に表
示されてもよい。いくつかの実施形態では、参照データおよび強調されたデータのサブセ
ットは、異なるユーザ・ディスプレイ装置（たとえば、第１のユーザ・ディスプレイ装置
および第２のユーザ・ディスプレイ装置のそれぞれ）に表示されてもよい。いくつかの実
施形態では、これらのディスプレイ装置は、異なる時点での単一の物理的ディスプレイ装
置に対応する。したがって、参照データ・セットは、第１の時点でモニタに表示されても
よく、強調されたデータは、後の時間にモニタに表示されてもよい。いくつかの実施形態
では、これらのディスプレイ装置は、単一のディスプレイ装置における単一の表示環境の
一部に対応する（ディスプレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”またはディスプレイ・
ワークスペースの領域などの表現を用いて）。いくつかの実施形態では、第１および第２
のディスプレイ装置は第１および第２の物理的ディスプレイ（たとえば、第１および第２
のモニタのそれぞれ）に対応する。異なるユーザ・ディスプレイ装置に参照データおよび
データの強調されたサブセットを表示することは、ユーザ入力がタッチスクリーン用途な
どの表示の一部を不明瞭にしてもよい用途で特に有用であってもよい。いくつかの実施形
態では、測定ナビゲータ・モジュール１９０２は、ナビゲーション・コマンドに基づいて
参照データ・セットの表示を更新する。このことは、ラベル、ブックマーク、選択された
サブセットの境界および他の対象点を示すアイコンを追加することを含んでもよい。表示
はまた、選択されたサブセットの範囲内または外部のデータを示すシェーディングを含む
更新であってもよい。上述のように、参照データおよび強調されたサブセットに対応する
表示信号の生成は、測定ナビゲータ・モジュール１９０２により直接、および／または、
測定ナビゲータ・モジュール１９０２から離れたマルチモダリティ処理システム１００の
他のコンポーネントにより、実行されてもよい。
【０１６８】
　測定ナビゲータ・モジュール１９０２はまた、トランザクション記録を記憶するインタ
フェースを備えてもよい。トランザクション記録は、領域識別子、強調選択、データ・セ
ット識別子、参照データ・セットの一部、強調されたサブセットの一部、変更された処理
パラメータ、および／またはトランザクションの他の適切な要素を含んでもよい。トラン
ザクション記録は、図２に関連して説明されたデータベース管理コンポーネント２１６な
どのシステムのコンポーネントによる送信および／または記憶のために、トランザクショ
ン記録データベース１９０８内に記憶され、または提供されてもよい。いくつかの実施形
態では、トランザクション記録は、データ・セット、領域、強調または他のパラメータの
記述を含む強調動作の態様を記録するブックマークを含む。このブックマークは、取り出
されて、以前の状態を回復させ、以前のデータ・セット、領域選択、強調および／または
パラメータを後続のデータ・セットに適用するように用いられ得る。このブックマークは
、図３乃至６に関連して上述されているように、索引付けのためのラベルとしての役割を
果たしてもよく、またはそのようなラベルを含んでもよい。
【０１６９】
　図２０は、マルチモダリティ処理システム１００のいくつかの実施形態によるデータ・
ナビゲーションおよび強調のための例示としてのユーザ・インタフェース２０００の図で
ある。このユーザ・インタフェース２０００は、単一のユーザ・ディスプレイまたは複数
のディスプレイに提示されてもよい。ユーザ・インタフェース２０００は、マルチモダリ
ティ処理システムにより、具体的には、このシステムの測定ナビゲータ・モジュール１９
０２により提示された情報を表示する有効な一構成を示す。当業者は、代替の構成が検討



(50) JP 6235610 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

されて提供されることを認識するであろう。
【０１７０】
　インタフェース２０００は、異なるディスプレイ装置、異なる時点での単一の物理的デ
ィスプレイ装置、単一のディスプレイ装置における単一の表示環境の異なる部分（ディス
プレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”またはディスプレイ・ワークスペースの領域な
どの表現を用いて）、ならびに／または異なる物理的ディスプレイ（すなわち、異なるモ
ニタ）に対応してもよい第１のデータ表示ウィンドウ２００２および第２のデータ表示ウ
ィンドウ２００４を含んでもよい。図示した実施形態では、第１のデータ表示ウィンドウ
２００２は、デスクトップの第１のウィンドウに参照データ・セットを提示し、第２のデ
ータ表示ウィンドウ２００４は、デスクトップの第２のウィンドウに参照データ・セット
の強調されたサブセットを提示する。図示した実施形態では、強調されたサブセットは一
軸ズーム手続きを行った。換言すれば、強調されたサブセットは、第２の軸（圧力軸）か
ら独立した第１の軸（時間軸）に沿ってスケール変更された。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、第１のデータ表示ウィンドウ２００２および第２のデータ表
示ウィンドウ２００４のうち１つ又は複数は、ブックマーク・アイコン２００６、サブセ
ット境界アイコン２００８および２０１０ならびに他の注釈を含む。境界アイコン２００
８および２０１０は、軸（図示した実施形態においては、時間軸）に沿ってサブセットの
外側の境界にマーク付けしてもよい。いくつかの実施形態では、サブセットは、サブセッ
トの内部または外部の領域をシェーディングすることにより特定される。
【０１７２】
　インタフェース２０００はまた、データの参照セットおよび／または強調されたサブセ
ットからの値などの医療データを表示する１つまたは複数の補助表示領域２０１２を含ん
でもよい。いくつかの実施形態では、インタフェース２０００はツールバー２０１４を含
む。そのような種々の実施形態では、ツールバー２０１４は、マルチモダリティ処理シス
テムのためのコマンドを選択するように用いられる。例示としてのコマンドは、強調する
サブセットの選択、実行する強調の選択、ならびにデータ記憶およびロード・コマンドを
含む。このインタフェースはまた、マルチモダリティ処理システムに送信するコマンドを
迅速に選択するための複数のコマンド要素２０１６を含んでもよい。ツールバーから選択
されてもよい任意のコマンドは、コマンド要素２０１６を用いる選択に適切である。その
点で、例示としての実施形態では、インタフェース２０００は、サブセットの境界を調整
し、ブックマーク、ラベル・データ値、ならびに参照セットおよび／またはサブセットの
ズームインまたはズームアウトを設定して回復するように構成されたコマンド要素２０１
６を含む。
【０１７３】
　図２１は、本開示のいくつかの実施形態によるマルチモダリティ処理システム内で医療
データのセットをナビゲートおよび強調する方法２１００のフロー図である。方法２１０
０のステップの前、中および後に追加のステップが提供され得、示されているステップの
いくつかは、この方法の他の実施形態では置き換えられ得るまたは取り除かれ得ることが
理解される。
【０１７４】
　ブロック２１０２では、医療データの参照セットがマルチモダリティ処理システム１０
０により受信される。医療データの参照セットは任意の適切な医療データであってもよい
。たとえば、医療データは、モダリティ取得コンポーネントにより提供された未処理の医
療データ、ワークフロー・コンポーネントにより提供された処理済みの医療データ、およ
び／または複数のモダリティに対応しかつマルチモダリティ・コンポーネントにより提供
された集合データを含んでもよい。いくつかの実施形態では、医療データに対応する識別
子は、医療データ自体を受信することに追加してまたはそれに代えて受信される。医療デ
ータの識別子は、医療データの一部または全部を含んでもよく、および／または、システ
ムのどこかに位置するまたはネットワークにおいて配信されたデータに対するポインタを
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含んでもよい。ブロック２００４では、医療データの参照セットがディスプレイ装置に表
示されてもよい。
【０１７５】
　ブロック２１０６では、ナビゲーション・コマンドが受信される。ナビゲーション・コ
マンドは、強調するサブセットを規定してもよく、実行する強調を選択してもよく、ブッ
クマークを設定して回復させてもよく、ラベルを付与してもよく、および他の適切なナビ
ゲーション・タスクを実行してもよい。いくつかの例示としての実施形態では、測定ナビ
ゲータ・モジュール１９０２に組み込まれて、および／または、それと通信するジェスチ
ャ認識モジュール（たとえば、図１２のジェスチャ認識モジュール１２０２）は、ユーザ
入力装置１９１２からタッチベースの入力シーケンスを受信する。例示としてのタッチベ
ースの入力シーケンスは、第１の位置での第１のタッチおよび同時の第２の位置での第２
のタッチを示す。ジェスチャ認識モジュールは、第１のタッチ位置と第２のタッチ位置と
の間の領域に対応するサブセットへの一軸ズームを実行するよう、入力シーケンスをコマ
ンドに翻訳する。したがって、ナビゲーション・コマンドは、第１のタッチ位置に対応す
る第１の境界および第２のタッチ位置に対応する第２の境界を有するサブセットのための
領域を指定する。ジェスチャ認識モジュールは、測定ナビゲータ・モジュール１９０２に
翻訳されたコマンドを提供する。一軸ズームが実施例として提供されている一方、任意の
種類のデータの強調が、本方法を用いて実施されてもよい。
【０１７６】
　ブロック２１０８では、医療データの参照セットの表示は、受信されたナビゲーション
・コマンドに基づいて更新されてもよい。たとえば、この表示は、ラベル、ブックマーク
、選択されたサブセットの境界および他の対象点を示すアイコンを含むように更新されて
もよい。いくつかの実施形態では、この表示は、選択されたサブセットの内部または外部
のデータを示すシェーディングを含むように更新される。
【０１７７】
　ブロック２１１０では、実行される強調が特定されてもよい。強調は、１つまたは複数
のナビゲーション・コマンドおよび／または、データの参照セットに基づいてもよい。ブ
ロック２１１２では、強調されるデータの参照セットのサブセットが特定される。強調と
同様に、サブセットは、１つまたは複数のナビゲーション・コマンドおよび／またはデー
タの参照セットに依存してもよい。データのサブセットは、参照セットの一部または全部
を含んでもよく、また、参照データ・セットに追加してまたはその代替として代替のデー
タ・セットを含んでもよい。そのような実施形態では、サブセットに含まれるデータ・セ
ットは、異なるモダリティ、異なる時間の単一のモダリティ、異なる動作モードにおける
単一のモダリティ、ならびにモダリティおよび動作条件の他の組み合わせに対応してもよ
い。いくつかの実施形態では、強調は、複数の異なるモダリティに対応するデータのコレ
ジストレーションを含む。異なるモダリティにおけるコレジストレーションについては、
「ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＩＭＡＧＥ　ＣＯ－ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ」という名称で２０
１１年４月１９日に発行された米国特許第７，９３０、０１４号明細書、および「ＴＨＲ
ＥＥ　ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＡＬ　ＣＯ－ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＩＮＴＲＡ
ＶＡＳＣＵＬＡＲ　ＤＩＡＧＮＯＳＩＳ　ＡＮＤ　ＴＨＥＲＡＰＹ」という名称で２００
６年６月２３日に発行された米国特許出願公開第２００７／００３８０６１号明細書にさ
らに詳細に開示されていて、これらの教示は、全体として参照することにより本明細書に
援用される。いくつかの実施形態では、本方法は、サブセットを構成するようにデータ・
セットを直接的にまたは間接的に組み合わせることを含む。同様に、いくつかの実施形態
では、本方法は、サブセットの一部を選択することを含む。そのような一実施形態では、
本方法は、選択された領域の外部のデータを選択することを含む。
【０１７８】
　ブロック２１１４では、強調が、システム１００によりデータ・セットのサブセットに
関して実行される。種々の実施形態では、強調は、１つまたは複数のナビゲーション・コ
マンドおよび／またはデータの参照セットにより決定される。適切な強調は、ズーミング
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、輝度調整、不透明度調整、カラー・マスク調整、解像度増減、再サンプリング、補間、
ゲイン調整、ならびに距離、面積、体積および変化率の測定を含む測定を含むが、それら
に限定されない。強調はまた、図３乃至６に関連して説明されたラベル付けなどの、医療
データの一部のラベル付けまたは注釈付けを含んでもよい。他の強調が、検討されて提供
される。さらなる実施例としては、いくつかの実施形態では、強調は一軸ズームを含み、
データのサブセットは、第２の軸から独立して、第１の軸に沿ってサイズ変更される。
【０１７９】
　ブロック２１１６では、強調されたデータのサブセットが表示される。参照データおよ
び強調されたサブセットは、異なるユーザ・ディスプレイ装置（たとえば、第１のユーザ
・ディスプレイ装置および第２のユーザ・ディスプレイ装置）に表示されてもよい。いく
つかの実施形態では、これらのディスプレイ装置は、異なる時点での単一の物理的ディス
プレイ装置に対応する。したがって、参照データ・セットは、第１の時点でモニタに表示
されてもよく、強調されたサブセットは、後にモニタに表示されてもよい。いくつかの実
施形態では、これらのディスプレイ装置は、単一のディスプレイ装置における単一の表示
環境の一部に対応する（ディスプレイ“デスクトップ”の“ウィンドウ”またはディスプ
レイ・ワークスペースの領域などの表現を用いて）。いくつかの実施形態では、第１およ
び第２のディスプレイ装置は、第１および第２の物理的ディスプレイ（たとえば、第１お
よび第２のモニタのそれぞれ）に対応する。
【０１８０】
　ブロック２１１８では、強調のトランザクション記録が記憶される。種々の実施形態で
は、この記録は、領域識別子、強調選択、データ・セット識別子、参照データ・セットの
一部、強調されたサブセットの一部、変更された処理パラメータおよび／またはトランザ
クションの他の適切な要素を含む。いくつかの実施形態では、記憶することは、遠隔の記
憶装置のためのシステム・インタフェースでトランザクション記録を提供することを含む
。トランザクション記録は、データ・セット、領域、強調または他のパラメータの記述を
含む強調操作の態様を記録するブックマークを含んでもよい。このブックマークは、取り
出されて、以前の状態を回復しかつ後続のデータ・セットに以前のデータ・セット、領域
選択、強調および／またはパラメータを適用するように用いられ得る。このブックマーク
は、図３乃至６に関連して上述された索引付けのためのラベルとしての役割を果たしても
よく、またはそのようなラベルを含んでもよい。
【０１８１】
　例示としての実施形態について示されて、説明され、広範囲の修正、変更および置き換
えが上述の開示およびいくつかの実施例で検討されたが、本開示のいくつかの態様は、他
の態様の対応する使用なしで、採用されてもよい。さらに、上述のように、マルチモダリ
ティ処理システムに関連して上述されたコンポーネントおよび拡張部は、ハードウェア、
ソフトウェアまたはそれら両方の組み合わせで実施されてもよい。処理システムは任意の
特定のアーキテクチャを動作させるように設計されてもよい。たとえば、このシステムは
、単一のコンピュータ、ローカル・エリア・ネットワーク、クライアント・サーバ・ネッ
トワーク、ワイド・エリア・ネットワーク、インターネット、携帯および他の可搬型およ
び無線装置ならびにネットワークにおいて実行されてもよい。そのような変形は、本開示
の範囲から逸脱することなく、上述において実行されてもよいことが理解される。したが
って、本開示の特許請求の範囲は、広くかつ本明細書の範囲と整合するとして解釈される
ことが適切である。
　本発明は一側面において以下の発明を包含する。
（発明１）
　医療処理システムにおいて医療データを強調する方法であって、
　前記医療処理システムにより医療データの参照セットを受信する段階、
　強調される領域に対応する領域識別子を受信する段階、
　強調選択を受信する段階、
　前記受信された領域識別子および前記受信された強調選択に基づいてデータの目標セッ
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トを特定する段階、
　前記医療処理システムにより、前記データの目標セットに関する前記強調選択に対応す
る強調を実行する段階、および
　ユーザに対して前記強調された目標セットを表示する段階
　を備える方法。
（発明２）
　第１のユーザ・ディスプレイに前記医療データの参照セットを表示する段階
　をさらに備え、
　前記強調された目標セットを表示する段階は、第２のユーザ・ディスプレイに前記デー
タの強調された目標セットを表示する段階を含み、前記第２のユーザ・ディスプレイは前
記第１のユーザ・ディスプレイとは異なる、
　発明１に記載の方法。
（発明３）
　前記医療データの参照セットは第１のモダリティに対応し、
　前記データの目標セットは第２のモダリティに対応するデータを含み、前記第２のモダ
リティは前記第１のモダリティとは異なる、
　発明１に記載の方法。
（発明４）
　前記強調を前記実行する段階は、ズーミング、解像度の増加、解像度の減少、再サンプ
リング、距離の測定、面積の測定、体積の測定および前記データの目標セットの変化率の
測定の少なくとも一を含む、発明１に記載の方法。
（発明５）
　前記強調を前記実行する段階は、
　前記領域識別子および前記強調選択の少なくとも一に基づいて処理パラメータの変更を
決定する段階、および
　前記処理パラメータに前記変更を適用する段階
　を備える、発明１に記載の方法。
（発明６）
　前記領域識別子を前記受信する段階は、ユーザ入力装置から領域識別子入力を受信する
段階を含む、発明１に記載の方法。
（発明７）
　前記領域識別子を前記受信する段階は、前記医療処理システムのワークフロー・コンポ
ーネントから前記領域識別子を受信する段階を含み、
　前記領域識別子は、前記医療データの参照セットにおける対象点に注目するように構成
される、
　発明１に記載の方法。
（発明８）
　前記強調選択を受信する段階は、ユーザ入力装置から強調選択入力を受信する段階を含
む、発明１に記載の方法。
（発明９）
　医療処理システムにおけるデータ測定の方法であって、
　前記医療処理システムにより医療データの参照セットを受信する段階、
　前記医療データの参照セットに関連する位置マーカを受信する段階、
　測定選択を受信する段階、
　前記受信された医療データの参照セット、前記位置マーカおよび前記測定選択に基づい
てデータの目標セットを特定する段階、
　前記医療処理システムにより、測定値を決定するように前記データの目標セットに関す
る前記測定選択に対応する測定操作を実行する段階、および
　ユーザに対して前記医療データの目標セットおよび前記測定値を表示する段階
　を備える方法。
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（発明１０）
　前記医療データの参照セットは第１のモダリティに対応し、
　前記データの目標セットは第２のモダリティに対応するデータを含み、前記第２のモダ
リティは前記第１のモダリティとは異なる、
　発明９に記載の方法。
（発明１１）
　前記測定操作を前記実行する段階は、距離測定、面積測定、体積測定、変化率測定およ
びピンポイント測定の少なくとも一を含む、発明９に記載の方法。
（発明１２）
　前記測定を前記実行する段階は、複数のモダリティにわたって相互参照データをさらに
含む、発明１１に記載の方法。
（発明１３）
　前記測定を前記実行する段階は、変換係数を受信する段階と、前記測定値を決定するよ
うに前記変換係数を用いる段階とを含む、発明９に記載の方法。
（発明１４）
　前記位置マーカを前記受信する段階は、ユーザ入力装置から前記位置マーカを受信する
、発明９に記載の方法。
（発明１５）
　前記位置マーカを前記受信する段階は、
　ユーザ入力装置からユーザ入力を受信する段階と、
　前記医療処理システムのモジュールから対象点を受信する段階と、
　前記ユーザ入力および前記対象点に基づいて前記位置マーカを決定する段階と
　を含む、発明９に記載の方法。
（発明１６）
　少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサが実行する複数の命令を記憶する非一時的
コンピュータ可読媒体を備える装置であって、前記命令は、
　第１のユーザ・ディスプレイで医療データの参照セットを表示し、
　前記医療データの参照セットの一部の強調のためのユーザ入力を受信し、
　前記受信されたユーザ入力に基づいてデータの目標セットを決定し、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて前記目標セットの一部を強調し、
　第２のユーザ・ディスプレイで前記強調されたデータの目標セットを表示する
　ためのものである、装置。
（発明１７）
　前記医療データの参照セットは第１のモダリティに対応し、
　前記データの目標セットは第２のモダリティに対応するデータを含み、前記第２のモダ
リティは前記第１のモダリティとは異なる、
　発明１６に記載の装置。
（発明１８）
　前記媒体は、前記データの目標セットの強調された一部のトランザクション記録を記憶
するための命令をさらに記憶する、発明１６に記載の装置。
（発明１９）
　前記媒体は、前記コンピュータ・プロセッサの以前の状態を回復させるように前記トラ
ンザクション記録を用いるための命令をさらに記憶する、発明１８に記載の装置。
（発明２０）
　前記媒体は、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて後続のデータ・セットを捕捉し、
　前記データの目標セットに前記後続のデータ・セットを含める
　ための命令をさらに記憶する、発明１６に記載の装置。
（発明２１）
　前記媒体は、前記データの目標セットからデータを選択するための命令をさらに記憶す
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る、発明１６に記載の装置。
（発明２２）
　前記データの目標セットからデータを選択するための前記命令は、前記受信されたユー
ザ入力に対応する対象の領域の外部のデータを選択するように構成された、発明２１に記
載の装置。
（発明２３）
　前記媒体は、領域識別子フォーマットからデータ・フォーマットに前記ユーザ入力を変
換するための命令をさらに記憶する、発明１６に記載の装置。
（発明２４）
　前記ユーザ入力を変換するための前記命令は、スケール変換、座標変換および形状変換
のうちの少なくとも一を実行するための命令を含む、発明２３に記載の装置。
（発明２５）
　医療処理システムにおいて医療データをナビゲートする方法であって、
　前記医療処理システムにより医療データの参照セットを受信する段階であって、前記医
療データは、ＦＦＲ、ｉＦＲ、圧力、流れ、ＩＶＵＳおよびＯＣＴから成るモダリティの
群から選択された第１のモダリティに対応する、段階、
　前記医療処理システムによりナビゲーション・コマンドを受信する段階、
　前記ナビゲーション・コマンドに基づいて実行する強調を特定する段階、
　前記ナビゲーション・コマンドに基づいて前記医療データの参照セットのサブセットを
特定する段階、
　前記医療処理システムにより前記サブセットの前記強調を実行する段階、ならびに
　前記強調されたサブセットを表示する段階
　を備える方法。
（発明２６）
　前記ナビゲーション・コマンドは、第２のモダリティに対応する医療データの追加のセ
ットを指定し、前記第２のモダリティは前記第１のモダリティとは異なる、発明２５に記
載の方法。
（発明２７）
　前記ナビゲーション・コマンドを前記受信する段階は、
　前記医療処理システムのジェスチャ認識モジュールによりユーザ入力シーケンスを受信
する段階と、
　前記ユーザ入力シーケンスを前記ナビゲーション・コマンドに翻訳する段階と
　を含む、発明２５に記載の方法。
（発明２８）
　前記ユーザ入力シーケンスは、第２のタッチベースの入力と同時の第１のタッチベース
の入力を示す、発明２７に記載の方法。
（発明２９）
　前記ナビゲーション・コマンドは、前記第１のタッチベースの入力に対応するサブセッ
トに対する第１の境界と前記第２のタッチベースの入力に対応するサブセットに対する第
２の境界とを指定する、発明２８に記載の方法。
（発明３０）
　ディスプレイ装置に医療データの参照セットを表示する段階、および
　ナビゲーション・コマンドに基づいて前記ディスプレイ装置に前記医療データの参照セ
ットを前記表示することを更新する段階
　をさらに備える、発明１に記載の方法。
（発明３１）
　前記表示することを前記更新する段階は、サブセットの境界を表示する段階を含む、発
明３０に記載の方法。
（発明３２）
　前記表示することを前記更新する段階は、ブックマーク位置を表すアイコンを表示する
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段階を含む、発明３０に記載の方法。
（発明３３）
　前記強調されたサブセットのトランザクション記録を記憶する段階をさらに備える、発
明２５に記載の方法。
（発明３４）
　前記トランザクション記録は、以前の状態を回復させて、医療データの後続のセットに
以前のデータ・セット、領域選択、強調およびパラメータのうち１つを適用するように構
成されたブックマークを含む、発明３３に記載の方法。
（発明３５）
　前記強調を前記実行する段階は、前記サブセットに関する一軸ズームを実行する段階を
含む、発明２５に記載の方法。
（発明３６）
　少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサが実行する複数の命令を記憶する非一時的
コンピュータ可読記憶媒体を備える装置であって、前記命令は、
　ＦＦＲ、ｉＦＲ、圧力、流れ、ＩＶＵＳおよびＯＣＴから成るモダリティの群から選択
された第１のモダリティに対応する医療データの参照セットを受信し、
　ナビゲーション・コマンドを受信し、
　前記ナビゲーション・コマンドにより指定された前記参照セットのサブセットに関する
強調を実行し、
　表示のために前記強調されたサブセットを提供する
　ためのものである、装置。
（発明３７）
　前記ナビゲーション・コマンドは、第２のモダリティに対応する医療データの追加のセ
ットを指定し、前記第２のモダリティは前記第１のモダリティとは異なる、発明３６に記
載の装置。
（発明３８）
　前記ナビゲーション・コマンドの前記受信のための前記命令は、
　第２のタッチベースの入力と同時の第１のタッチベースの入力を示すユーザ入力シーケ
ンスを受信し、
　前記ユーザ入力シーケンスを前記ナビゲーション・コマンドに翻訳し、前記ナビゲーシ
ョン・コマンドは、前記第１のタッチベースの入力に対応するサブセットに対する第１の
境界と前記第２のタッチベースの入力に対応するサブセットに対する第２の境界とを指定
する
　ための命令を含む、発明３６に記載の装置。
（発明３９）
　前記命令は、前記ナビゲーション・コマンドに基づいて前記参照セットの表示のための
更新を提供する命令をさらに含む、発明３６に記載の装置。
（発明４０）
　前記表示の前記更新は、前記サブセットの境界の表現を含む、発明３９に記載の装置。
（発明４１）
　前記表示の前記更新は、ブックマーク位置を表すアイコンを含む、発明３９に記載の装
置。
（発明４２）
　前記命令は、前記強調の前記実行のトランザクション記録を記憶することをさらに含み
、前記トランザクション記録は、以前の状態を回復させて、媒体データの後続のセットに
、以前のデータ・セット、領域選択、強調およびパラメータのうち１つ又は複数を適用す
るように構成されたブックマークを含む、発明３６に記載の装置。
（発明４３）
　前記強調を実行する命令は、前記サブセットに一軸ズームを実行する命令を含む、発明
３６に記載の装置。
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（発明４４）
　医療データの参照セットを受信するように構成された医療データ・インタフェースであ
って、前記医療データは、ＦＦＲ、ｉＦＲ、圧力、流れ、ＩＶＵＳおよびＯＣＴから成る
モダリティの群から選択された第１のモダリティに対応する、医療データ・インタフェー
スと、
　コントローラからナビゲーション・コマンドを受信し、
　前記ナビゲーション・コマンドに基づいて実行する強調を特定し、
　前記ナビゲーション・コマンドに基づいて強調する前記医療データの参照セットのサブ
セットを特定し、
　前記特定されたサブセットに前記特定された強調を実行し、
　表示のために前記強調されたサブセットを提供する
ように構成されたナビゲータ・エンジンと
　を備えた医療処理システム。
（発明４５）
　前記ナビゲーション・コマンドは、第２のモダリティに対応する医療データの追加のセ
ットを指定し、前記第２のモダリティは前記第１のモダリティとは異なる、発明４４に記
載のシステム。
（発明４６）
　第２のタッチベースの入力と同時の第１のタッチベースの入力を示すユーザ入力シーケ
ンスを受信し、
　前記第１のタッチベースの入力に対応する第１の境界と前記第２のタッチベースの入力
に対応する第２の境界とを有する前記サブセットのための領域を指定するナビゲーション
・コマンドに前記ユーザ入力シーケンスを翻訳する
　ように構成されたジェスチャ認識モジュールをさらに備える、発明４４に記載のシステ
ム。
（発明４７）
　前記ナビゲータ・エンジンは、前記ナビゲーション・コマンドに基づいて前記医療デー
タの参照セットの表示のための更新を提供するようにさらに構成される、発明４４に記載
のシステム。
（発明４８）
　前記更新は前記サブセットの境界の提示を含む、発明４７に記載のシステム。
（発明４９）
　前記更新はブックマーク位置を表すアイコンを含む、発明４７に記載のシステム。
（発明５０）
　電子データベースをさらに備え、前記ナビゲータ・エンジンは、前記電子データベース
に特定された強調のトランザクション記録を記憶するようにさらに構成された、発明４４
に記載のシステム。
（発明５１）
　前記トランザクション記録は、以前の状態を回復させて、媒体データの後続のセットに
、以前のデータ・セット、領域選択、強調およびパラメータのうち１つ又は複数を適用す
るように構成されたブックマークを含む、発明５０に記載のシステム。
（発明５２）
　前記ナビゲータ・エンジンは、前記サブセットに一軸ズームを実行するようにさらに構
成される、発明４４に記載のシステム。
（発明５３）
　医療処理システムでユーザ入力を解釈する方法であって、
　前記医療処理システムの操作モードに対応する状態指示子を受信する段階であって、前
記操作モードは、ＩＶＵＳ、ＯＣＴ、圧力および流れから成るモダリティの群から選択さ
れるモダリティを表す値を含む、段階、
　前記受信された状態指示子に基づいて複数のアクティブ・コマンドのリストを生成する
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段階、
　１つまたは複数のユーザ入力装置からユーザ入力シーケンスを受信する段階、
　前記医療処理システムにより、前記複数のアクティブ・コマンドのリストの内のコマン
ドに前記ユーザ入力シーケンスを相互に関係付ける段階、ならびに
　前記医療処理システムのコンポーネントの操作を制御する前記コマンドを使用する段階
　を備える方法。
（発明５４）
　前記複数のアクティブ・コマンドのリストは、診療測定に関連する複数のコマンドを含
む、発明５３に記載の方法。
（発明５５）
　前記診療測定は、長さ、面積および体積から成る群から選択される１つまたは複数の測
定を含む、発明５４に記載の方法。
（発明５６）
　前記診療測定は、血流予備量比および冠血流予備能から成る群から選択される１つまた
は複数の測定を含む、発明５４に記載の方法。
（発明５７）
　前記複数のアクティブ・コマンドのリストは、複数のモダリティに共通のコマンドのサ
ブセットを含む、発明５３に記載の方法。
（発明５８）
　前記医療処理システムの前記コンポーネントの前記操作を制御する前記コマンドの前記
使用の前にユーザ・ディスプレイ装置に前記コマンドの視覚表現を表示する段階をさらに
備える、発明５３に記載の方法。
（発明５９）
　前記医療処理システムの前記コンポーネントの前記操作を制御する前記コマンドの前記
使用の前に前記ユーザ入力装置から前記表示されたコマンドの確認を受信する段階をさら
に備える、発明５８に記載の方法。
（発明６０）
　前記複数のアクティブ・コマンドのリストを前記生成する段階は、前記受信された状態
指示子に基づいて電子データベースに問い合わせする段階を含む、発明５３に記載の方法
。
（発明６１）
　前記ユーザ入力シーケンスの要素に基づいて前記コマンドのパラメータを決定する段階
をさらに備える、発明５３に記載の方法。
（発明６２）
　医療処理システムを制御する方法であって、
　ユーザ・ディスプレイ装置に医療データを表示する段階であって、前記医療データは前
記医療処理システムのアクティブ・モダリティに対応し、前記アクティブ・モダリティは
前記医療処理システムの複数のモダリティから選択される、段階、
　前記アクティブ・モダリティに基づいてアクティブ・コマンドのリストを決定する段階
、
　前記医療処理システムにより、１つまたは複数のユーザ・ディスプレイ装置からユーザ
入力シーケンスを受信する段階であって、前記ユーザ入力シーケンスは前記表示された医
療データに応答してユーザにより提供される、段階、
　前記アクティブ・コマンドのリストから選択されたコマンドに前記ユーザ入力シーケン
スを適合させる段階、および
　前記医療処理システムのコンポーネントの操作を制御する前記選択されたコマンドを使
用する段階
　を備える方法。
（発明６３）
　前記アクティブ・コマンドのリストは、前記複数のモダリティの少なくとも２つのモダ
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リティに共通のコマンドのサブセットを含む、発明６２に記載の方法。
（発明６４）
　前記医療処理システムのコンポーネントの操作を制御する前記選択されたコマンドを前
記使用する段階の前に、前記ユーザ・ディスプレイ装置に前記選択されたコマンドの視覚
表現を表示する段階をさらに備える、発明６２に記載の方法。
（発明６５）
　前記アクティブ・コマンドのリストを前記決定する段階は電子データベースに問い合わ
せる段階を含む、発明６２に記載の方法。
（発明６６）
　前記選択されたコマンドは測定コマンドである、発明６２に記載の方法。
（発明６７）
　前記測定コマンドは、長さ、面積および体積から成る群から選択される１つまたは複数
の測定に対応する、発明６６に記載の方法。
（発明６８）
　前記測定コマンドは、血流予備量比および冠血流予備能から成る群から選択される１つ
または複数の測定に対応する、発明６６に記載の方法。
（発明６９）
　少なくとも１つのコンピュータ・プロセッサが実行する複数の命令を記憶する非一時的
コンピュータ可読記憶媒体を備える装置であって、前記命令は、
　医療処理システムの操作モードを決定し、前記操作モードは前記医療処理システムのモ
ダリティに対応し、
　前記操作モードに基づいてアクティブ・コマンドのリストを生成し、
　１つまたは複数のユーザ入力装置からユーザ入力シーケンスを受信し、
　前記アクティブ・コマンドのリストのコマンドに前記ユーザ入力シーケンスを相互に関
係付け、
　前記医療処理システムの挙動を制御するコマンドを用いる
ためのものである、装置。
（発明７０）
　前記モダリティは、ＩＶＵＳ、ＯＣＴ、圧力および流れから成る群から選択される、発
明６９に記載の装置。
（発明７１）
　前記アクティブ・コマンドのリストは、前記医療処理システムの少なくとも２つのモダ
リティに共通のコマンドのサブセットを含む、発明６９に記載の装置。
（発明７２）
　前記命令は、前記医療処理システムの前記挙動を制御する前記コマンドを用いる前に、
ユーザ・ディスプレイ装置に前記コマンドの視覚表現を表示する命令をさらに含む、発明
６９に記載の装置。
（発明７３）
　前記アクティブ・コマンドのリストを生成するための命令は、電子データベースに問い
合わせする命令を含む、発明６９に記載の装置。
（発明７４）
　前記命令は、前記ユーザ入力シーケンスの要素に基づいて前記コマンドのパラメータを
指定する命令をさらに含む、発明６９に記載の装置。
（発明７５）
　前記コマンドは測定コマンドである、発明６９に記載の装置。
（発明７６）
　前記測定コマンドは、長さ、面積および体積から成る群から選択される１つまたは複数
の測定に対応する、発明７５に記載の装置。
（発明７７）
　前記測定コマンドは、血流予備量比および冠血流予備能から成る群から選択される１つ
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または複数の測定に対応する、発明７５に記載の装置。
（発明７８）
　医療処理システムにおけるラベル付け方法であって、
　前記医療処理システムによりラベル付けされる医療データを受信する段階、
　ディスプレイ装置で前記医療データに対応する第１のラベルのセットを提示する段階、
　インタフェース装置から、前記第１のラベルのセットからの第１のラベルの選択を受信
する段階、
　前記ディスプレイ装置で前記医療データに対応する第２のラベルのセットを提示する段
階であって、前記第２のラベルのセットは前記第１のラベルに基づく、段階、
　前記インタフェース装置から、前記第２のラベルのセットからの第２のラベルの選択を
受信する段階、および
　前記第１のラベルおよび前記第２のラベルに基づいて前記医療データをラベル付けする
段階
　を備える方法。
（発明７９）
　再開コマンドが受信されるまで、前記ラベル付け方法を中断するコマンドを前記インタ
フェース装置から受信する段階、および
　前記ラベル付け方法を再開するコマンドを前記インタフェース装置から受信する段階
　をさらに備える、発明７８に記載の方法。
（発明８０）
　前記第２のラベルのセットは、前記医療データに対応するモダリティにさらに基づく、
発明７８に記載の方法。
（発明８１）
　前記第２のラベルのセットは、手続きの操作可能なコース、患者識別、患者人口動態統
計および患者の病歴の少なくとも一にさらに基づく、発明７８に記載の方法。
（発明８２）
　前記ラベルの目標セットは、前記第２のラベルの前記選択を前記受信する段階の前に、
前記第２のラベルのセットからの値を予め選択する段階を含む、発明７８に記載の方法。
（発明８３）
　前記予め選択された値は、システム・デフォルト、ユーザ嗜好、手続きの操作可能なコ
ース、患者識別、患者人口動態統計および患者の病歴の少なくとも一にさらに基づいて決
定される、発明８２に記載の方法。
（発明８４）
　前記第２のラベルの前記選択は前記予め選択された値を無効にする、発明８２に記載の
方法。
（発明８５）
　マルチモダリティ医療処理システムにおける索引付け方法であって、
　前記マルチモダリティ医療処理システムによりモダリティに対応する医療データを受信
する段階、
　前記モダリティに基づいてラベルのセットをポピュレートする段階、
　ユーザに対して前記ラベルのセットを提示する段階、
　前記提示されたラベルのセットに基づいてユーザ入力を受信する段階、
　前記受信されたユーザ入力に基づいて前記医療データにラベルを割り当てる段階、およ
び
　前記割り当てられたラベルに基づいて前記ラベル付けされた医療データが索引付される
ように、前記ラベル付けされた医療データを記憶する段階
　を備える方法。
（発明８６）
　前記ラベルのセットは、前記マルチモダリティ医療処理システムにより受信された追加
の医療データに基づいてさらにポピュレートされる、発明８５に記載の方法。
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（発明８７）
　前記モダリティは第１のモダリティであり、
　前記追加の医療データは第２のモダリティに対応し、
　前記第２のモダリティは前記第１のモダリティとは異なる
　発明８６に記載の方法。
（発明８８）
　前記ラベルのセットは、手続きの操作可能なコース、患者識別、患者人口動態統計およ
び患者の病歴の少なくとも一に基づいてさらにポピュレートされる、発明８５に記載の方
法。
（発明８９）
　前記ユーザ入力は、前記ラベルのセット内に含まれる選択された値を指定する、発明８
５に記載の方法。
（発明９０）
　前記ユーザ入力は、前記ラベルのセット内に含まれない選択された値を指定する、発明
８５に記載の方法。
（発明９１）
　前記ラベルのセットの値は、前記ユーザ入力の前記受信する段階の前に予め選択される
、発明８５に記載の方法。
（発明９２）
　前記受信されたユーザ入力は、前記ラベルのセットからの前記予め選択された値を無効
にする、発明９１に記載の方法。
（発明９３）
　データ処理システムにおいてデータをラベル付けする方法であって、
　前記データ処理システムによりラベル付けされる医療データを受信する段階、
　第１のデータベースから手続き情報を取り出す段階、
　第２のデータベースから前記医療データのためのラベルのセットを取り出す段階であっ
て、前記ラベルのセットは前記手続き情報に基づく、段階、
　ユーザ・ディスプレイでユーザに前記ラベルのセットを提示する段階、
　ユーザ・インタフェースからの前記提示されたラベルのセットに基づいてユーザ入力を
受信する段階、および
　前記受信されたユーザ入力に基づいて前記医療データに最終的なラベルを割り当てる段
階
　を備える方法。
（発明９４）
　前記ラベルのセットは、医療データの以前のセットに適用された以前のラベルにさらに
基づく、発明９３に記載の方法。
（発明９５）
　前記ラベルのセットは、前記医療データのために選択された以前のラベルにさらに基づ
く、発明９３に記載の方法。
（発明９６）
　前記ユーザ入力は、前記ラベルのセット内に含まれる選択された値を含む、発明９３に
記載の方法。
（発明９７）
　前記ユーザ入力は、前記ラベルのセット内に含まれない選択された値を含む、発明９３
に記載の方法。
（発明９８）
　前記ラベルのセットを提示する段階は、前記ユーザ入力の前記受信する段階の前に、前
記ラベルのセットから値を予め選択する段階を含む、発明９３に記載の方法。
（発明９９）
　前記受信されたユーザ入力は、前記ラベルのセットからの前記予め選択された値を無効
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にする、発明９８に記載の方法。
【符号の説明】
【０１８２】
　１００　医療システム
　１０１　マルチモダリティ処理システム
　１０２　カテーテル研究室
　１０４　管理室
　１０６　患者
　１０８　カテーテル
　１１０　カテーテル
　１１６　心電装置
　１１２　ＩＶＵＳ
　１１４　ＯＣＴ　ＰＩＭ
　１１７　血管造影システム
　１１８　ベッドサイド・コントローラ
　１２０　メイン・コントローラ
　１２２　ブーム・ディスプレイ
　１２５　ネットワーク
　１３０　ネットワーク・コンソール
　２００　処理フレームワーク
　２０２　システム・コントローラ
　２０４　ワークフロー・コントローラ・コンポーネント
　２０６　イベント・ロギング・コンポーネント
　２０８　リソース・アービタ・コンポーネント
　２１０　メッセージ配信コンポーネント
　２１２　セキュリティ・コンポーネント
　２１４　ＭＭＣＭワークフロー・コンポーネント
　２１６　データベース管理コンポーネント
　２２０　ＩＶＵＳ取得コンポーネント
　２２２　ＩＶＵＳワークフロー・コンポーネント
　２２４　モダリティ“Ｎ”取得コンポーネント
　２２６　モダリティ“Ｎ”ワークフロー・コンポーネント
　２２８　モダリティ“Ｎ”ＰＩＭ
　２３０　コレジストレーション・インタフェース・コンポーネント
　２３２　コレジストレーション・ワークフロー・コンポーネント
　２３４　データ収集ツール
　２４０　ＵＩフレームワーク・サービス
　２４２　ＵＩフレームワーク・サービス
　２４４　システムＵＩ拡張部
　２４６　ＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部
　２４８　ＩＶＵＳ　ＵＩ拡張部
　２５０　モダリティ“Ｎ”ＵＩ拡張部
　２５２　モダリティ“Ｎ”ＵＩ拡張部
　２５４　ネットワーク
　２５６　メッセージ配信コンポーネント
　２６０　遠隔アクセス・コンポーネント
　２６２　遠隔アクセス・ワークフロー・コンポーネント
　２６４　レガシー制御コンポーネント
　２６６　レガシー制御ワークフロー・コンポーネント
　２６８　レガシー・コンソール



(63) JP 6235610 B2 2017.11.22

10

20

30

　３００　ユーザ・インタフェース・コンポーネント３００
　３０２　ラベル・ビルダ・モジュール
　３０４　コントローラ
　３０６　ラベル・ビルダ・エンジン
　３０８　医療データ・インタフェース
　３１０　ラベル・セット・データベース
　３１２　手続きデータベース
　３１４　ユーザ入力装置
　３１６　ユーザ・ディスプレイ装置
　７０２　測定ズーム・モジュール
　７０４　コントローラ
　７０６　測定ズーム・エンジン
　７０８　トランザクション記録
　７１０　モダリティ・フィードバック・インタフェース
　７１２　医療データ・インタフェース
　７１４　ユーザ入力装置
　７１６　第１のユーザ・ディスプレイ装置
　７１８　第２のユーザ・ディスプレイ装置
　１２０２　ジェスチャ認識モジュール
　１２０４　ジェスチャ認識エンジン
　１２０６　ジェスチャ・データベース
　１２０８　モジュール・インタフェース
　１２１０　コントローラ
　１２１２　ユーザ入力装置
　１２１４　ユーザ・ディスプレイ装置
　１９０２　測定ナビゲータ・モジュール
　１９０４　ナビゲータ・エンジン
　１９０６　医療データ・インターフェース
　１９０８　トランザクション記録
　１９１０　コントローラ
　１９１２　ユーザ入力装置
　１９１４　ユーザ・ディスプレイ装置
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